
 －14－

 

 

平成24年３月７日（水曜日） 
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○議事日程（第２号） 

  平成24年３月７日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程（議案第１号から議案第29号まで） 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ４番 生 田 勇 人 

   ２番 中 島 利 美 

   ９番 能 村 憲 治 

   ６番 藤 井 良 信 

   10番 清 水 文 雄 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆さん、おはようござ

います。 

 傍聴席の皆様には、早朝より本会議場にお

越し賜り、まことにありがとうございます。 

 本日は、町政に対する一般質問の日です。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席している者は、５日の会議に配付の説

明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第１、議案第１号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

23年度内灘町一般会計補正予算（第４号）〕

から議案第29号内灘町勤労青少年ホーム条例

を廃止する条例についてまでの29議案を一括

して議題といたします。 

 各議案に対する提案理由の説明は、既に聴

取しております。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 これより提出議案に対

する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第１号専決

処分の承認を求めることについて〔平成23年

度内灘町一般会計補正予算（第４号）〕から

議案第29号内灘町勤労青少年ホーム条例を廃

止する条例についてまでの議案については、

お手元に配付いたしてあります議案付託表の

とおり所管の各常任委員会に付託いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。
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よって、各議案は議案付託表のとおり所管の

各常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 なお、継続審査となっております請願第９

号については、付託委員会のほうで審査をお

願いいたします。 

 次に、今期定例会までに受理しました請願

第10号ＴＰＰ交渉参加に向けた協議の中止を

求める請願、請願第11号公的年金の改悪に反

対する意見書を国に提出することを求める請

願書、請願第12号ＴＰＰ交渉に関する請願書

については、お手元に配付の請願・陳情文書

表のとおり所管の常任委員会に付託いたしま

すので、審査願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第２、これより町

政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いいたします。 

 また、議員が質問している際は静粛にして

いただき、立ち歩いたり退席しないようお願

い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ４番、生田勇人議員。 

   〔４番 生田勇人君 登壇〕 

○４番【生田勇人君】 議席番号４番、生田

勇人です。 

 平成24年第１回定例会におきまして一般質

問の機会を得ましたので、通告内容に従い、

一問一答方式にて質問をします。町長初め執

行部においては明快なる答弁をお願いいたし

ます。 

 国内に未曾有の大災害をもたらした東日本

大震災からはや一年が経過しようとしており

ます。昨年、本定例会期間中に、ここ内灘町

役場でも長い揺れを感じ、ただごとではない

とメディアにくぎづけになりました。その後、

リアルタイムに被害を受ける現地の状況に驚

愕したことを鮮明に思い出します。ここに改

めて、犠牲になられた方々のご冥福と被災に

遭われた多くの方々へお見舞いを申し上げま

す。 

 災害廃棄物の処理等もなかなか進まず、復

興へ足踏みしている状況でありましたが、先

般、国もこの災害廃棄物、いわゆる震災瓦れ

きの広域処理に全額負担措置を発表しました。

当町には処理施設や処分場となるべき土地や

面積はないものの、この問題には災害廃棄物

としての放射線基準や受け入れ自治体の最終

判断など数多くの問題や課題はありますが、

こういった日本全体を挙げての復興への支援

や取り組みをもとに、今後さらに復興が加速

し、被災に遭われた方々が一日も早く安心し

た、そして安定した生活を迎えることができ

るよう、心からご祈念申し上げるものであり

ます。 

 内灘町としましても、これまで行ってきた

支援をもとに、今後も継続して支援を行って

いただきたい、そうお願いをしまして、質問

に入らせていただきます。 

 １問目は、特色ある学校づくりについてと

いうことで質問をします。 

 平成23年10月現在に示されております今後

の児童生徒の推移について、西荒屋小、向粟

崎小が今後児童数が減少していくと予想され、

中でも西荒屋小が10月時点での児童数が83名

ということで、今後の推移を見ますと、１学

年につき多くの場合、児童数が１けた台で推

移するという状況になっております。 

 児童数が減少していくというのは、地域に

活力がなくなる大きな要因でもあり、すなわ

ち、地域活力のもとをつくるのは学校の力が

大きいと確信いたします。鶴ケ丘小の環境モ

デル校、大根布、清湖小のＩＣＴ利活用教育

への取り組みといったような特色ある学校づ

くりへの取り組みは、児童数が減少傾向にあ

る学校にこそ教育振興事業として力を注ぐべ

きであると考えます。 

 同じ町内なのに、ある小学校では１年生か
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らタブレットパソコンを持っている、ある小

学校では環境の先進教育を受けている、こう

いったことは実証実験やモデル校を経て、町

内学校全域に行き渡ることだとわかってはい

ても、保護者の感情からはやはりよりよい教

育や最先端の教育、つまり特色ある学校にて

我が子を学ばせたい、そういう気持ちが発生

してくるのも現実ではないでしょうか。 

 ましてや、そういう教育がいつ地元の学校

に導入されるか、今の時点でははっきりして

おりません。各モデル校の実証実験終了後、

町の教育均衡をどのように図っていくのか。

また、新年度予算にはこういった児童数減少

傾向にある学校への特色ある取り組みが示さ

れておりませんが、今後考えがあればぜひ示

してほしいし、なければ早急に企画立案が必

要だと思いますので、町の方針をお聞かせく

ださい。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平教育次長兼学

校教育課長。 

〔教育次長兼学校教育課長 長丸一平君 登壇〕 

○教育次長兼学校教育課長【長丸一平君】 内

灘町教育委員会では、各学校をローテーショ

ンで２カ年、町指定調査研究をお願いし、２

年目には町内６校に普及すべき研究発表をお

願いしております。鶴ケ丘小学校の環境の取

り組みにいたしましても、大根布小学校のＩ

ＣＴの取り組みについても、町指定の調査研

究で行ったところであります。 

 向粟崎小学校につきましても、平成23年度

に学校図書館活用を通じ「芸能活動の充実」

をテーマに、また西荒屋小学校につきまして

も平成20年度に道徳教育の研究発表を行い、

町内各校に指導改善に役立てているところで

あります。清湖小学校につきましても、外国

語活動の研究を行い、平成22年度に発表をし

ております。 

 ご承知のように、鶴ケ丘小学校の環境調査

研究につきましては、町内すべての学校で展

開し、町のエコスクールの認定を受け、さら

には全校がユネスコスクールの認定を受ける

までに発展してまいりました。町教育委員会

といたしましても教育の均衡を図ることは十

分認識しておりますし、研究調査が終わり次

第、全校で共有していくというやり方で授業

力の向上を図っているところであります。 

 このように、パイロット校だけが、特色あ

る学校を目指すのではなく、町全体で教育力

の向上を目指すものでございます。 

 なお、大根布小学校の総務省フューチャー

スクールの実証研究は、平成24年度いっぱい

で終了することとなっております。 

 実証研究の結果を踏まえ、どういった方針

で各校にＩＣＴを利活用した授業を行ってい

けばよいかを検討し、均衡ある教育を進めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜

りたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 今ほどの答弁内容で、

実証研究が終わった後に各校に波及させてい

きたいと、そうい答弁をいただきました。 

 私、今、ここで申し上げたいのは、西荒屋

小学校や向粟崎小学校で実施している図書、

道徳等の研究は、石川県教育委員会が市や町

の小学校で実施している教育振興事業である

と認識しておるわけなんです。今、質問でお

聞きしたいのは、内灘町独自の教育振興事業

という意味でお聞きしています。 

 大根布小学校、清湖小学校は国の補助事業

を活用し、ＩＣＴ支援員を独自に配置してお

ります。また、鶴ケ丘小学校は今次長言われ

ましたとおりエコスクール計画を策定し、そ

の先進校にして、このたびの町内小中学校の

ユネスコスクールの認定へとつなげていると。 

 このように、石川県の事業だけではなく、

どの市、町にもない内灘町独自の教育振興施

策がこの３校で実施され、それが学校の児童

や保護者の誇りや励みになっている、そう考

えます。そして、学校が地域に活力を与えて

いるものだと。このような町独自の事業が西
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荒屋小学校、向粟崎小学校には今のところ実

施していない、されていないというふうに考

えるわけであります。 

 これは、５つのＫをまちづくりのキーワー

ドに掲げ、教育を通したまちづくりを最重要

課題とした町のあるべき姿ではないと私は考

えております。このような状況を踏まえ、再

度お聞きしたいと思います。 

 教育長は２期目に入りまして、今私が申し

述べました課題は承知しているはずだと思い

ます。これまで先に申し述べました児童数が

減少傾向にある小学校に、町独自の他の市町

にはない特色ある学校づくりを推進する計画

がとられてこなかったのはなぜでしょうか。

来年度予算内示での学校教育課、教育委員会

部局の新規事業は、これまで各議員より一般

質問などで指摘があったスクールバスの運行、

奨学金の支給創設、スポーツ振興計画などの

事業のみと見受けられます。当町の学校教育

に関する信頼が揺らいでいる今、特色ある学

校教育の推進で町民の信頼を取り戻すべきだ

と考えますが、教育長の見解をお聞きいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 生田議員のご質問

にお答えいたします。 

 先ほど長丸次長が説明しましたように、国

の関連事業、県の関連事業というような研究

事業を行っている学校、それから町独自の事

業として行っている学校、いろいろございま

す。いずれにしても、学校現場でそれが児童

の中に定着される、そういった研究事業とい

うのは、重複して国の事業が既に調査研究と

してかかわっているところにさらに町の事業

を加えるとか、あるいは県の事業で非常に負

担が大きい中でもさらに町の事業を加えると

か、そういったことは教育の現場としては非

常に難しい状況にございます。 

 そして、しかも国であるとか県であるとか、

そういったところの研究事業については、財

源が保障されるといいますか、ついてくると

いうようなことで、そういった依存するよう

な財源があるものを利用する、それが最も有

効な考え方ということで、国のＩＣＴあるい

は県の児童図書あるいは道徳、そういったも

のに優先的に取り組んできたという状況でご

ざいます。 

 今ほど申し上げましたような考え方で取り

組んできているわけでございますけれども、

これから一番の課題は24年度で実証実験が終

わる大根布小学校のＩＣＴの関連であると考

えています。なぜなら、大根布小学校のみが

１年生から６年生まで全児童にＰＣパソコン

が配付されていると、配置されているという

ような非常に恵まれた環境にございます。し

かし、これからのＩＣＴの活用される社会に

おいては、どこの学校でもそういったものが

教育に活用される、そういう環境をつくらね

ばならないと、そのように考えています。 

 したがいまして、大根布小学校での実証実

験をもとに、例えば今後は小学校の５、６年

生を中心に配置してやったほうが効率がいい

のではないかというような研究成果があれば、

例えば大根布小学校のＰＣについても各学校

に再配置し直すというような選択肢もあると

考えています。 

 ただ、現在のところ、政府は大震災が起こ

る前はパソコンの環境を日本全国の学校に広

めるという、そういう壮大な計画のもとで、

あのフューチャースクールの研究が始まった

わけなのですけれども、あの震災の関係のた

めに、国のほうの財源の考え方がかなり厳し

くなってきて、フューチャースクールで実証

実験して全国的にああいうものを展開しよう

としていたのが、かなり難しいような状況も

聞いております。 

 そういった状況をすべて踏まえて、しかも

大根布小学校の状況、環境調査の結果、教育

環境におけるＰＣの活用環境、そういったも
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のも踏まえて、総合的な判断をして対応して

いきたいと、そんなふうに考えています。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 今、大根布小学校の

ＩＣＴ中心に答弁をいただいたわけでありま

す。こういった取り組みが今後町独自の事業

として向粟崎小学校、西荒屋小学校といった

ような町独自の事業が実施されていないそう

いうところに、実証実験が終わり次第、一刻

も早く波及させていただきたい。そして、地

域の活力づくり、内灘町どこにいても同じ教

育が受けれるといったような、そういった取

り組みをお願い申し上げます。 

 次に、先般の予算内示会でも示されました

白帆台小学校建設に向けた通学審議会につい

て質問をします。 

 この審議会については町北部の５区長を初

め、町会長、区長を初め、大根布小と西荒屋

小の両学校長、学識経験者合わせて12名で構

成され、年５回の開催にて24年度内にその方

針を決定するとの内容でした。 

 まず、この審議会の役割と審議すべき内容

は何かお聞きしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 生田議員の通学区

域審議会に関するご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、近年、白帆台地区への転入者が急増

いたしておりますことから、（仮称）白帆台

小学校の校区の特定を行い、今、その建設の

ための準備に入りたいと、そのように考えて

おります。そういったことから、平成24年度

に、これは条例に基づく審議会でございます

けれども、通学区域審議会を立ち上げまして

ご審議をいただく、そのように考えておりま

す。 

 ご質問の審議会の役割であるとか審議内容

につきましては、まず関係地区の区長さん、

町会長さんといった自治会の代表者、あるい

は学校長やＰＴＡ役員、さらには学識経験者

で組織し、当該小学校の校区のあり方につい

て、校区、区域をどうするかというようなこ

とについてご議論をいただくわけでございま

して、その結果を町教育委員会に答申してい

ただくという、そういうものでございます。 

 町教育委員会では、当該審議会からの答申

を受けまして、教育委員会で答申内容につい

てさらにまた審議を加え、当該小学校の校区

を決定するという、そういう手順になるもの

でございます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 校区のあり方につい

てという答弁でございました。これにつきま

しては、以前も清湖小学校の通学区域決定の

ときなんかには鶴ケ丘町会の希望などと保護

者の気持ちが一致しないで、道路一本を隔て

た鶴ケ丘４丁目の子供たちが目の前の清湖小

学校に通えないとか、そのことをいまだに不

満に思っている保護者の声も多く聞かれるわ

けであります。 

 また、西荒屋小学校においては、かつて町

が大根布小学校と統合する案を示したときに

反対運動が起こり、今の形になったと聞いて

おります。 

 そして、宮坂地区は、放水路建設に伴う南

北分断ということがあったわけですけど、大

根布小学校校下であることに強いこだわりを

持ってきたことなども確かです。それは、白

帆台の通学区域にも踏襲されていると感じて

おります。 

 通学区域については、こういった数々の歴

史的経緯があると思います。このことを踏ま

え、大変重要な役割を、今委員が12名という

ことで報告を受けてはおるわけでございます

けれども、12名の委員の皆さんにあらかじめ

スムーズな審議のための資料整備や課題整理

を進めたとしても、１年間で方針をまとめる
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といったことは大きな負担になるのではない

かと思います。大根布小の分離、２校化とい

う話なのか、校区の決定ということですが、

隣接には児童数が減少している西荒屋小学校

の校区がございます。通学審議会のみで適切

な審議が可能でしょうか、状況に応じた審議

形態と組織が必要ではないかと考えます。 

 ゆとりの中で未来を拓く教育推進会議の目

的の中に、学校・地域・家庭の役割分担と連

携とありますが、例えばこのような会議の力

をかりるなど、児童数や人口が減少傾向にあ

る地域の学校のあり方や学校による地域づく

りと活力を審議するといった多方面からの審

議をしてもよいのではないかと考えますが、

見解をお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 生田議員のご質問

にお答えいたします。 

 今回、審議会で検討を行う地区といたしま

しては、放水路以北の北部地区全体を検討地

区とし、それぞれの自治会の意見であるとか、

あるいはＰＴＡの方々の意見を聞いて、多方

面からの意見から方向性を検討するものでご

ざいます。 

 校区の問題につきましては、生田議員のご

質問の中にもありましたように、過去に本町

では昭和40年ごろに西荒屋小学校を大根布小

学校に統合しようとした際に、地域の大変大

きな反対運動が起こって、結局、統合案をあ

きらめて、昭和42年度に新築と決定し、現在

に至っているといった経緯もございます。 

 そしてまた、昭和50年の大根布小学校の分

離に際しましては、鶴ケ丘５丁目地区の通学

区域問題で、これもまた大きな混乱が生じた

歴史もございます。 

 あるいは、ご指摘にありました清湖小学校

の通学区域とその通学区域のすぐ隣接する鶴

ケ丘４丁目の地区の人たち、この関係でも問

題が生じておりまして、通学区域の問題につ

きましては非常に複雑でデリケートな問題が

含まれている、そういうのがこれまでの歴史

的な経緯でございます。 

 今般の通学区域審議会の中で、私は課題に

なると想定されますのは、現在、宮坂地区が

その大根布小学校にあるという、これまで宮

坂地区が歩んできた歴史的な経緯ではなかろ

うかと。それも大きな課題ではないかと思い

ます。 

 現在、大根布小学校の校区にある宮坂地区

は、明治６年に大根布小学校が創設されて以

来、139年間にわたって一貫して大根布小学校

の校区にある地域でございまして、現在はそ

の放水路によって南部地域と地理的に分断さ

れておるとはいえ、長く大根布小学校区を構

成してきた歴史的な経緯、そういったものも

今回の審議の中で課題になるものと考えてい

ます。 

 それからもう一つは、西荒屋地区の課題で

ございます。近年の少子化によって校区内の

児童数の著しい減少が予想されるとはいえ、

これも明治８年から連綿として続いている小

学校でございまして、文字どおり地域づくり

の核としての役割を果たしてきている、そう

いった歴史的な経緯がございます。 

 教育委員会といたしましては、小学校区の

決定に当たって、子供たちの通学距離といっ

たような地理的合理性を重視するのはもちろ

んのことではありますけれども、単に学校の

規模適正化ということのみにこだわるもので

はございません。 

 例えば、現に西荒屋小学校がその地域づく

りの核としての役割を果たしているように、

小学校の持つそうした機能もまた極めて重要

な検討要素ではなかろうかと考えております。 

 したがいまして、通学区域審議会のご議論

の中で、そうした観点からも論議を重ね、ま

た審議を深めていただきたいと、そんなふう

に考えています。 

 ご提案にありましたゆとりの中で未来を拓



 －21－

く教育推進会議等のご意見につきましては、

通学区域審議会からの答申をお受けした後に、

教育委員会が決定する段階でそういったさま

ざまなチャネルからのご意見を参考にし、教

育委員会としての方向性を出すことに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 いずれにいたしまし

ても、今教育長言われたとおり、多方面から

の審議をよろしくお願いするものでございま

す。 

 学校の役割とはよりよい教育をすること、

そして地域づくりの拠点として、また地域に

支えていただきながら地域に大きな活力を与

えるものだと思います。北部地域の学校の役

割は北部振興の観点から重要でもあり、今後、

さらに議論を尽くしていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に入らさせていただき

ます。 

 次の質問は、今議会に議案提出されており

ます平成24年度予算について質問をいたしま

す。 

 平成17年度より取り組んできた当町の行財

政改革、第１次実施計画が実を結んだという

ことからか、平成22年度決算では単年度収支

が黒字に転じたことは記憶に新しく、だれも

がこれで内灘町は未来へ向けて持続可能な町

政運営が行われると私自身も安心しておりま

したし、行財政改革が一段落ついた、そう思

える報告でありました。 

 しかしながら、本年度、平成23年度末見込

みでは、平成22年度末で約７億3,000万円あっ

た財政調整基金が約３億3,000万円減の４億

1,000万円と。来年度予算では、さらに約３億

700万円取り崩すこととなる予算計上となっ

ております。 

 来年度末見込みでは約１億2,000万円しか

財政調整基金が残らず、多少なりとも差金が

発生しても、平成25年度以降の予算編成が可

能なのか、だれもが心配するところでありま

す。 

 そこでお聞きいたします。平成22年度が単

年度収支で黒字した要因は何か。また、平成

23年度にどうして黒字化したノウハウを生か

せなかったのか、お聞きしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの生田議

員の質問にお答えしたいと思います。 

 平成22年度が単年度収支で黒字化したと。

その要因は一体何かという話でありました。

そのことが23年度になぜ生かせなかったのか

という、そんなお話でありました。 

 私の１期目の町長就任時は、町の財政状況

は国の三位一体改革ということでかなり厳し

い状況にあったわけでありました。このため

に、平成18年に行財政改革の取り組みの指針

となります内灘町の行財政改革大綱を決定を

いたしまして、鋭意改革に取り組んできたと

ころであります。 

 その結果、今ほどもお話ありましたように、

平成22年度決算では８年ぶりに単年度の収支

が黒字と。ある意味では悲願達成ということ

でありました。そんな意味では、議会を初め

町民の皆さんのご理解には本当に心から感謝

をしたいと、このように思っているところで

ございますが。 

 その要因でありますが、まず、今ほどの行

財政改革の効果、これがありますということ

は一つでありますし、それから内灘北部土地

区画整理組合から剰余金として２億円が入っ

てきたということ。さらには、国の経済対策

として地域活性化臨時交付金として２億

7,000万円が入ってきたということでありま

すとか、さらに石川県市町村振興協会市町臨

時交付金、宝くじの交付金なんですが、オー

タム宝くじが、従来は市町村協会で留保して

いたものを厳しいそれぞれの経済状況の中で
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交付しようという話が今決まりまして、そし

て当初には3,200万円が入ってきたと、こうい

うようなことでありました。こうした臨時的

な収入があったことが大きな要因ということ

でありました。 

 そして、これがなぜ生かせられなかったの

かということでありますが、平成23年度につ

きましては、そういう意味では例年の歳入ベ

ースというのは、今ほど言いました臨時的な

ものがなくてかなり厳しい状況で収入があっ

たということと、歳出におきましては保育サ

ービスの拡充、さらに国保、国民健康保険特

別会計への繰り出しをやらざるを得なかった

ということ。予防接種の費用、さらには人件

費、そして定住促進費などが増加をしてきた

という、そんな結果から、単年度収支が恐ら

くこのままいくと赤字だということでありま

した。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 今ほどは臨時的な収

入が22年度は多かったという答弁内容であり

ました。私もこれには少し感ずるところがあ

りまして、平成22年度は、町長も言われまし

たけど、北部土地区画整理組合の解散に伴い、

剰余金を含む２億2,800万円ほどが組合から

の収入になっております。うち、目的基金と

して6,400万円余り、財政調整基金として約１

億6,400万円が繰り入れられたと理解してお

るところでございます。 

 平成22年度の黒字額が約２億2,700万円で

あったと思うんですが、組合からの収入が２

億2,800万円でございますので、ちょうどこの

分が黒字になった要因ではないか、そういう

ふうに思われるわけです。 

 来年、再来年度当初、わずか約１億2,000

万円の財政調整基金で予算編成ができるのか

と。それは本会議で示されている予算編成か

らメスを入れていかなければ不可能と感じま

す。町長は暮らしやすさナンバーワンのまち

づくりを掲げていらっしゃいます。確かに他

の市町より子育て支援であるとか、環境、福

祉に内灘独自の施策を打ち出しておりますが、

そういうことに必要以上に傾倒すれば、せっ

かく他の市町よりすぐれている施策があって

も、それが持続不可能な町の状態に陥ると、

すなわちそれは暮らしやすさワーストワンの

町に変貌するのではないかと考えます。 

 先般示されました第二次内灘町行財政改革

実施計画（集中改革プラン）、その表紙には

平成23年度から平成27年度と記載されており

ます。中を見ますと、その一文に基金の取り

崩しに頼らない財政運営が急務と書いてあり

ますが、その示された取り組み方針がなぜ24

年度予算に反映されず、基金を３億円余りも

取り崩す予算編成となっているのか。また、

基金が枯渇すると町政運営においてどういっ

た状況や影響をもたらすのかをお聞きいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。 

 平成24年度につきましては、今ほど言われ

ましたように、財政調整基金を取り崩さずに

という基本的な考えというのがあったわけで

ありますが、現実にさまざまな予算編成をし

ていくに当たっては、どうしても崩さざるを

得なかったという事情があるわけでありまし

て、その一つに、自然災害に伴う安心安全対

策費、津波、ハザードマップあるいは防災訓

練に伴うさまざまな方法等々予算化をしたと

いうこと、さらには私立保育園の運営費や建

設費の補助費。ご承知のとおり、平成25年４

月に民設民営の保育園の最後を助成しようと

いうそんなことでありまして、鶴ケ丘保育園

がいよいよ建設に向かって進んできたという

ことでありますので、それに対する予算であ

りました。 

 さらに、住民生活に待ったなしの課題、い
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ろんなことがあるわけでありますが、そうい

ったものを厳選した上で予算編成したもので

あると、このように思っているところでござ

います。 

 基金の枯渇についての質問でありますが、

そうならないように常に財政指標を十分に留

意しながら、第二次行財政改革を推し進めな

がら、サービスの拡充とさらに財政健全化の

バランスを勘案しながら、財政基盤の確立、

健全財政の堅持をぜひしていきたいと、この

ように思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 今ほどの質問なんで

すが、予算編成の後に基金が枯渇しないよう

な取り組みを今後やっていきたいというふう

に町長おっしゃったんですが、この基金が再

来年度１億2,000万円、要するに枯渇してくる

ということになると、町政運営についてはど

ういった影響もたらすのかということもお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問で

ありますが、要するに危機的状況をどうやっ

て乗り切るかということでありますが、平成

24年度以降につきましても扶助費は年々増加

してまいるわけでございます。一方で、公債

費、借金のほうが昨年度がというか、今年度

がピークということもありまして、年々減少

してくるだろうということと、人件費につき

ましても保育所民営化において人員が今のと

ころは職員がそのままでありますので、それ

が少しずつ減っていくということもあって、

その効果が出てくるんではないかなと、この

ように思っているところでございます。 

 そして、今後の財政運営についてでありま

すが、今、各自治体は人口減少時代を迎えま

して自治体間の競争というのが非常に激しく

なっているということはご案内のとおりであ

ります。人口を減らさない、そしてふやすた

めの定住促進策や町の魅力発信にも努めてい

かなければならないということであります。 

 そういう意味では大変厳しい環境にあるわ

けでありますが、町民の安全・安心対策や少

子・高齢化への一層の充実、環境問題への対

応など喫緊の課題も山積をしているところで

ございます。このためにも、議員がご指摘の

とおり、第二次行財政改革をきちんと進めな

がら、基礎的財政収支の均衡を保ちながら選

択と集中、そんなことをしっかりと視野に入

れながら、歳入基盤の創出を図っていきたい

と、このように考えているところでございま

す。 

 また加えて、町民と情報を共有いたしまし

て、行政に頼らない、そういった町民の皆さ

んのありようというものをぜひ進めていきた

いと。町民の参画と協働のまちづくりを一層

推進することが大切であると、このように思

っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 せっかく実行した数々

の施策というものが内灘町はあるわけです。

行政評価、そして外部評価というものも今現

在行われておりますし、集中改革プランにも

取り込まれております。そういうものはあっ

ても、やはり見直しすべきものは見直しとい

うところまで切り込んでいけないのではない

かというのが現状と見受けられます。持続可

能な町政運営の確立を目指すときには、時に

は施策の廃止と事業仕分け的なことまで踏み

込んでいかないと今後の町政運営は立ちいか

ない、そう危惧するものであります。 

 確かに今ほど町長言われました町民の安

心・安全など守るべきものは確実にやってい

かなければならないと、それは私もそういう

ふうに思います。しかし、行財政改革という

ものは歳出を切り詰めて町民に負担を求める

ことだけではなくて、新たな財源、歳入をつ

くり出すことが最も重要なことではないかと
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感じます。第二次行財政実施計画を見る限り、

積極的に財源をつくり出す努力が感じられな

いと、そう見受けられるんですが、このこと

について町長の考えをお聞きいたしたいと思

います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほど生田議員か

らもご指摘がありました行財政改革を本当に

真剣にやろうとしているのかと、そんなこと

を厳しく言われました。まさにおっしゃると

おりで、そのことがきちんとやられているか

どうかということは外部評価からもいろんな

ご指摘があるわけであります。そのことをし

っかりと受けとめて、その実現に向かって進

んでいく、このことが大事だと思っているわ

けでありますが、何といいましても私たちが

自治体間競争の中で生き抜いていく、そのこ

とは大事なことでありますから、そのために

は、以前より以上に集中と選択が大事なんだ

ろう。そして、無駄なものは徹底して省いて

いくというのを政策の面で考えていくという

ことを実施していきたいと思っているところ

でございますので、ぜひ議員の皆さんにもそ

んな意味でご理解とご協力を賜りたいと、こ

のように思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田議員。 

○４番【生田勇人君】 今町長のほうからも

政策のほうでも無駄を省くということも考え

ていると答弁がございましたので、そのよう

な今回の今定例会での予算審議に私たちも努

めていきたいとは思います。 

 本年、内灘町は50周年の節目を迎えました。

記念式典も行われ、記念事業も新年度は数々

の予定がされております。その一方では、今

ここで私が一般質問しましたこういった町の

危機的状況というものもあるわけです。お祝

いムードの中ではありますが、私は町民の代

表である町議会議員の一員として、決してそ

のムードに浮かれることなく、愛する内灘町

が今後さらに50年、100年と持続可能な町政を、

子供たち、孫たちに受け継いでいくべく予算

審議に当たってはしっかりとした議論をする

ことを町民の皆様にお誓い申し上げ、質問を

終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島利美議員。 

   〔２番 中島利美君 登壇〕 

○２番【中島利美君】 議席番号２番、中島

利美です。よろしくお願いいたします。 

 皆さん、おはようございます。平成24年度

内灘町当初議会に当たり、一般質問の機会を

与えていただきまして、まことにありがとう

ございます。私も町民の皆様の信託を受け、

町議会議員としての責務を担ってから、きょ

うまで一生懸命に頑張ってまいりました。町

民の皆様の生活の向上を目指し、安心なまち

づくりを初め、町民の皆様からお預かりして

いる大切な財産においても、私たちの子供や

孫にまで引き継ぐためにしっかりと知恵を絞

り、町民の皆様と力を合わせ、健全な財政運

営に努めていけるよう、より一層努力をして

まいりたいと思っております。 

 中でも私がマニフェストとして重点を置い

ております福祉においては、平成18年４月に

障害者自立支援法が施行されて以来、さまざ

まな議論がなされ、政府の障害者制度、改革

推進会議が提言していた障害福祉サービス利

用の原則無料化も民主党政権では実現せず、

内容は余りかわりばえのしない名称の変更程

度にとどまるという、国民の期待を裏切るよ

うな非常に残念な結果におさまりそうです。 

 さて、そんな折、２月上旬には介護保険の

不正受給があった疑いで金沢市の業者が石川

県内で初めて介護保険法に基づく事業停止の

取り消しを受けるという不祥事が発覚いたし

ました。また、３月２日には小松市の障害者

移動支援サービス会社がやはり水増し請求等

による不正受給があったとして、障害者自立
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支援法に基づく１年間の事業停止命令が下さ

れました。福祉を取り巻く現場でこのような

不祥事が起こったことは、利用者さん本人は

もちろんのこと、子供や身内がお世話になっ

ている家族にとってもただごとではありませ

ん。 

 とりわけ、障害者福祉施設等はまだまだ施

設が足りず、入所待ちという現実があります。

その現実を見ても、必要性、そして社会の中

においての役割の重要性がはっきりと見える

のではないでしょうか。 

 そこで、お尋ねいたします。当町にも唯一

の社会福祉施設であります社会福祉法人うち

なだの里があります。この施設は、平成５年

４月に地元の障害者を抱える家族や保護者ら

の長年のご努力とご苦労はもちろん、地域の

方々のご理解とご協力を得て夢が実現された

大切な施設であります。しかし、当町の福祉

の拠点とも言えるうちなだの里に昨年の11月

に２回、ことしの１月に１回、合計３回も石

川県から立入調査が入ったと伺っておりま

す。町長のモットーである開かれた町政、情

報公開の原則にのっとって、町はどのように

この現実を把握し、なぜ県が調査に入ったの

か、その調査の結果はどうだったのか、ぜひ

お答えいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 中島利美議

員ご質問の社会福祉法人うちなだの里につい

てお答えいたします。 

 昨年11月の石川県による社会福祉法人うち

なだの里への立入調査の件につきましては、

金沢市在住の施設利用者の家族の方が、石川

県及び金沢市に対し施設利用時の処遇等につ

いて相談されたことにより、調査が実施され

たものと確認しております。また、本年１月

には、前回の調査時に確認できなかった事業

全般について、再度、石川県が調査を行った

ものですが、議員ご承知とは存じますが、社

会福祉法第56条第１項の規定では、社会福祉

法人の運営等に関する指導監査の実施主体は

あくまで都道府県等であり、町は一法人の運

営に直接関与することができないのが現状で

ございます。したがいまして、町は調査の実

施についての情報は把握しておりましたが、

具体的な調査内容等は承知していないのが現

状でございます。 

 なお、今回の調査結果につきましては、後

日、石川県から施設に対し文書により通知す

るとの報告を受けているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 それでは、お尋ねい

たします。うちなだの里の土地については、

平成４年６月より町が無償で貸しており、ま

た文化会館内にあるロビーにおいて使用され

ていますかチャレンジド喫茶についても施設

の使用料及び水道、ガス、電気等の光熱費、

すべて町が無償で提供していると聞いており

ます。福祉施設に対して支援や援助という形

で補償金や賃借料などを免除しているという

のは大変理解できます。しかし、あくまでも

町有地や町の公共施設であり、町民の皆様か

ら預かっている大切な財産と言えます。その

当該施設が正当に運営されているのか等、最

低限の情報提供や会計報告などは支援を行っ

ている町として当然知るべきではないでしょ

うか。 

 ことしの３月末でうちなだの里の土地及び

文化会館内のチャレンジド喫茶の契約の更新

日を迎えることとなっております。うちなだ

の里に至っては、10年ぶりの更新になります。

これから新たに契約を結ぶに当たり、契約年

数も10年ごとの更新というのも時代の流れか

ら見ても余りに長く、せめて２年や３年とい

った更新時期の見直しや役員の変更等があっ

た場合などの報告義務、また運営方針や運営

状態についてもその都度情報公開を求め、適
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切な指導や支援が行えるよう、町の責務につ

いても明記するべきではないでしょうか。こ

の点について、町のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 中島利美議

員のご質問にお答えいたします。 

 うちなだの里につきましては公共性が高い

と。社会福祉法人ですので。それで、今現在

無償貸与をしている状況でございます。 

 また、文化会館のチャレンジド喫茶につき

ましては、障害者の雇用対策の面からまた公

共性が高いということで無償でお貸ししてい

るものでございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 答弁が足りませんが、

執行部。 

 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 うちなだの里へ

の当該土地の貸借契約につきましては、議員

おっしゃるとおり、現在、10年間の契約とい

うことで、この３月31日が区切りということ

になっております。以前から10年ごとという

ことで、特にそういう検討事項がない限り継

続ということで来ております。 

 今のうちなだの里がどういう状況というこ

とも我々は認識をしていない状況でございま

すので、今言ったようなその意見は今後のと

きには参考にしていきたいと、そう思ってい

ます。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中島議員の質問に

お答えしたいと思いますが、年数を10年と言

わずに２年とか３年とかというお話にすれば

どうだということであります。そのことにつ

いては、お互いに話し合っていきたいという

ふうに思っていますが、いずれにしても私た

ちがチャレンジド喫茶、さらにそこのステー

ションの要員にお手伝いしていただいている

ということも含めて、授産事業をどうやって

我々が助成していくか、支援していくかと、

そんなことが大きな目的でありますので、ぜ

ひともご理解いただいて、より一層授産事業

の拡大に向けて我々は支援、援助していきた

いと、このように考えている次第でございま

す。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほどは町としても

支援を行っていきたいという本当にありがた

いお言葉をいただいているんですが、それと

相反しまして、町は余りにもこのうちなだの

里が設立されてから今日まで内情というもの

を知らなさ過ぎるのではないかということが

私は問題視したいんです。施設の設立当初、

利用者の支援や運営等にボランティアとして

ご尽力されていらっしゃった保護者やご家族

の方々も今はほとんどご高齢になられ、支援

が難しくなってきており、現在は事実上、保

護者会もない状態となっていることもご存じ

でしょうか。 

 そのような状況の中、個々の不平不満や精

神的不安が膨らみ、県の相談員や第三者機関

に利用者から苦情の相談が寄せられていると

いうこともご存じでしょうか。 

 内灘町からも定員40名の利用者の中に19名

もの町内の利用者さんがいらっしゃいます。

先ほどは部長のほうから、金沢市の方からの

苦情ということもありましたが、現状はそれ

１件だけではないはずです。町内の方からも

他の市町村の方からも多方面から苦情が出て

いるという現状をお聞きしております。町は

この点についてどのようにお考えになります

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 中島議員の

ご質問にお答えいたします。 
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 先ほども私答弁で言いましたとおり、社会

福祉法の第56条第１項の規定で、社会福祉法

人の運営等に関する指導監査については、実

施主体はあくまでも都道府県であり、町は一

法人の運営に直接関与することができないと

いう状況でございますので。ただし、給付費

等につきましては障害者自立支援法で町は調

査することができると、そのようになってお

ります。ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 それでは、大変恐縮

なんですが、部長並びに町長にちょっとお尋

ねしたいと思いますが。 

 先ほどから、社会福祉法という言葉が出て

きておりますが、私はお二方に障害者自立支

援法というものをお読みになったことがある

のかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 中島議員の

ご質問にお答えします。 

 障害者自立支援法、私、町民福祉部長です

ので当然読んでおります。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問で

すが、町長として自立支援法の中身について

きちんと読んだことはございません。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 それでは、ここに私

の手元に障害者自立支援法がありますので、

少し抜粋してお読みさせていただきたいと思

います。 

 「市町村は、福祉関係機関との緊密な連携

を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生

活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

また、障害者等の福祉に関し必要な情報の提

供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及

び指導を行い、並びにこれらに付随する業務

を行うこと」。 

 また、第10条では、「市町村等は、自立支

援給付に関して必要があると認めるときは、

当該自立支援給付に係る障害福祉サービス…

…を行う者若しくはこれらを使用する者……

に対し、報告若しくは文書その他の物件の提

出若しくは提示を命じ、……当該職員に関係

者に対して質問させ、若しくは当該自立支援

給付対象……等の事業を行う事業所若しくは

施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類

その他の物件を検査させることができる。」

とあります。 

 先ほどは部長も給付に関してはとおっしゃ

っておりましたが、内灘町も当然、うちなだ

の里に対して給付金支払っておりますよね。

これは国が２分の１、県４分の１、町４分の

１といった比率ではありますが、内灘町から

年間3,000万円近い給付金が支払われており

ます。 

 この大きな3,000万円という給付金が町か

ら出ているという事実、給付金に町はかかわ

っていますよね。この平成18年に施行された

法律、きょうまで町として何の調査もせず、

報告も受けず、県が立入調査にも入ったにも

かかわらず、給付金を支給している町として

責任はない、県が管轄だというのは私は大き

な間違いではないかと思います。県の担当者

にもお伺いしました。町としてうちなだの里

の施設に対して調査やそういった立ち入りの

聞いたりすることはしてはいけないことなん

でしょうかと県の担当者にお伺いしましたら、

それは内灘町さんも給付金をお支払いしてい

るのですから、当然、調査等をしていただく

義務はありますというお答えもいただきまし

た。 

 この障害者自立支援法というものは、社会

福祉法のもとになるものだと私は思いますが、

この点について本当に長い長い年月、私たち

が大切に大切に思ってきているうちなだの里

の内情が利用者さんからどうなっているんだ
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って。私たちは困っているんだという苦情が

出るまで町が放置していたという現状をどの

ようにお考えになりますでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 中島議員の

ご質問にお答えいたします。中島議員おっし

ゃっております障害者自立支援法第10条第１

項の規定の「自立支援給付に関する必要があ

るときと認めるとき」というのは、あくまで

も町のほうに請求が来まして、その請求が明

らかに疑いがあるなと。急に請求金額が上が

ったり、そういうときと認識しております。 

 それともう一点は、利用者からそういう給

付に対しての相談があったときと。ですけど、

現在、そういう相談も町に直接ございません

ので、私どもとしたらこの10条には当てはま

らないと、そういう認識でおります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほど部長は給付に

関してのそういった苦情とか申し立てがなか

ったので調査をしてこなかったという答弁を

いただきましたが、それでは、私が一番最初

にも申し上げましたように、うちなだの里の

土地、そしてチャレンジド喫茶の文化会館の

施設の無料提供という、こういったものはや

はり冒頭にも申し上げましたが、町の財産を

やはりうちなだの里さんに対して、やっぱり

私たちは援助という形ではありますが、提供

しているということも間違いないと思うんで

す。金額とか金銭とかいったものではないで

すけれども、こういった物と言ったらおかし

いんですけれども、土地や施設の提供という

ものを私は十分にうちなだの里さんに対して

の支援を行っているものと思います。それが

町が何にもわからないというのは、私はおか

しいと思うんです。 

 なので、この３月で契約が切れますので、

その契約の際には私はこのうちなだの里さん

が内灘町の利用者さんから本当に、「いや、

近くにはこんな施設があるし、うちの子供も

お世話になりたいんや」「うちの家族もあそ

こでぜひお世話になりたいんや」って、そう

いうふうにやっぱり思っていただけるような、

他の市町村からも「うちなだの里さん、本当

にいい施設やね」って、他の市町村からもた

くさん来ていただけるような、そんな施設に

なってほしいんです。 

 この施設を立ち上げたときの保護者の皆さ

んのご努力、ご尽力はどれほどであったかと

いうことを私は認識してほしいんです。 

 水道、光熱費を無料で提供してるからほん

でいいがやとか、そういう問題ではなく、し

っかりとやっぱり監督責任、町が町の施設じ

ゃないから、うちなだの里さん頑張ってやっ

とってって、それではいけないと思うんです。

しっかりとやっぱり町として生活している利

用者さん、他の市町村から来ていらっしゃる

利用者さんたちみんなにやっぱり最低限ご迷

惑のかからないように、本当に喜んでもらえ

る施設として運営をやっぱり町が支援をして

いただきたいということを私は切に願いたい

と思います。 

 日本の現状としても、現在は原因はさまざ

まではありますが、知的、身体、精神障害の

いずれも年々増加傾向にあります。国におい

ても、制度改革がますます進む中、それぞれ

の県や市町村といった自治体でもしっかりと

した考えのもと、福祉に取り組んでいかなけ

ればいけないと思っています。 

 お金がかかるから職員を雇えない。職員の

人数がぎりぎりだから研修にも行けない。研

修にも行けないからサービスが行き届かない。

サービスが行き届かないから苦情が出る。こ

のような悪循環はどこかで改善されなければ

いけないのです。 

 県の相談員の方や第三者機関の方々も今一

生懸命にうちなだの里の支援に乗り出してく

れているという現実もあります。このことを
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町はしっかりとわかっていただきたいと思い

ます。 

 今後、所管である内灘町も、まず現状の把

握、確認をし、利用者の方々が安心して喜ん

で生活していただけるよう、できる限りの支

援、そして指導を行い、町としての責務をし

っかりと全うしていただきたいと思いますが、

最終的に町長の今後のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問であ

りますが、今、中島さん言われたように、う

ちなだの里がいろんな意味で問題があるよう

におっしゃいましたけれども、私どもは残念

ながらそのことを把握していなかったという

ことであれば、それは皆さんにおわびを申し

上げなければいけない。そして、我々が法的

にも実質的にもどこまで関与すべきなのかと

いうことも、これからの課題としてあるんだ

ろうと思っていますし、せっかくそのご指摘

いただいたわけですから、部内でそのことを

しっかり受けとめて、そういうふうに言われ

ないためにこれからの処し方を決めていきた

いと、このように思っているところでござい

ます。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 それでは、次の質問

に移らせていただきます。 

 町は、平成24年度条例改正案の中に白帆台

地区商業施設誘致促進条例を上げ、白帆台地

区の発展と町民生活の利便性の向上を図るた

めとし、事業者に対して上限1,000万円の奨励

金、誘致活動を行ったものに対しては、上限

200万円の成功報酬を交付するとあります。 

 そこでまずお尋ねいたします。奨励金及び

成功報酬はだれに対して、どのように支払わ

れるのか、詳しくご説明願います。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長。 

 〔都市整備部担当部長 山田吉弘君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【山田吉弘君】 まず、

この条例の目的ですが、北部土地区画整理組

合の解散に当たりまして、同整理組合より誘

致促進に係る費用といたしまして1,000万円

の寄託を受けております。その費用を有効に

活用し、白帆台地区へスーパー等の商業施設

を誘致することにより、地域の発展と利便性

の向上及び雇用機会の拡大を目指すものです。 

 内容につきましては、出店事業者に対して

店舗面積１平米当たり5,000円の奨励金を交

付するもので、上限は1,000万円となっており

ます。 

 また、誘致推進員の誘致活動により商業施

設の誘致が成功した場合、その推進員に対し

まして出店事業者に対する奨励金の５分の１

の報奨金を交付するものです。 

 交付対象となる出店事業者につきましては、

白帆台地区住民が望んでおります食品スーパ

ー及び食料品小売業に限定するものでござい

ます。 

 この制度につきましては、町広報、ホーム

ページで町内外に周知するとともに、白帆台

商業用地ＰＲ資料に制度内容を掲載いたしま

して、誘致活動に活用したいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 確かに白帆台が宅地

販売されてから10年が経過し、昨年から入居

率は伸びているとはいえ、販売率は全体の半

分にも及ばず、商業施設に関してはコンビニ

が１件のみといった現状にとどまっています。

住民の皆様の利便性を考えれば、スーパーも

欲しい、ファミリーレストランも欲しい、ホ

ームセンターも欲しい、その思いは白帆台の

住民だけではなく、町民みんなの願いではな

いでしょうか。 

 しかし、なぜ商業誘致が一向に進まないの

か、その要因は幾つも考えられると思います
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が、町の全体構想が余りにもはっきり見えて

こないのが一番の原因ではないでしょうか。 

 インターチェンジもどこにつくのかわから

ない。温浴施設もどこにできるかわからない。

かほく市等をつなぐ町道、県道の整備も一向

に進まない、このような状態で幾らニンジン

をぶら下げるような奨励金制度をつくっても、

果たして企業は将来的な集客率や利益率を見

出せるのでしょうか。 

 町の財政も厳しい中で、奨励金も成功報酬

も決して安い金額ではありません。苦肉の策

のようにも見えますが、魅力も将来性もない

ところに企業も人も集まりません。 

 ちなみに、津幡町では科学のまちづくり、

農業公園構想など町独自のビジョンをしっか

りと打ち出しています。これはけさの新聞に

もしっかりと出ておりました。 

 さて、今後、内灘町は商業誘致に当たりど

のような総合計画をもって、企業や商業誘致

に当たりプレゼンテーションを行っていくの

かをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中島議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 今ほど申されたように、白帆台の皆さんに

つきましては、スーパーマーケットというの

がこの間、私が何遍も地域に入っていろんな

お話をしたときに出てくるのは、その誘致の

話でした。今年度も３件のスーパーの事業者

の方にお会いをして、いろんなことでお願い

もし、条件もお示ししたわけでありますが、

残念ながら誘致には至っていないということ

であります。 

 私たちの身の回りの今の景況の関係もあり

ますし、白帆台自身がこれからどんなふうに

伸びていくのかということが少し見えていな

いということもあるかもしれません。ただ、

ここ二、三年の白帆台の状況を見てみますと、

私は中島さん言われたように、半分にも満た

していないとか、そんな否定的なものでなく

て、私は大いに希望が持てる数字になってき

たということであります。 

 ちなみに、一番近いところで言いますが、

平成21年の３月から平成22年の３月までの世

帯数が35世帯数で、人口が101人、これが21

年から22年。22年から23年が97世帯、275人、

そして23年の３月から24年の１月まで、こと

しの１月まで82世帯。そして、265人の方がお

いでるということですから、飛躍的に伸びて

いるということでありまして、現在、世帯数

が今409になっているということであります。 

 そのことをもっていれば、住宅供給公社の

努力もさることながら、地権者の皆さんの頑

張りや、そして町が提供してきました奨励金

の話、子育て支援策、こんなことが少しずつ

実ってきた成果だと、このように思って自信

を持っているところであります。 

 あと、今言いましたように、商業施設が一

日も早く来ていただきたい。日常、ふだんの

生活で利用できる利便性のある、そういうス

ーパーをぜひ欲しいというのがこれからの私

たちの一番の大きな要望であると､このよう

に思っているところでございますし、引き続

き担当者を中心に頑張って誘致に向けていき

たいと思っているところでございます。 

 そして、数年前に町として商業施設の土地

を持っていなかったときと違って、今は、町

自身の所有ということでありますから、その

貸し賃をどれだけにするかということも自由

に我々ができるということですから、大いに

私たちは入りやすいような値段にして融資し

たいと、このように思っているところでござ

います。 

 ぜひとも議員におかれましても、そういう

推進策もいただければありがたいと思ってい

るところでございます。 

 先般、県議会でも住宅供給公社理事長さん

がおっしゃいましたように、これまでの条件

で住公自身が駆使してこられた施策をずっと
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続けていきたいというお話もされていますし、

我々自身も住公からのお願いでもありました

けど、一日も早い小学校建設をと、こんな話

がございましたものですから、その準備のた

めの先ほどからお話がありますように、通学

区域の調査を、あるいは試算をやっていこう

という、こういうことでありますから、そん

なことをあわせますとこれからも白帆台への

居住する人たちがふえてくると、このように

思って期待をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほど町長のほうか

らも、白帆台地区は非常に近年、住民の皆様

の世帯数もふえ、住民もふえということをお

伺いしておりますが、そのことは私も認識し

ております。なので、ますますこれから白帆

台地区に住民の方々が、世帯数がふえていく

ことも、やっぱりこれは町全体としての願い

でもありますし、私もそうなっていただけれ

ばなというふうに大変期待もしております。 

 でも、そうやって住民の方々がふえれば、

世帯がふえればなおさらのこと、さっきから

も言葉の中に出てきていますけれども、住民

の皆様の利便性を考えるスーパーだけがやっ

てきたのでは、私はあの商業地は発展は見え

てこないと思うんです。商業地は広くいっぱ

いありますよね。あそこにスーパーだけでは

なくって、私は将来的な５年、10年後の先を

見込めば、やっぱり若い世代が多い、子供が

たくさんいる。スーパーはもちろん、さっき

も申し上げましたがファミリーレストランも

欲しい。言ったら、鶴ケ丘にもようやく来ま

したが、マックとか、ああいった、やっぱり

若者たちが喜ぶようなお店が、ファッション

センターなんかも来てほしい。いろんなもの

があちらには来てほしいんですよ。なので、

利便性だけを考えるスーパーというふうに私

は的を絞られるとどうなのかなという懸念は

あります。 

 さてそこで、このたび第二次行財政改革実

施計画が示されました。その中で、企業誘致

については民間活力、民間能力の活用の箇所

に第一次計画と何ら内容が変わらない形で示

されていました。町の財政が厳しい中、白帆

台地区、商業施設誘致促進条例が上程されま

したが、どこか人任せにしているようで、町

は本当に企業誘致、商業誘致をする気がある

のか、いま一つ説得力、情熱に欠けているよ

うな気がしてならないのは、私だけではなく、

多くの町民の思いではないでしょうか。 

 川北町や野々市市、かほく市などの例を見

ても、財政が豊かな町は企業誘致、商業誘致

で税収をしっかりと確保し、財政力を強くし

ています。第二次実施計画の財政基盤の確立

のところでは、税の収納率の向上が第一に上

げられていますが、本来ならば、ここにこそ

企業誘致、商業誘致による新たな財源の確保

が位置づけされるべきではないでしょうか。 

 しかし、この企業誘致にかかわる企業立地

推進事業費に至っては、一昨年は214万9,000

円あったのが、23年度は155万円に減額し、今

年度の平成24年度の予算に至っては、何とそ

のまた半分の84万円と大幅に減額されていま

す。この件に関しては、昨年の３月議会でも

中川議員からも、これで本当にいいんですか

と質問があったと思います。にもかかわらず、

今年度も減額というのは、私は理解に苦しみ

ます。この点についてちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○議長【夷藤満君】 山田都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 山田吉弘君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【山田吉弘君】 中島

議員の予算がかなり減っているという話なん

ですけれども、昨年度まではいろいろなチェ

ルシーとか、結局、アウトレットの関係の費

用等で東京等へ行く費用があったかと思いま

す。この件につきましては、昨年説明しまし

たように、今一時、続いてはおりますけれど
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も、そう早い時期じゃないだろうということ

で、今のところは少し様子を見ている状況で

あります。 

 そして、今年度予算が減った理由につきま

しては、今年度はスーパーを中心に地元のス

ーパーとの交渉関係、そこら辺を中心にやる

ために必要な予算を減額したもので、必要な

予算を計上して去年より減ったものでありま

して、決して企業誘致をしっかりしないと、

そういう意味ではございませんので、そこら

辺はご理解いただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほどは、昨年、一

昨年まではアウトレットモールの誘致の件が

あったので県外等へたくさん行っていたので

お金がかかったと。でも、しかし、今回は地

元のスーパーさんと交渉するのでそんなにお

金がかからないのではないかという答弁だっ

たと思うんですが、別にスーパーも地元のス

ーパーさんが来ていただければなおいいです

けれども、もっと大手の県外にもたくさん優

秀なスーパーもあると思いますので、そんな

県内に的を絞らなくても、予算の厳しい中で

すけれども、日本全国の中から、本当にこの

内灘町に、白帆台に来ていただけるようにし

っかりと誘致活動には頑張っていただきたい

と思います。 

 そして、今後、介護保険や国保税の引き上

げ、国全体の経済の低迷など、ますます町民

の皆様にご負担を求めようとしている折、こ

のような税の収納率の向上を第一に位置づけ

ることは非常に私は困難なことだと思います。

限られた資源、財源に頼り、守りに入ること

よりも、新たな財源を生み出すことこそが私

は今内灘町には必要だと思います。町民に負

担を求めるなら、その前に町長が、たとえ困

難であっても先頭に立ち、職員が一丸となっ

て関係者の協力を得ながら、知恵と工夫と努

力で、何としてでも企業誘致、商業誘致を進

めることがこれからの内灘町のビジョンであ

り、町民の悲願であり、そして自己財源の確

保にもつながっていくのではないでしょうか。 

 いずれにしても、この商業誘致を白帆台地

区だけの問題としてとらえるのではなく、第

二次行財政改革の最重要課題として認識して

いただきたいと思います。 

 そして、近々にこの内灘町にスーパー、企

業、商業が誘致されることを心から願って、

私の質問とさせていただきます。 

 町長のお考えもこれからどうされるのか、

ぜひお答えいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中島議員の質問に

お答えします。 

 今ほどは叱咤激励ということで受けとめて

これから頑張りたいと思うんですが、決して

我々や職員一同は企業誘致、そして財政をこ

れまで以上に豊かにするために努力をしてな

いわけではない。それこそ頑張っているわけ

でありますが、残念ながら、そんなふうに否

定的に見えるということは、私たちにも弱さ

があるからと、こんなふうに思っています。

担当者を中心にこれからも頑張っていきたい

と思っていますし、福祉センター跡地のホテ

ル誘致の話や、あるいは総合公園の中でのさ

まざまな事業がたくさん控えておるわけでご

ざいます。そんな意味で、白帆台の商業施設

も一日も早く皆さんにやったぞと、こんなふ

うに言えるように頑張っていきたいと思って

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島議員。 

○２番【中島利美君】 ありがとうございま

す。財政の厳しい折、本当に削るところは削

り、町民の皆様にもご負担をかけなければい

けないという現実も確かにあると思いますが、

しかし第二の内灘町の飛躍のためにしっかり

と商業誘致、企業誘致には町が一丸となって
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取り組んでいただけますよう、私たち議会も

しっかりと協力をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 これで終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村憲治議員。 

   〔９番 能村憲治君 登壇〕 

○９番【能村憲治君】 ９番、能村憲治。 

 町制施行50周年、まことにおめでとうござ

います。50周年の節目に内灘町に住まいがで

き、大変うれしく思います。今後も町の発展

を願い、微力ながら町民としての務めを果た

していきたいと、このように思っております。 

 それでは、平成24年第１回定例会において、

通告どおり一問一答方式にて一般質問を行い

ます。 

 初めにお願いをしておきますが、質問を簡

単明瞭に行いますので、答弁におきましては

行政用語を使わず、わかりやすい言葉でひと

つお願いをしておきます。 

 まず最初に、24年度に向けた予算編成の中

から、消防庁舎建設について次の４項目につ

いてお伺いをいたします。 

 １点目、地元住民の理解を得るまでの経過

について。 

 ２点目、24年度の当初予算計上に上がって

いないのはなぜなのかということ。 

 ３点目、設計段階から消防職員との連携を

図り、消防庁舎建設を早急に進めるための施

策ということなどをお伺いをいたします。 

 まず、１点目の地元住民の理解を得るまで

の経過についてお伺いをいたします。 

 現在の庁舎は、昭和49年に建設されており

ます。その後、平成元年に増築し、通信指令

室や事務所が完備されましたが、このときか

ら既に地盤沈下による傾斜が見られ、庁舎新

築の話が出ておりました。町議会におきまし

ても何度となく議論をしてきたことでござい

ますが、町の財政事情や建設場所で有余曲折

があったと聞いております。ことし２月、白

帆台町会の皆様方のご理解を得られ、建設場

所が決定したようでございますが、その経過

に至った説明をお願いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 津幡博消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 能村議員の消防庁舎

予定地について住民の理解を得るまでの経過

についてということでお答えをいたします。 

 消防庁舎移転につきましては、これまで議

会並びに白帆台町民の皆様に多大なるご理解

をいただきました。その上、建設用地の確保

になりましたことをこの場をおかりしまして

お礼を申し上げます。本当にありがとうござ

いました。 

 消防庁舎建設につきましては、これまでも

お伝えしておりますが、消防組織法の改正に

伴いまして、また消防の広域化に関する指針

が示されまして、石川県が平成20年の３月に

消防の広域化推進計画を国に提出しておりま

す。それの内容としましては、平成24年度末

までに広域化を実現するというものでござい

ました。それに従いまして、２市２町の間で

協議をこれまで重ねてまいりました。 

 しかしながら、平成24年度末の消防の広域

化が進まないということに加えまして、昨年

の３月11日の東日本大震災の影響等もありま

して、現庁舎の床が一部亀裂が入ったという

ことがございます。いつまでも庁舎建設問題

を放置しておくことはできないということか

ら、町のほぼ中央位置に当たります白帆台１

丁目の公共用地の移転を町として計画をしま

して、平成23年の５月から、白帆台の皆様に

ご理解を得るためにこれまで５回の説明会を

させていただきました。説明会の中では、夜

間の救急車のサイレンが気になるという方も

おられましたので、夜間に実際に救急車を走

らせまして音を聞いていただいたこともござ

います。その結果、昨年の11月に予定地近隣

の皆様を対象としました説明会の中でほぼご

理解をいただいたと思っております。 



 －34－

 白帆台の方から、建設することを決めた場

合においても私たちに報告をしてほしいとい

うことがございましたので、ことしの２月５

日の説明会で、白帆台１丁目で消防庁舎の建

設を決めましたということを報告させていた

だいた次第ございます。町民の皆様には、今

後、町の広報紙等を活用いたしまして、消防

庁舎移転の周知を図っていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 それでは、２点目の

消防庁舎建設に向けた予算計上がないのはな

ぜなのかについてお伺いをいたします。 

 先日の町長提案理由の説明の中で、消防庁

舎建設の財源確保は県と協議し、補正予算で

計上するという考えを示されました。なぜ当

初予算に計上できなかったのか、このあたり

をお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 津幡消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 消防庁舎建設に向け

た予算についてご説明をいたします。 

 消防庁舎建設につきましても、これまでも

喫緊の課題として私ども取り組んできたとこ

ろでございます。しかしながら、これまで国

の補助等がなく、また自主財源で対応しなけ

ればならないということを申し上げてまいり

ました。また、平成20年の３月に石川県が先

ほど申しましたとおり消防の広域化を示した

ところで、そういった中で適正な配置を進め

るということもありましたので、その結果を

これまで見きわめておりました。しかしなが

ら、24年度末までに広域化ができないという、

具体的に進まないという現状から、町単独で

整備をすることにいたしまして、用地確保の

作業をこれまで進めてきた次第でございます。 

 そんな中、昨年の12月に、新たに国の有利

な補助事業で平成23年度事業としまして緊急

防災・減災事業というものが創設されました。

その中には、消防庁舎建設にも有利な財源が

ございまして、それを今申請をしたところで

ございます。 

 ただし、それを受けるには３月末に石川県

が策定する津波被害想定区域に現在の消防庁

舎が入るということが最低限必要となります。

その判断を見極めた上で予算化を図りたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 白帆台の皆さんの理

解を得て、建設場所が決定をし、これから作

業に向けて進めていかなければなりません。

消防庁舎整備スケジュールでは24年度に基本

設計に入り、庁舎敷地、利用プランまで計画

をされておられます。 

 このような計画が出ておりながら、なぜ私

は調査費も設計費も計上されなかったのかと

いうことでございます。 

 町長は、先日の提案理由の説明の中で、消

防庁舎の建設は27年度に行い、その財源につ

いて先ほども申しましたが、県との協議中で

ある、こういうことでございます。 

 先ほどの国の有利な補助事業を受けること

を考えているとのことでございますが、それ

を受けるには県が策定した津波被害想定区域

に現在の庁舎が指定されなければならないと、

このようなことでございます。３月末に県が

津波被害想定区域を指定するということで、

それにもし指定されたとしても相当時間がか

かるんじゃないかな、このように思うわけで

ございます。 

 また、その区域に指定されなければ財源が

ないということになるわけでございます。そ

うなった場合は、補正予算にも計上できない

と、こういうことになるのでしょうか。ぜひ

とも私は消防庁舎の建設に例えば単独事業で

も進めていってほしいと、このように思うわ

けでございます。ぜひ町長の考えをお聞かせ

ください。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 
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   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 能村議員の質問に

お答えします。今ほどおっしゃいました、も

し国の補助が出なかった場合にどうするのか

ということでありますが、先ほど消防長も言

いましたけれども、町民の安全・安心の最前

線、拠点ということでありますので、何があ

っても進めないといけないということであり

ます。単独事業でもやりたいと思っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 それでは、３点目に

消防庁舎建設の設計段階から職員との連携を

図りながら進めることについてお伺いをいた

します。 

 消防庁舎は、使用するのは消防職員であり

ますから、建設に当たっては業者任せにしな

いで設計の段階から消防職員の意見、要望を

しっかり収集するなどし、職員との連携を図

りながら進めることが重要であると思います。

現場職員の声に耳を傾けながら、機能を重視

した作業のしやすい、また勤労意欲を高める

庁舎建設が期待されますが、この考えがある

のかどうか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 津幡消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 ただいまの庁舎建設

は設計段階から職員との連携を図れというご

質問にお答えをいたします。 

 消防職員は、ご存じのとおり24時間の勤務

体制で勤務を行っております。そんな勤務の

中で、例えば勤務中の食事中であったり、あ

るいは夜中の仮眠中でありましても、町民か

らの要請があれば出動すると、そういう体制

でございます。そういった面では、ストレス

の蓄積するような職場だと考えております。 

 そのような環境の中で勤務状況に支障のな

いように少しでも勤務環境を整えた施設とし

て、また町民の防災意識の高揚を図るための

研修もできるような施設も検討しなければな

らないというふうに考えております。 

 現在、職員の中で、正式ではございません

がチームを編成しまして、必要な規模、施設

並びに効率のよい出動態勢も含めた庁舎の検

討作業を行っております。今後、設計に反映

させていきたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 はい、わかりました。 

 次、４点目、24年度の当初予算編成に町長

は、災害に強いまちづくり、防災事業に力を

入れたと説明をされておられます。防災事業

でやっぱり一番重要となるのは、消防組織の

充実ということを考えます。庁舎建設に向け

て町の早急な取り組みが必要と考えますが、

今後の方針についてお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えします。 

 私は、この２月に６日、７日の２日間にわ

たりまして、3.11東日本大震災で大きな被害

を受けました宮城県名取市の閖
ゆり

上
あげ

地区と南三

陸町、さらに福島県の飯舘村を視察してまい

りました。被害の大きさ、惨状を目の当たり

にいたしまして、改めて町民の生命、財産を

守る安全・安心対策の重要性を感じ取ってき

たところでございます。 

 そのために24年度の事業といたしまして、

地震と津波対策の抜本的な強化を柱に、避難

場所の選定、津波被害浸水地域の把握等を含

めた地域防災計画の見直しを初めとして、幾

つかの対策を盛り込んだ次第でございます。 

 消防庁舎建設もその一つでございまして、

消防庁舎の現在の状態を考えれば、一刻も早

く進めなければならないと考えているわけで

すが、今現在、消防救急無線のデジタル化の

整備作業が行われている最中でございまして、

消防救急無線のデジタル化の整備につきまし
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ては、平成24年度は基本設計を行い、25年度

に実施設計を行う予定としておりますが、基

本設計の結果によりまして、２市２町内で予

定しております基地局11カ所から最終的に必

要な基地局を決定した上で整備作業を行いま

して、平成27年度中の完成を予定していると

ころでございます。 

 庁舎の中には当然無線設備も入ります。し

たがって、デジタル無線設備等の整備と、そ

して消防庁舎建設を平行して進めることによ

りまして充実した消防体制の強化を図ってい

きたいと、このように考えている次第でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 最後にもう一度確認

をさせていただきます。国や県の補助があろ

うとなかろうと、単独で町が進めていくと、

こういうふうな理解でよろしいわけですね。 

 いいです、いいです。首だけ振ってもらえ

ばいいです。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 総合公園の温浴施設について、次の３点お

伺いをいたします。 

 １つ目は、温浴施設建設に当たって、国庫

補助が受けられなくなったことで建設場所を

新たに検討しなければならないのはなぜか。 

 施設基本設計委託料が手戻りにならないか。 

 ３つ目に、建設場所の決定を早急にという

ことです。 

 まず、１点目でございます。 

 福祉センターほのぼの湯の移設予定場所が

白紙になりました。温浴施設の建設場所につ

いては、総合公園基本計画に基づき、サイク

リングターミナルと温水プールの間に建設が

予定をされておりました。町は、早急に着手

したいと整備に前向きな姿勢でありましたが、

ことし１月、突然この計画を白紙撤回いたし

ました。なぜなら、国庫補助が受けられなく

なったからということでございます。 

 国庫補助の対象になる温浴施設は運動施設

の附属施設に限るということで補助が受けら

れなくなった。そのいきさつは次のとおりで

ございます。 

 町は、補助事業を進めていく段階で、福祉

センターほのぼの湯の移設問題が持ち上がっ

たわけでございます。当初の計画と異なった、

つまり公衆浴場も含む温浴施設に変更いたし

ました。この結果、石川県から内灘町が計画

した温浴施設は公園の運動施設利用者以外の

利用が考えられるということと、休憩施設と

して位置づけても規模が大き過ぎるというこ

とが補助を受けられなくなった理由だと伺っ

ております。 

 しかし、国庫補助が受けられなくなったと

いうことでどうして建設場所を新たに見直し

しなければならないのでしょうか。温浴施設

の建設場所については、さきにも述べました

ように、サイクリングターミナルと温水プー

ルの間に決定をしておりました。総合基本計

画に基づき進めるならば、国庫補助を受けら

れなくても建設場所を白紙撤回する必要はな

いと思うのですが、この点についてお伺いを

いたします。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 総合公園事

業の温浴施設についてお答えいたします。 

 町は総合公園第３次拡張整備事業を国の補

助事業により実施しております。その中で温

浴施設を整備することとしていましたが、県

と協議を重ねる中、国の補助採択が得られな

いことになりました。 

 現在、温浴施設の整備財源として（仮称）

高齢者いきいき健康センター整備基金と起債

を考えております。町の単独事業として整備

をいたしますので、改めて総合公園や現在の

ほのぼの湯も含め、建設場所や施設規模につ

いて再検討をしておる、そういった状況でご

ざいます。 
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○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 確認ですが、つまり

温浴施設は、当初は国庫補助事業を受けて計

画していましたが、町の単独事業として整備

することになったから建設場所を新たに考え

るということになったと、こういうことでご

ざいますね。はい、わかりました。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ２点目、施設基本設計委託料が無駄になら

いかということについてお伺いをいたします。

町はさきにも述べましたが、温浴施設の場所

を新たに検討しております。次の４つが検討

している箇所でございます。１つにはサイク

リングターミナルの北側、２つにはサイクリ

ングターミナルバーベキュー場、３つ目には

現在あるほのぼの湯の建てかえですね。４つ

目には福祉センターということになっており

ます。 

 さて、このように建設場所が決定していま

せんが、当初予算において施設基本設計委託

料が500万円計上をされております。 

 先ほどの４つの建設予定場所はそれぞれ土

地の形状も方角も異なっております。建設場

所も決定していない中、設計を進めて手戻り

にならないのか、そのあたりの考えをお伺い

をいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 温浴施設の

建設場所を決定した後に基本設計を発注いた

しますので、そういった手戻りにはならない

と考えております。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 手戻りにならないと

いうことの確認をさせていただきました。 

 この件の最後に、現在のほのぼの湯は耐震

に問題がありながら使用を続けているわけで

ございますから、建設場所の選定を急ぐ必要

があるわけでございます。町の今後の方針を

お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 現在策定中

の総合公園基本計画の中で耐震基準を満たし

ていないほのぼの湯の代替施設の建設位置や

規模など検討を行っており、今定例会中に建

設位置や施設規模についてご審議をいただき、

建設場所を決定したいと、そのように考えて

おります。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 早急に建設場所の決

定を望むものであります。 

 それでは、次の質問です。 

 松伐採後の対応について、松の伐採、カイ

ヅカイブキ植栽の今後の対策についてお伺い

をいたします。 

 昨年12月、第４回定例会において、医科大

通り、鶴ケ丘地内の町木、クロマツ440本すべ

て伐採に至った経過についてお伺いをいたし

ました。町は昭和50年代に植えた松苗が大き

く育ち、松葉が民家の屋根に落ち、雨どいが

詰まるなどの被害があったので、町会との話

し合いでクロマツをすべて伐採し、カイヅカ

イブキを植栽するということでございました。 

 そして、現在、高さ約1.5メートルくらいか

ら２メートル、カイヅカイブキを１メーター

50間隔で240本植栽されております。しかし、

カイヅカイブキも30年たちますと10メートル

以上に伸びます。常緑樹ではありますが、葉

は落ち、枝葉は大きく広がり、剪定に多額の

費用がかかり、松以上に厄介な樹木であると

専門家から伺っております。 

 さらに、カイヅカイブキなどのビャクシン

類は病害虫の一種で、赤星病の病原菌が樹木

に寄生するとも聞いております。４月から５

月にかけてその病原菌が風に乗って１キロ、

２キロと飛散するようでございます。ナシや

カリンの木などに大きな被害をもたらすよう

でございます。このようなことから、近隣の

河北潟干拓土地改良区では河北潟に植えない
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ようにとの要望が出されております。また、

金沢市ではビャクシン類はナシなどの保全の

上から規制区域を設けております。このよう

な樹木について、今後どのような対策をとっ

ていくのか、町の考えをお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 医科大通り

の伐採を行いました。その後に地元との話し

合いにより、カイヅカイブキを約240本植栽い

たしました。カイヅカイブキは成長が早く、

潮風にも強いということから内灘町では昭和

40年代より小学校、公園などに数多く植えて

まいりました。今回も風が強く当たる場所で

あることから、カイヅカイブキを選定したも

のであり、今後は状況を見ながら適正な管理

を行っていきたいと考えております。 

 また、剪定などの管理費用についてカイヅ

カイブキが特に高いということはないと私は

思っておりますので、その辺でよろしくお願

いいたします。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 以前までは松の木は

ほとんど剪定などをしてなくて、ほったらか

しだったと。今後も今のイブキをほったらか

しておけば、なるほど剪定に費用がかからな

いというように思いますが、このカイヅカイ

ブキというのは縦にも横にも大きく成長する

樹木ということを伺っておるわけでございま

す。まして、１メーター50ぐらいの間隔では

逐次剪定をしていかなならんというようにも

聞いております。当然費用がかかるんではな

いかなと、このように思ったわけで、そのあ

たりを伺ったわけでございます。 

 再度、答弁のほうお願いします。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 先ほどお答

えいたしましたように、内灘町では小学校や

中学校、公園、さまざまなところにカイヅカ

ズカを植えてまいりました。その状況に応じ

まして適正に管理をしておったと私は思って

おります。 

 今後もその今の植えたカイヅカにつきまし

ても状況を見ながら、適正な管理を実施して

いきたいと、そのように思っております。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村議員。 

○９番【能村憲治君】 いずれにしても、30

年以後、多分私はいないとは思いますが、そ

れに近い方はこの辺にたくさんおられます。

しっかりと次の世代に申し送りをしながら、

30年、40年後にまたすべて伐採と、そういう

ことに至らないような管理をぜひお願いして、

私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、暫時休憩いた

したいと思います。 

 再開は午後１時30分といたします。 

           午後０時08分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ６番、藤井良信議員。 

   〔６番 藤井良信君 登壇〕 

○６番【藤井良信君】 議席６番、公明党、

藤井良信。 

 本日、傍聴の皆様方にはまことにありがと

うございます。平成24年第１回内灘町議会定

例会におきまして、一般質問を行わせていた

だきます。 

 私のほうからは一問一答方式といたしま

す。 

 このたび、内灘町の全６小中学校が国連教

育科学文化機関ユネスコ憲章の理念を実践す

るユネスコスクールに認定され、２月20日に
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まち役場で認定証の伝達式が行われました。

県内の自治体で全小中学校が認定を受けるの

は初めてであるとのことでございます。 

 ユネスコスクールが持続発展教育の基本と

なることから、学校教育での取り組みがさら

に期待されているところでございます。 

 加えて、内灘町が学園都市を目指しての高

中小連携を進めていくためには、内灘高校で

もユネスコスクールの認定が望まれるところ

でございます。 

 そこで、初めに内灘高校の活性化について

お伺いをいたします。 

 その前に、県の学校経営に関する質問は、

町行政の所管外でありますが、本町にある唯

一の高校であり、これまで多くの生徒が内灘

高校から社会へと旅立ち、また進学の道へと

歩まれております。そのことは、私たち町民

にとっての大きな誇りでもあるわけでござい

ます。町執行部におかれましては、答弁ので

きる範囲で結構ですので、前向きの答弁を何

とぞよろしくお願いいたします。 

 最初に、石川県教育委員会では、平成19年

10月に県立高等学校の活性化に関する提言を

まとめ、県立高校活性化推進計画が策定され

ております。その中で、県の高校教育が時代

への進展や社会情勢の変化に適切に対応し、

生徒一人一人の能力や適正など進路希望に応

じた選択肢を持ち、自立した社会人として生

きることの力をはぐくむ教育を展開するため、

特色ある学校づくりを目指しての方向性が示

されております。 

 そこでお伺いいたしますが、内灘中学校卒

業生徒数を基準、目安として、これまでの内

灘高校の入学生徒数の動態と現状については

どのような変化が考えらるでしょうか。 

 また、今後、内灘高校の生徒数の推移はど

のように予測がされますか。 

 加えて、高校卒業後の進路の実情について

はどのような認識をお持ちでしょうか。 

 町のお考えなど、まずお示しください。 

○議長【夷藤満君】 西尾雄次教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 藤井議員の内灘高

校に関するご質問にお答えをいたします。 

 近年の内灘中学校から高等学校への進学率

でございますけれども、これにつきましては

96％程度の状況でございます。また、内灘高

校への入学者数は毎年90人程度でございます。

そのうち、内灘中学校からの入学者は30名程

度、約３割を占めるという、そういう状況に

なっております。 

 それから、今後の内灘高校の推移、見通し

といいますか、そのご質問につきましては、

町では内灘高校における生徒数の推移は非常

に難しい状況でございまして、私どもの願い

としては、定員120名に近い状況が続いていた

だければなというふうに願っているわけでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 次に、平成24年度よ

り内灘高校では情報科学コースが廃止となり

ました。経済社会のグローバル化、情報化の

中にあって、次世代教育の先端とも言える情

報科学の位置づけは極めて重要な分野である

かと思います。廃止への要因についてわかる

ようでしたら、ここでお示しください。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 内灘高校の情報科

学コースの廃止の件についてでございます。 

 普通科内に情報科学コースを設置していた

当時は、特色あるコースとして授業にコンピ

ュータを活用した教育を実施いたしておりま

した。しかし、近年は簡単なパソコン操作に

よって日常的に普及してきており、普通科内

のコースでは指導範囲も深くはなくなり、も

っと専門的な技能を習得するため、工業高等

学校で深く追求したいという、そういう生徒

がふえてきた状況がございます。そういった
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ことから、内灘高校の情報科学コースが廃止

に至ったと、そのように内灘高校から聞き及

んでおります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 工業高校へ進む生徒

がふえてきたということでございますけれど

も、それが理由かなという気もいたします。 

 次に、今ほどの県の活性化推進計画の中で

は普通科での取り組みとして特定の分野に関

心や興味を持つ生徒が今の普通科目に加えて

スポーツや芸術、自然科学や福祉などそれぞ

れの分野からの専門科目を選ぶことによって

意欲的な学習活動ができるよう、特色あるコ

ースのあり方について検討するよう記述がご

ざいました。 

 そして、生徒や保護者など社会のニーズの

変化に即した既設の特色あるコースの見直し

については、さらに充実したものへと検討が

加えられるべきであると言われているところ

でございます。 

 また、平成23年度、内灘高校の学校経営計

画書及び学校評価計画書の中では、高校の中

長期目標としてコミュニティ教育の向上やキ

ャリア教育の向上、加えて情報科学コースで

は志願者がふえるよう広報活動の工夫が必要

であると記されております。そういったこと

からの結果としての情報科学コースの廃止で

あるわけでございます。 

 これまでの長きにわたって情報科学コース

の魅力ある取り組みが十分ではなかったのか、

それとも今ほどの答弁からは社会情勢の変化、

適切な対応ができていなかったことによる学

校経営の取り組み姿勢に問題があったのか、

ややここは疑問が感じられるところでござい

ます。 

 現在、町の小学校教育では全国の最先端を

行くＩＣＴ教育が行われ、他市町からは羨望

の的となっているわけでございます。さらに、

高中小を連携しての教育や協働の理念からは、

情報科学コースの廃止がその方向性において

は逆行をしていると言わざるを得ないと感じ

るところでございます。 

 そこでお伺いをしたいと思いますが、これ

らの点から町行政としてどのようにお感じに

なられているでしょうか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 お答えをいたしま

す。 

 情報科学コースが新年度から廃止になると

いいますか、募集は行わないということでご

ざいますけれども、まことに情勢を勘案して

の決定とはいえ、残念なことだとは私は思っ

ています。 

 ただ、町としては県教育委員会の判断でま

ずなされたこと、あるいは議員ご指摘のよう

に、近年の情報化というものが小型のパソコ

ンが中心に展開されているような状況がござ

いますので、そういった小型パソコンを中心

として進展している、そういう社会情勢に合

致したような、そういう新しい時代のニーズ

に即応した、そういった特色ある学習コース

が創設されればと、そんなふうに願っている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 次に、これまでの情

報科学コースでは情報システムと人々と組織

との相互作用についての研究課題からの実践

的学習ということでこれまで行われてきたの

ではないかと思います。 

 例えば内灘町の将来像としての構想案を考

えるとき、グローバルな視点からの情報と人

と地域とのつながりを考える上で特色ある町

の環境づくりとその可能性において効果的に

考え役立てていくことができるような人材の

育成ということになります。 

 また、国内のある高校では、震災などによ

る災害時に市民一人一人をつなぐことでコミ
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ュニティの活性化に役立て、生活情報なども

提供できる情報伝達システムの構築を課題と

する自主的な研究の取り組みも既に始められ

ているところもあると伝えられております。 

 そういったことから、内灘高校の情報科学

コースの廃止は、今教育長も言われたように、

まことに残念と言わざるを得ないわけですけ

れども、そこでお伺いをいたします。平成24

年度以降はこれまでの情報科学コースを情報

通信人材育成のための課外教育科目として再

導入を願うところですが、町のお考えはいか

がでしょうか。 

 また、平成25年度から情報科学コースの復

活を望むところでございます。町のお考えを

お聞かせください。 

 あわせて、町から内灘高校学校長へのこれ

らの要請についてはどうでしょうか、お示し

ください。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 先ほどの答弁でも

申し上げましたけれども、内灘高校の情報科

学コースの廃止を私も残念に思いますし、藤

井議員も残念に思われる、その考えというか

気持ちはよく理解できます。 

 ただ、石川県教育委員会が熟慮の上で断行

されたという事実がございますので、25年度

にすぐ復活というのはかなり難しい状況では

ないかなと、そんなふうには思います。 

 ただ、教育課程内の課外教育科目として行

う場合でございますけれども、これは放課後

の取り組みということになるわけでございま

すから、まず学校長との協議が必要となりま

す。 

 そういったこともございますので、学校長

とその可能性について話し合っていきたいと、

そのように考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 今の質問からの再質

問となりますけれども、町長にお伺いいたし

ます。 

 今ほどは廃止となった情報科学コースを課

外教育科目として再導入ができないかとの質

問をさせていただきました。 

 そこで、内灘高校の課外教育科目での取り

組みからは、その学習課題として内灘町をグ

ローバルな視点からどのように活性化させる

かについての研究テーマを主題とする構想案

が作成されることが考えられます。 

 そこで、ここは高校の若い知性を結集させ

ることでの生徒の手による内灘の将来像とし

ての青写真が毎年、情報科学の研究成果とし

て内灘町長に提出されていくことでの持続発

展教育の展開を提案したいと思いますが、こ

の点から町長はどのようにお感じになるでし

ょうか、お示しください。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 藤井議員の内灘町

をグローバル的な視点からどのように活性化

されるかということを、課外教育としてどう

取り上げるかということでありました。 

 情報通信に関するスキルを身につけました

人材の育成につきましては、今日のような社

会や経済のグローバル化が進む時代にあって

は、大変重要な課題だと思っているところで

ございます。内灘高校でそういった課外教育

の取り組みが具体的に進んでいったときに町

といたしましても若い人のいろんなご意見を

大いに参考にしたいと思っていますし、お伺

いしていきたいと思っているところでござい

ます。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 今の町長のご意見か

らは、何かちょっと一歩おくれたかなという、

私の思いがいたします。町が将来の情報中心

拠点としての立ち位置を決めていく構想、課

題を内灘高校の生徒たちにやってもらおうと

いう考え方でございます。環日本海時代にお
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ける布石として、若者世代を中心に据えての

まちづくりこそ、町発展のかぎであります。 

 サッカーではチーム11人がいれば試合で戦

えるように、情報科学でのまちづくり構想の

参画に本気の11名の生徒が育成されれば、そ

れはそのまま内灘高校のブランドであります。 

 また、そういった高校での取り組みには、

生徒が広く世界を見、大陸への第一歩を現地

体験してくることも不可欠でございます。情

報社会の最先端を行く中国旅順口区では、以

前から強く内灘町との教育交流を望んでおら

れることからも、ここは今町から内灘高校へ

の生徒への海外体験学習の応援も待たれてい

るところでございます。この点から町長はど

のようにお考えでしょうか、お示しください。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。 

 情報機器のスキルを含めた豊富な社会資源

を活用した成長の道をひたすら走っている大

連市の状況ということで、今ほど藤井議員か

らのお話がございました。 

 一昨年、藤井議員も同様に、私と一緒に旅

順口区を訪れた際に、ある意味では大きな刺

激を受けたところであります。 

 また、旅順口区政府の親日的な姿勢につき

ましては、今後の交流拡大に大いに期待を抱

かせるものであったと、このように思ってい

たところでございます。 

 ご質問の内灘高校生の教育交流の支援につ

きましては、そういう時代が一日も早く来れ

ばと、このように思っているところでござい

ます。 

 その際に、本町では姉妹都市または国際友

好都市との交流を通じて、国際性豊かな人間

形成育成を目的といたしまして、個人または

団体の派遣事業といたしまして内灘町地域間

交流事業補助金を実は設けているところでご

ざいます。内灘町と中国旅順口区が国際友好

都市の締結が進んでいけば、そういった制度

の活用が可能になるんではないかなと、この

ように思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 もう一点、ここは教

育長にお伺いいたします。 

 一昨年、今ほど町長も言われましたけれど

も、教育交流の足がかりとして教育長は中国

旅順口区へ視察に行かれました。そこで、内

灘高校の修学旅行の目的候補地としては旅順

口区がそれにふさわしいかどうか、教育長の

お考えをお尋ねしたいと思います。 

 それから、その旅順口区が修学旅行の目的

候補地として教育長から学校長へ提案がされ

るというようなことはあるのか、可能なのか

どうなのか、お尋ねいたします。 

 この２点からでございます。お示しくださ

い。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 今ほどの質問にお

答えいたします。私自身、藤井議員おっしゃ

るように、一昨年、旅順口区、大連市のほう

を訪問いたしました。実際、政府の人たちと

も出会いましたし、そのほか、私は朝の散歩

とかで小中学校の様子も見にいったりもしま

した。非常に早い時間でありましたけれども、

現地の中学校の子供たちがすごいエネルギッ

シュといいますか、バイタリティといいます

か、本当に何というんですか、ハングリー精

神にあふれたようなそういうバイタリティを

感じさせる中学生の姿を見ていて、かなり大

きな刺激を受けてきたのは事実でございます。 

 日本は成熟社会で、そういった意味でのハ

ングリー精神がだんだん薄らいできていると

いうようなことがあちこちで懸念されていま

すけれども、これから世界の国々と戦ってい

くといいますか、その世界の国々に伍して、

日本が日本として立ち行くためには、やはり

若い世代が意欲的に活発な就学意欲といいま
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すか、そういうものがあることが一番大切な

ことかなと、そんなふうに思います。 

 そんな感想が下敷きにあるわけなんですけ

れども、内灘高校の修学旅行が例えばそうい

った同年代の子供たちがこんなにも前向きで

生き生きとはつらつと生きているという姿に

接するのは非常に大きな価値が得られるんで

はないかと、私は個人的にはそう思います。 

 そういったことから、修学旅行そのものに

つきましては、県立高校の修学旅行がどんな

物の考え方でどんなふうに構築されているか、

私は詳しくは存じませんけれども、そういっ

た刺激を受けてくるということ、そしてまた

もし内灘とその旅順口区のかかわりが友好都

市に近いような状況のものであるならば、そ

の地元にある高校ということで妥当性もある

んじゃないかと、そんなふうにも思うわけで

ございます。 

 そういったことも含めて、私は内灘高校の

校長先生と、今考えるんですけれども、そう

いったことについても一度じっくりと話し合

ってみたいなと、そんなふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】  ありがとうござい

ます。 

 この議会の席でも何度か町長のほうから旅

順については情報化時代の最先端を行く町で

あるとか、それから二百三高地、日露戦争の

歴史的な場所であるとか、世界平和公園もあ

りますよとかいうようなことをアピールもし

ていただいております。私は、高校の修学旅

行としてはこんないいところはないなという

ふうに思っているわけでございます。 

 次に、今ほどからの平成23年度内灘高校の

学校経営計画書における中長期目標では、前

文に加えて、「内灘町にある学校として、地

域社会との連携・協力を図ることでのさらな

る展開については、今後、一層地域社会から

信頼される学校となるよう努力の必要があ

る」と、内灘高校の目標としてこのように記

されているわけでございます。 

 そこで、今、全国ではグローバル社会をリ

ードしていく力ある次世代を育てるため、産

業界と教育界が連携した出張事業というのが

行われております。各大学研究グループや民

間企業、各種専門学校などから臨時講師が高

校へと派遣されることが可能となってまいり

ました。ここは町の協働の理念の考え方から

して、町全体で内灘高校の活性化に向けて支

えていかなければならないと思うところでご

ざいます。 

 そこでお伺いいたしますが、生徒みずから

が自分たちの意思で望ましい未来を考え、自

分たちの生き方に目覚めていけるよう、新た

な専門学科の創設や就活支援のための医療、

介護、サービス分野などの取り組みについて、

町から学校長へ提案していくことでのお考え

はどうでしょうか。 

 加えて、内灘高校を支え、応援できる体制

を整えるための地域での組織づくりや町と学

校長との間で話し合われていることでの将来

の方向性などについて、ここはもう一度、八

十出町長にお伺いしたいと思いますが、いか

がでしょうか、お示しください。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの藤井議

員の質問にお答えいたします。 

 ご案内のとおり、内灘町は、幼稚園、小学

校、中学校、そして今ほどもあります内灘高

等学校、そして大学ということで一連の教育

施設が町内に存在するわけであります。これ

は、町民の教育環境の充実や町の発展を考え

た場合、極めて重要なことであると考えてい

るところでございます。 

 それらの学校を支えるためにも、町と学校

とが協働をしてこれからの時代に求められる

人材を育成していくよう支援していかなけれ
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ばならないと思っているところでございます。 

 そんな意味で、これまで何度か内灘高校の

福島校長先生とはいろんな場でお会いしてお

話をしてきました。昨年もロマンチックウオ

ークでずっと６キロ一緒に歩いておりました

が、そのときにも高校のありよう、町との関

係をどうするかという話をしてまいりました。 

 福島校長は、内灘町の将来を担う大切な子

どもたちを地元内灘町で働けるような人材と

して育て、町へお返ししたいという、そんな

強い気持ちを示しておられました。そのため

に、将来的に専門学科創設を目指して、その

前段階として放課後の１時間から２時間を利

用いたしまして、福祉関係の講座や地域との

交流講座などを新年度から行う予定の報告を

受けたところでございます。 

 現在、内灘高校と内灘町社会福祉協議会や

福祉サービス関係者と具体的な内容を詰めて

いるようでございますので、そんな努力をし

ていらっしゃるということをお聞きしている

ところでございます。 

 そういった気運が高まっていき、どういっ

た専門性を持った学校がいいのか、そんなこ

とを見据えて、私どもから県教委に働きかけ

て、内灘高校の活性化につなげることができ

ればと、このように思っている次第でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 ありがとうございま

す。 

 内灘町が学園都市として今後広く宣揚され

ていくためには、高校の活性化は必要であり、

高校のブランド化は必定であります。特に生

徒への就職活動おけるカリキュラム編成や民

間からの情報が広く高校教育の中で生かされ、

生徒が希望を持って社会へと進んでいけるよ

う、充実した高校生活であることを願うとこ

ろでございます。 

 そこで、今ほどと同様の質問となりますけ

れども、蓑副町長は、高校の活性化に向けた

具体的な計画プランとして学校長との間でも

検討がされていることがあるということを伺

ったことがあるわけでございます。その内容

からはどのようなものでしょうか。副町長か

らお示しください。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 私のほうから、今

ほどの町長の意向をもとに、先般、福島校長

に私なりの内灘高校活性化モデル（案）とい

うものをつくりまして提案してまいりました。 

 内灘高校は、卒業生の約半数が就職という

ことですし、残りの半数の中の大半が専門学

校を通して職業学校で職業的なスキルを身に

つけて社会へ出るという、そういう生徒が多

い学校であるというようなことから、内容と

しては、これからの社会、日本企業の目指す

方向としてのソーシャル・ヒューマン・サー

ビス、いわゆる今、議員のお話にありました。

医療、介護、あるいは福祉、健康、飲食、ホ

テル、清掃、理美容分野等、いわゆるサービ

ス人材というのが非常に多く求められている

のではないかというふうな考えから、サービ

スの基礎であるとか、あるいはサービス人材

の基本資質を身につけるようなことでのカリ

キュラム構成をしたサービス人材育成専門学

科を創設してはどうかという、そういうご提

案をしてきたわけです。 

 これは、例えば県立高校の中では工業高校

とか商業高校があるんですが、サービスとい

うのに特化した高校がないということで、そ

ういう思いをしてお話をしてまいりました。 

 その前段として、まず町民が主体となって

の内灘高校を応援する組織を立ち上げること

が重要かというふうに思います。 

 メンバーとしては、ＯＢ、ＯＧ、歴代のＰ

ＴＡ、ボランティア組織、商工会などに行政

も加わって構成してはどうかというふうに思

います。 
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 先ほど町長もお話ししましたとおり、既に

町の社会福祉協議会や町内外の福祉サービス

組織などの動きもあるというふうに伺ってお

りますので、ここは先ほど町長と福島校長の

お話があったとおり、福島校長も熱い思いを

持っていらっしゃるようなので、その強い思

いと行動力に期待して、できるだけの応援を

していきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 新たな専門学科も視

野に入れた形で、今検討がなされていきつつ

あるというふうに理解をしておきたいと思い

ます。 

 また、地域の組織づくりということをあわ

せてまたお願いしたいなというふうに思って

いるところでございます。 

 次に、先月の２月17日、議会と町民会議の

委員の方々との意見交換会が行われました。

その中で、委員の方より、内灘町には内灘高

校があるのに、どうして地元の高校へ入学す

る生徒が少ないのかとの意見がございました。 

 そこで考えることといたしまして、まず高

校校舎の存在がはっきりしていないことが挙

げられます。高校前の準幹１号線道路、１日

3,000から4,000台の車が行き交い、そのうち

地域以外の方々のどれだけの人がそこに内灘

高校があると認識ができているのか、いささ

か疑問に感じるところでございます。高校生

の顔がくっきりと見えてこないのであります。 

 そこで、まず、改善すべきこととして、車

道等の左右両面、両方向からよく見えるよう

に、石川県立内灘高等学校と大きく学校名が

表示されたモニュメント自立看板の設置は必

要であると思います。たかが看板、されど看

板でございます。社会に向かって内灘高校の

存在が大きく示されていることは、生徒みず

からの自信と誉れでございます。また、その

ことが生涯自分の母校としての愛校心をはぐ

くんでくれると、子供たちは本能的にちゃん

と知っているのであります。 

 ここは生徒への愛情と大人社会の責任とし

て学校名表示の独立看板は速やかに設置され

るべきであると思うところでございます。そ

こで、内灘高校の環境を整えるとのことから、

通学生徒に十分配慮された位置決めによる独

立看板の設置について、町から学校長へ要請

されることの要望でございますけれども、町

ではどのようにお考えでしょうか、お示しく

ださい。 

○議長【夷藤満君】 西尾教育長。 

   〔教育長 西尾雄次君 登壇〕 

○教育長【西尾雄次君】 藤井議員の内灘高

校の校名表示の独立看板の設置要望をしては

どうかという件にお答えをいたします。 

 藤井議員もご指摘のように、確かに現在、

千鳥台１丁目の交差点に設置されている学校

名の木柱は人間の背丈程度のものでありまし

て、車で通行した場合にはまことにわかりに

くいという、そういう状況にございます。 

 町から学校を通じて、県教委に対して内灘

高校の校名表示看板を設置すべきであると、

してほしいという件につきましては、学校長

を通じてお話をしたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 次に、最後の質問と

なりますけれども、内灘町教育憲章の制定に

ついてお伺いいたします。 

 その前に、内灘町議会にはこれまで先輩議

員が残してくれた大きな足跡の中の一つに、

内灘町議会議員憲章の制定がございます。県

外各地から内灘町議会に視察に来られるほと

んどの議員の方々が一様にそのことに驚かれ、

必ずカメラにおさめていかれることから、議

会の先進性が注目をされているわけでござい

ます。 

 そこで、今ほどは内灘高校の独立看板の設

置について、その重要性から質問をしたとこ

ろでございますが、幕末から明治にわたり、
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近代日本を代表する啓蒙思想家福沢諭吉の余

りにも有名な言葉がございます。「一身独立

して一国独立す」とは、『学問のすゝめ』の

中の一節でございます。ここでの一身の独立

とは、生活の自立と自立的行動のための教育

の重要性であり、これまで多くの学者から論

考がされているところでございます。 

 昨年９月に出版された新書、タイトル『福

沢諭吉「官」との戦い』の中でも、著者はそ

の一節について、その内容からは「一身の独

立とは自立した個人が自由な言論環境のもと

に内発的な力としての意思を表明し、なお活

発な議論が交わされることであり、一国の独

立とは地域の安心と安全の確立、そしてその

ことが理想の社会として福沢諭吉は求めたの

であろう」と結ばれております。 

 現代の若者の言葉をかりて言うならば、個

人の魂の独立のための教育ということではな

いかと思うところですが、そこで町は今、町

制施行50周年を迎え、時代は教育、経済、社

会の大変革の真っただ中であり、次の100周年

に向けましての内灘町教育憲章の制定は論を

またず時代からの要請であります。その必要

性については、ここで多くを述べるまでもな

いことと思いますので、そこでお伺いをいた

します。内灘町にとりまして最重要の課題で

ありますところの内灘町教育憲章の制定にお

けるこれまでの研究調査からの検討結果や新

年度での取り組みについて、具体的な計画予

定などありましたらお示しください。 

 私の質問は以上です。 

 ご清聴ありがとうございます。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 藤井議員の内灘教

育憲章についてお答えしたいと思います。 

 実は、平成22年の９月議会で答弁をさせて

いただきました。私は、次代を担う子供たち

が創造性にあふれ、また感性豊かな人間に育

成される教育というものを大人の世代が担う

べき最重要な課題であると考えているところ

でございます。 

 したがいまして、藤井議員の提案する内灘

町教育憲章の制定につきましては、教育立町

の精神を内外に広くアピールをし、町民の誇

りとするほか、他の市町村住民からも内灘町

は質の高い教育が行われる住みよい町だと高

く評価されることは有意義なことであると考

えている次第でございます。 

 まだ全国的にも例が少ないものであります

が、議員おっしゃるように、町制施行50周年

の節目であり、本年度中に何とか内灘町教育

憲章が制定することができないかどうか、前

向きに検討してまいりたいと、このように思

っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 執行部の皆様、議員

の方にも、またひとつよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 清水文雄でございま

す。 

 通告に基づきまして質問をさせていただき

ます。 

 まず第１に、地域主権改革にかかわる一括

法の町の対応についてお伺いをいたしたいと

いうふうに思います。 

 今、この国の形を国と地方の政府のあり方

を再構築していくんだということで、地方分

権、地域主権改革が急ピッチで進められてい

るわけでございます。 

 ご存じのとおり、昨年の４月28日に第一次

一括法、そして第二次一括法も８月26日に成

立をいたしました。法令による義務づけ、枠

づけの見直しと、県から市、町、村への権限

移譲が進められるわけでございます。 

 国が法令で事務の実施や方法を細かく規
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定、縛っているから、自治体が地域の実情に

合った最適な行政サービスができないんだと

いうことで、政府地方分権改革推進委員会が

作業を進めてきたわけでございます。 

 先ほどうちなだの里に関した障害者自立支

援法での町の管理監督についてもございまし

たが、今後、これらについても今は政令市で

ございますけれども、各市や町や村に落ちて

くるというのがこの地方分権でございます。 

 したがって、自治体がみずからの実情に合

ったサービスというのを決めれるということ

で、条例制定権が拡大をしていくわけでござ

います。 

 こうした中で、今定例会にもこれに伴って

町営住宅条例案が提出をされているわけでご

ざいます。このほかにこれから地域主権改革

一括法で町として対応していかなければなら

ない主なものというのは、今年度から来年度

にかけてなんですけれども、幾つあって、ど

のような内容のものがあるのか、まずお聞き

をいたしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 地域主権一括法

では、介護保険法、公営住宅法、道路法、そ

して水道法及び都市公園法の改正にかかわる

新たな条例の制定または既存条例の一部改正

が必要であります。 

 これらの関係条例の整備につきましては、

地域主権一括法の規定によりまして、平成25

年３月までに整備をする必要があります。 

 また、地域主権一括法に関係する政令及び

省令の改正が順次公布されておりまして、こ

れらに対応する町の規則、そして要綱の整備

も必要となります。 

 現在、想定できるものとして条例だけで14

条例ございます。それぞれの所管におきまし

て、県の担当部局と協議を進めておりまして、

適正に整備をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 介護保険法、道路法、

都市公園法、そういう意味では今後のまちづ

くりにとって重要なものがあるというふうに

思います。一括法によって地域主権が進んで

くるということで、そういう意味では町で独

自に特色を出したまちづくりというものがこ

れから可能になってくるんだというふうに私

は解釈をしておるわけです。 

 例えば今の町営住宅の条例の改正というの

が出ていますけれども、入居資格の同居親族

要件というのが廃止をされたということでご

ざいます。そういう意味では、若い人たちだ

けでも住めるようになるというふうに私は思

っているんですけれども、そしたら町として、

例えば町営住宅の入居要件というのを緩和さ

れるわけですから、若い人たち向けの町営住

宅のあり方なんかも考えられますし、さまざ

まな取り組みができるというふうに思いま

す。 

 そういう意味では、これからこの一括法に

よって町として考えられる今後の住民サービ

スへの影響、そして権限移譲とともに、例え

ば移譲されたらそれだけ事務量がふえるわけ

ですから、職員の人員の確保、人員問題です

ね。それやら、さらには費用面、予算面です

ね。事務移管によって、移譲によって人権費

も含めた町の負担費用、そんな財源の確保に

対する見通しを、現在わかっている状況の中

でお示しをいただきたいと思うんですが。 

○議長【夷藤満君】 出川総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 地域主権一括法

の施行によりまして、約50項目の事務の権限

が都道府県から市町村に移譲されます。その

うち、町レベルでは６項目の事務の権限が移

譲されます。 

 本町に権限が移譲される事務は、平成24年

４月には町及び字の区域の新設等の告示、身

体知的障害者相談員への委託による相談対
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応、援助、そして農地等の権利移動の許可、

そして都市計画の決定の一部が移譲をされま

す。また、平成25年４月には未熟児の訪問指

導等及び育成医療の支給認定等がそれぞれ移

譲されます。 

 今回の権限移譲に伴い、平成24年度の当初

予算には身体知的障害者相談員にかかわる費

用を計上してございます。 

 今後、権限が移譲されることにより、さら

なる住民サービスの向上を図りながら、事務

量の増加に対しましては必要に応じ、組織の

見直しも含めまして、適正な人員配置に心が

けていきたいと存じます。 

 また、財源の確保につきましては、県、町

長会等を通じまして国に要望してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひともスムーズに、

サービスが落ちないように。要件緩和された

場合に、その最低水準が引き下げられたりし

ていく財政問題で内灘町は内灘町で決めれる

ことになったことに対して、そのサービスが

低下していくことも懸念されますので、ぜひ

ともそんなことがないように進めていただき

たいというふうに思います。 

 そういう意味では、これからは自己決定と

自己責任による地域経営というものが行える

権限というのが可能になったということでご

ざいます。 

 より一層行政のあり方、サービスの水準に

ついて自己決定の仕組みというものを構築を

していただきたいというふうに思います。 

 今、行政やあるいは地域、住民もそうです

けれども、議会にも求められているのは、自

治の力を培って現状を発展して切り開いてい

く力が求められているんだというふうに思い

ます。 

 地方主権というのは、各自治体の姿勢や判

断、方針の内実というのがこれから問われる

というふうに思います。町長の町としての今

後の基本的な姿勢と進め方というものを、町

としての進め方をお聞きをしたいというふう

に思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 清水議員の地域主

権改革に伴う町の基本姿勢ということでお尋

ねがございました。お答えしたいと思います。 

 地域主権一括法では義務付け・枠付けの見

直しと条例制定権の拡大及び基礎自治体への

権限移譲についての法律の改正が行われたも

のであります。これまで法令で制限していた

ものを自治体の自主性に任せ、自由度の拡大

を図るため、条例にて規定する事項の増加や

都道府県から市町村への事務の権限移譲が行

われることにより、地域主権改革の方針でも

ある、地域のことは地域に住む住民が責任を

持って決めることのできる活気に満ちた地域

社会がつくられていくものと、このように言

われているところでございます。 

 私が平成17年の町長就任時より、町政運営

の基本的な考えの一つとして、住民参加の行

政、地域をつくる主体は住民の皆様ですと申

し上げてまいりました。また、平成21年の２

期目のスタート時に重要施策の一つに掲げさ

せていただきました、住民が主役となるまち

づくり基本条例の策定を進めさせていただい

てきたところでございます。 

 本定例会に上程いたしました内灘町まちづ

くり基本条例の基本理念にある「まちづくり

は、町民が主体であることを基本とし、町民

及び町は地域の特性及び独自性を尊重したま

ちづくりを推進する」としており、まさしく

地域主権改革の主なるものでございます。 

 したがいまして、私の基本姿勢は内灘町ま

ちづくり基本条例を推進するところにあるわ

けでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 
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○10番【清水文雄君】 これから仕組みも地

方主権改革ということで、より一層進められ

るというふうに思いますので、ぜひとも間違

いのない町政運営をお願いをしたいというふ

うに思います。 

 ２つ目の質問に移らさせていただきます。 

 第二次内灘町行財政改革実施計画につい

て、集中プランについてお伺いをさせていた

だきます。 

 まず、今の私たちを取り巻く状況から考え

れば、経済状況というのが基本的にはマイナ

ス成長あるいは低成長という状況でございま

す。町財政も厳しさが増しまして、規模の縮

小というものが余儀なくされてくるんだろう

というふうに思います。 

 そのことは、2月20日の全員協議会で示され

ました内灘町の財政環境と行政改革の方向

性、総務常任委員会に提出されたということ

で集中プランの資料が提出をされました。そ

の中には、先ほどもございましたが、本町の

財政の状況の中で基金残高の推移で財政調整

基金、町でいう貯金が、2010年度、平成22年

で７億3,181万3,000円あったものが、2011年

度、平成23年には４億6,820万円と２億6,361

万3,000円のマイナスというふうになってい

るわけでございます。 

 そして、見落としてはならないのは、2015

年度、平成27年度に残高を見ますと7,330万円

にまで落ち込んでしまうという見込みがされ

ているわけでございます。そんなことから考

えても、これからの町政運営というのがいか

にも貯金を、言い方悪いんですけれども、食

いつぶして、行政運営をしていくということ

が、この資料で示されているんではないかな

と、そんなふうに思えるわけでございます。 

 したがって、町財政、これからいかに行財

政改革が進められていくかと。どんなふうに

進められていくかということがこの町のあり

方を左右する大きなかぎになるんではない

か。大きな課題になることは間違いないとい

うふうに思うわけでございます。 

 この間、町の行政改革は町長も先ほど述べ

られておりましたけれども、内灘町行財政改

革推進委員会というのが2005年10月３日に発

足をして、さまざまな施策を展開をして、大

きな成果を上げて、役割を果たしてきました。

これは３月５日に蓑副町長が全員協議会の場

で私の唯一の成果というのは行財政改革だと

いうふうにごあいさつされておりました。確

かにそのとおりだなというふうに思うんです

が、そんなところの中で2010年に推進委員会

が出した最終意見書、資源の有効活用のため

の改革を継続という意見書が町に提出をされ

ているわけであります。こうしたことを踏ま

えて質問をさせていただきます。 

 １つは、この第二次行財政改革実施計画に

は多くの改革プログラムというが示されてい

ます。これは前もそうだったんですけれども、

第一次のときもそうだったんですけれども、

一体、この第二次行財政改革のプログラムの

中で、何が重要課題としてあるのか、どこを

町は力を入れてこれからやっていくのか、そ

んなものが見えないわけでございまして、そ

のことについてお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの清水議

員の何が重要課題であるのかというふうなご

質問にお答えをいたします。 

 今回作成いたしました第二次内灘町行財政

改革実施計画については、平成18年10月に策

定いたしました内灘町行財政改革大綱にのっ

とり、行財政改革推進委員会からの行財政改

革の推進に関する意見書を踏まえて、第二次

実施計画を作成したものであります。 

 この内灘町行財政改革大綱には、基本方針

を定めており、その中でコミュニケーション

型行政の推進、財政基盤の確立、職員の意識

改革の３項目を当時重点項目としておりまし

た。内灘町の現状を踏まえ、将来を展望する
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ならば、この３点は依然として最重要課題と

して取り組む課題であると考えます。 

 少し詳しくお話ししますと、１点目のコミ

ュニケーション型行政への推進につきまして

は、町民が主体として参画することを促す協

働の推進に重点を置き、その中では新たな協

働仕組みづくりと活動の推進、そしてその担

い手の育成に力点を置きたいと考えておりま

す。 

 既に協働で進めている事業も多々あります

が、これらをさらに拡充、発展させ、質の高

い住民サービスの提供を目指していくもので

あります。 

 ２点目の財政基盤の確立では、自主財源の

確保、歳出の削減、事務事業、施設管理、組

織の見直しの３項目がありますが、いずれも

重要な項目であり、これらをこの２点目のも

のについては全方向的に進める必要がありま

す。 

 特に１点目の協働の推進と呼応した民間活

力、民間能力の活用や、都市間、大学等の連

携に知恵を絞っていくことが効果的であると

考えますので、強力に進めてまいります。 

 ３点目の職員の意識改革については、特に

町民参画、協働を進めるための意識改革が求

められます。行財政改革推進に関する意見書

にあるとおり、職員の政策形成能力と説明責

任能力の向上が必要であり、さらに町民の多

様な価値観を受けとめる力量、そしてコミュ

ニケーション能力の向上が必要です。 

 職員それぞれが自分の改革課題を認識し

て、みずから改革を進める機会をつくり、チ

ャレンジしていくことを促していきたいと思

います。職員研修の機会も体系的に構築して、

さらに強力に実施してまいります。 

 今改革では、95の改革プログラムの項目を

掲載しております。そのうち、第一次計画か

ら33項目を継承し、新たに62項目を追加して

います。いずれも重要な課題であり、すべて

について重点的に取り組む組織や人を明確に

して進めてまいりたいと思います。 

 議員ご指摘のとおり、今回の実施計画をさ

っと見た段階では、どこに重点を置くのかと、

何が重点項目なのかというようなことが明確

でないという表現の仕方になっていることは

ちょっと反省をいたしまして、何が重点かと

いうことをよく見えるような形で少しお示し

することもこれから考えていきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 今の副町長からも答

弁をいただきました。副町長の答弁では、全

部がやっぱり重要課題なんだということでご

ざいますけれども、それならまた聞かせてい

ただきますが、本来なら、いや、個々の項目

については、例えば削減という表現で言えば

目標値、数値設定しますわね。それが示され

ていないんですよね。先ほどその企業誘致の

話もございました。税収なんかも見ても、や

っぱり努力目標なり、そういう数値目標とい

うのはあって私は当然だと思うんですよ。そ

ういうものがないところでこういうものが出

てきても、言ってみれば本気で行財政改革を

やる気があるのかな。それは町民にも全く伝

わらない。そういう意味では、具体的数値目

標というのはどうなっているのか、お聞きを

いたします。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 議員のおっしゃい

ますとおり、今回お示しした計画の中では、

巻末に財政指標、税料金の収納率の数値目標

が掲げてあります。改革プログラムには、数

値目標は掲げておりません。これらの中では、

定量的にはかれるもの、これについては当然

数値目標を設定しなければなりませんので、

これから至急、数値目標を設定するように進

めていきます。 

 また、定量的にはかれない項目もあります。
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それにつきましては定性的な目標、これも定

性的な目標の示し方というのはあるんです

ね。どういう状態になることが目標達成の状

態なのかという状態を記述するとか、あるい

はかわりの数値を持ってくるとか、いついつ

までにここまで行く、いついつまでにここま

であるというスケジュールを設定するとか、

いろんな方法があります。そういったことも

実は入っておりません。そういう意味では、

まだまだ不十分だというのはおっしゃるとお

りの状況だと思います。 

 できるだけ早くそういうものを設定して、

改めて計画の中に盛り込んでいきたいという

ふうに思います。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 今ほど副町長から答

弁されましたその数値目標については早急に

入れていくということで、それはぜひとも進

めていっていただきたいというふうに思いま

す。 

 これは３点目の質問なんですが、そういう

数値目標とか、プログラムを組んで、その推

進体制はどんなふうにしていくのか。どんな

ふうにしてまちづくりを一方で推進しなが

ら、財政の展望というのを描いていくのか。

そんな体制があって、行財政改革というのが

進められるんだろうというふうに思います。 

 第一次のときにも、これは町民の皆さんも

やっぱり財政大変なんだということで、いや、

我慢するところは我慢せんなん。自分たちで

負担せんなんところは負担しなけりゃならな

い。そんな理解もいただきながら、第一次の

行財政改革を進めてきて、町一丸となって内

灘町を単独で残す。町のあり方というものを

自分たちでつくっていくんだという、そんな

意気込みの中で第一次行財政改革というのが

進められたというふうに私は思います。 

 第二次になったら、第一次の教訓を生かし

て、それは申し送りでも意見書の中でも推進

委員会から多くのことが指摘をされているわ

けでございます。ぜひとも行財政改革、第二

次の推進体制というのをどんな推進体制で進

めていくのか。庁内、この庁舎内ですね。庁

舎内と、これは職員の皆さんの意識改革も当

然そこにはいるわけでございますから、この

庁舎内の推進体制をどうしていくのか。全庁

的な推進体制というものをどうするのか、そ

のことについてお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの推進体

制をどうするのかということにお答えしたい

と思います。 

 内灘町行財政改革推進委員会では、前の委

員会では、行革の一定の成果があらわれたこ

ともありまして、任期満了において委員会の

継続をしなかったと、こういう経緯がありま

す。本計画、今回の計画については、職員で

構成します内灘町行財政改革推進本部という

ものでまとめたものであります。これは庁舎

内の組織です。庁舎内での推進体制は、この

行財政改革推進本部というものを中心にして

適宜チェックの機会をもってこれから進めて

いきますが、先ほど申し上げました改革プラ

ンに対する目標設定の機会、これは目標設定

はあくまでも上からの押しつけでなくて、担

当する部署が自分たちのあるべき将来像とい

うものを思って設定するわけなんです。この

設定する機会が職員の意識改革を促す、ある

意味では最良の機会だというふうに思いま

す。 

 各プランを担当する部署でそれぞれその目

標を設定して、その目標達成に向かって取り

組んでくるというふうに進めていきたいとい

うふうに思います。 

 また、全町的に言えば、タウンミーティン

グ、パブリックコメントなど町民のご意見を

いただく機会をつくり、今後取り組む過程に

おいて総花的というよりも、テーマを絞った、

例えばこういうふうなテーマでの町民主体の
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委員会というようなことを想定しながら、そ

ういうことも含めて計画を進めていきたいと

いうふうに考えます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 この内灘町をどのよ

うな財政運営をして町民の福祉向上を図って

いくのかということが今迫られてきているわ

けでございますから、2015年に財政調整基金

が7,500万円ほどしかなくなってしまうんだ

よというような、そんな悲観的な数字を出す

んじゃなくて、もっと町民も自分たちがこれ

だけ負担なり我慢なり、町はその税収の増を

図るためにこれだけ努力する、そんなものを

ぜひとも示していただいて、私たち議会もこ

れは真剣に取り組んでいかなければならない

と私自身は認識をいたしております。 

 そういう意味では、ぜひとも全庁一丸とな

って行財政改革を推進をしていく体制をつく

り上げていただきたいというふうに思いま

す。 

 ３つ目の質問に移らさせていただきます。 

 防災行政無線の整備についてでございま

す。 

 町長のほうからもございました、昨年の

3.11東日本大震災から本当にはや１年がたと

うとしているわけでございます。私は２月２

日から３日にかけて議員７人で被災地である

福島県飯舘村から南相馬市、相馬市、そして

本町が支援をしています宮城県南三陸町へも

視察をさせていただきました。南三陸町では、

多忙な中を遠藤健治副町長、佐々木三郎危機

管理課長に対応していただきまして、これま

での支援へのお礼と被害概要と現状、そして

復興への強い決意というものをお聞きをする

ことができました。 

 町長も先ほどございましたけれども、２月6

日から東北の被災地へ行かれたということ

で、５日の提案理由の説明でもお聞きしまし

たが、現地を訪れたご感想についてお尋ねを

いたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 清水議員の被災地

を訪れての感想ということの質問でございま

す。お答えしたいと思います。 

 今ほどお話ありましたように、この２月６

日から７日にかけまして、職員３人と合計４

人で東日本大震災の津波により甚大な被害を

受けました宮城県名取市の閖
ゆり

上
あげ

地区、さらに

は名取市役所、そして派遣した当町職員の仕

事場でもあります法務局を視察いたしまし

て、翌朝、同じく宮城県の南三陸町を訪れ、

津波で犠牲になった40名余りの役場職員や、

「大津波が予想されますので急いで高台へ避

難してください」と最後まで防災無線で呼び

かけ続けて、今も行方不明になっております

遠藤未希さんたちの現場であった防災センタ

ーで手を合わせてご冥福を祈ってまいりまし

た。 

 仮設住宅の視察もプレハブでの仮庁舎であ

る南三陸町役場を訪れてまいったところでご

ざいます。 

 名取市閖
ゆり

上
あげ

地区、南三陸町、いずれも昨年

3.11以降、連日のようにテレビで放映されて

いました被災現場での津波の壮絶な惨状と違

って、瓦れきは整理されて山積みにはされて

いましたが、少しずつではあれ、復興に向か

っているように見えたところでございます。 

 しかしながら、現在も復興の足かせとなっ

ております山積みになっている瓦れきの処理

や、さらに被災者住宅の高所移転に向けた土

地区画整理事業など、職員のマンパワーの確

保等、今後の復興に向けた課題も多いと言わ

れていました。 

 一方、原発事故によりまして計画的避難地

域に指定をされ、ほとんどの村民が避難生活

を送っておられる福島県福島市飯野町、飯野

出張所に間借りをしています飯舘村役場に菅

野村長さんを訪ねました。村長さんは、原発
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事故による避難生活により、村民の心が分断

さればらばらになっている。さらに原発事故

による被害は目に見えないだけに、いつ収束

するかわからない特殊な災害です。 

 さらに今回の原発事故は、我々にさまざま

なことを教えてくれた。我々が快適さを求め

続けた、いわゆる足し算の考え方に決別して、

引き算の中に本当の豊かさや幸せがどういう

ものかということを真剣に考える機会を天が

与えたのではないかと話されていたことが大

変印象的でございました。 

 今回の被災地を訪問して、それぞれの首長

さんを初め職員の皆さんは、とても前向きで、

ゼロから少しずつではありますが、一歩一歩

前進、前へ進めていく姿に感銘を受けてまい

りました。 

 そして、何よりも町民の皆さんと協働によ

る災害に強い安心・安全のまちづくりを目指

してまいりたいと、こんな決意を新たにした

ところであります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ありがとうございま

す。 

 私どもも視察に行ってまいりまして、その

見てきて聞いてきたことをもとにして質問を

させていただきたいというふうに思います。 

 南三陸町、今町長のほうからもございまし

たけれども、防災無線でその呼びかけで多く

の命が救われたということでございます。防

災対策庁舎から、先ほど言われたように防災

無線で住民に避難を呼びかけて、みずからが

津波の犠牲になられました南三陸町の、先ほ

ど申されまた遠藤未希さんの悲劇があったわ

けでございますし、私どもも議員７名で防災

対策庁舎へ行って、あこでたしか20人ほどで

すかね、亡くなられたのは。屋上に避難した

けれども流されたということで、ご冥福を祈

ってお祈りをしてきたところでございます。 

 その防災対策庁舎、1995年、平成７年に建

設をされたということでございまして、屋上

の高さが12メートルあったそうでございま

す。防災無線が３億4,500万円で整備をされた

と。親局１基、簡易親局１基、子局、パンザ

マストというんですか、内灘町にでもある子

局ですけれども、これが105基。そして、特徴

的なのは、戸別受信機というのがポータブル

のもので１基、当時５万円ほどだったそうな

んですけれども、それが全戸に5,700基配備を

されていたと。受信機によって中にいた高齢

者の多くの人たちがそれを聞いて避難をされ

たということでございました。 

 町で来年度の予算に新しい事業として町防

災行政無線デジタル化基本設計業務というこ

とで105万円計上されています。今後町として

町民の、先ほど町長が決意を新たにしたと、

固めたということで、町民の安全・安心、生

命を守るための防災対策の充実に向けて、現

在の子局、パンザマストに加えて、防災行政

無線の戸別受信機設置の考えがないのか、お

尋ねをいたします。 

○議長【夷藤満君】 出川総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 宮城県南三陸町

では、平成22年12月にデジタル方式の防災行

政無線の整備を完了しまして、戸別受信機を

全戸に配布していたと、そう伺っています。

現在、津波被害で使用できなくなった約3,000

台の戸別受信機を再整備している、そういう

状況だと聞いております。 

 石川県内では３市町が戸別受信機を全戸配

備しておりまして、２町が無償貸与し、１市

が住民に一部費用の負担をお願いしている状

況でございます。 

 戸別受信機の価格はメーカーによって少し

違いはありますけれども、１台当たり４万か

ら６万円くらいだと聞いております。 

 また、配備している市町に伺いますと、故

障や代替機の対応、修理に費用を要している

とのことでございました。 
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 町民の皆様がご自身の安全を守るための情

報は非常に重要であります。このことから、

防災情報の伝達手段のあり方につきまして

は、財政状況も踏まえながら、平成24年度に

予定しています地域防災計画の見直しの中で

情報伝達のあり方について調査研究してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 答弁をいただきまし

たけれども、検討をしていくということなの

か、いや、財政が大変だからだめだというこ

となのか。私の言ってるのは、とりわけ高齢

者の方たちの安全・安心というのをどういう

確保をしていくのかということを、そのため

にも戸別受信機というのが有効であるよとい

うことを申し上げているわけでございまし

て、検討をしていくのかどうかということに

ついてお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 出川総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 今年度、防災行

政無線のデジタル化に向けての調査をするこ

ととしています。そのデジタル化になります

と双方向のそういう伝達手段が可能となって

きます。そして今年度、地域防災計画の見直

しを予定しています。そこで、よりよい情報

伝達のあり方について調査研究をしていく

と。今、安全・安心メールのそういう活動も

含めまして、総合的に情報伝達のあり方につ

いて研究をしていきたいと、そういうことで

ございます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 いわゆる通信が苦手

な人、メールとかそういうものが苦手な人、

高齢者等に対しての安全・安心対策というの

を強めていただくためにも、ぜひともさまざ

まな面からの検討をお願いをしたいというふ

うに思います。 

 時間がございません。次の質問に移らさせ

ていただきます。 

 北陸鉄道浅野川線の利用促進についてでご

ざいます。 

 来年度予算には北陸鉄道浅野川線等の安全

確保のため、国の制度である地域公共交通確

保維持改善事業の町負担分として1,468万

4,000円が補助金として計上をされているわ

けでございます。 

 こうした一方で、今後、より一層の浅電の

利用促進が課題となるわけでございまして、

とりわけ金沢市への通勤者対策、通学者も多

いわけでございますけど、通勤者の利用の促

進というのが私はかぎになってくるんではな

いかなというふうに思います。 

 2011年７月から実施をされておりますサイ

クルトレイン、浅電に自転車を載せて運ぶと

いうサイクルトレインの利用状況というのが

どのような状況になっているのか、お聞きを

いたします。 

○議長【夷藤満君】 山田都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 山田吉弘君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【山田吉弘君】 サイ

クルトレインの利用状況についてご説明いた

します。 

 サイクルトレインは、平成22年度に金沢市

が行いました駅・みなとのレンタサイクル社

会実験を契機に、平成23年度から本格実施し

ているものでございます。平成22年が実験期

間でありまして、７月17日から10月31日の間

の期間で173名、本格実施後については平成23

年３月16日から11月30日の間で380名の利用

実績がございました。 

 今後の課題といたしましては、利用時間帯

が限られておりまして、通勤通学者が利用で

きないこと。それと、金沢駅構内での自転車

の移動等の問題があるということでございま

す。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 
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○10番【清水文雄君】 今ほどサイクルトレ

インの利用状況、お答えをいただいたわけで

すけれども、浅電の利用の促進に当たっては、

北陸鉄道株式会社の企業努力やらサービスの

向上というのはもちろんであります。今後の

公共交通の充実、とりわけ２年後の2014年に

開通する北陸新幹線にあわせた浅電の利用に

向けての町の考え方をお聞かせをいただきた

いというふうに思います。 

○議長【夷藤満君】 山田都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 山田吉弘君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【山田吉弘君】 北陸

鉄道浅野川線石川線につきましては、利用者

の安全確保のため、平成23年度から国交省補

助事業の地域公共交通確保維持改善事業を活

用いたしまして、国、県が北陸鉄道株式会社

を支援し、老朽化の進んだ施設の整備を実施

しています。平成24年度からは国、県に加え

まして、沿線市町であります金沢市、白山市、

野々市市、内灘町も加わり支援していく予定

です。 

 平成24年度から北陸鉄道を支援していくに

当たりまして、利用者増加のための施策は必

要不可欠です。そのため、内灘町では昨年５

月に町会区長会、女性会のメンバーが中心と

なりまして浅野川線利用促進会議を設立、さ

らに９月には沿線３市１町により石川線・浅

野川線利用促進連絡会も設立されておりま

す。 

 利用促進につきましては、これらの団体を

中心に沿線自治体と連携をとりながら行って

いく予定であり、利用者一人一人がライフス

タイルを車から公共交通に変えていく意識を

持ってもらうことが大切だと考えておりま

す。 

 また、平成26年度末の北陸新幹線開業のた

めの金沢駅から内灘町への２次交通及び学

生、勤労者、高齢者の日々の生活交通を充実

させ、周遊性、利便性を高めることは、利用

促進のためにも必要であり、この点は周辺市

町や北陸鉄道株式会社と協議していきたいと

考えております。先ほどのサイクルトレイン

事業もこの中に含まれてくるものでございま

す。 

 町といたしましても、公共交通に対する意

識を高めるために、積極的に公共交通利用を

促し、ＰＲに努めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひとも公共交通の

充実に向けて、浅電利用促進に向けて促進を

お願いをしたいというふうに思います。 

 コミュニティバスについてお伺いをいたし

ます。 

 コミュニティバスについては、昨年の３月

議会で質問をさせていただきました。運行の

あり方を見直し、また利用者、とりわけ高齢

者など交通弱者と言われる方たちの利用の向

上はもちろん、浅電の利用拡大に向けた連絡、

利便性のあり方、あるいは町のにぎわい創出

づくりへの取り組みや、北陸新幹線とあわせ

た利用の促進などの検討が早急に必要である

との質問に対して、町は現在の運行ルートや

バス停、運行時間の変更、増便など見直しに

ついては、今後、町地域公共交通会議に諮る

ことになる。見直し時期については、現在の

運行委託期間が終了する平成25年１月の時期

に改正をしていきたいと考えているとのこと

でございます。現在までの検討状況をお聞か

せを願いたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 高木和彦まちづくり政

策部長。 

 〔まちづくり政策部長 高木和彦君 登壇〕 

○まちづくり政策部長【高木和彦君】 ただ

いまのご質問につきまして、私からお答えを

いたします。 

 コミュニティバスは、平成20年２月、高齢

者や車を運転しない人などに配慮した交通手

段として運行を開始いたしました。以来、４
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年間、多くの町民の皆様にご利用をいただき

まして、先月、累計の乗客数が50万人を突破

いたしました。今後より一層、地域の皆様に

親しまれる公共交通機関として運行してまい

ります。 

 現在の運行委託契約は平成25年１月に更新

時期を迎えます。運行方法につきまして、そ

の機会に見直しをする予定であります。 

 これまでに地域公共交通協議会の委員の皆

様からいただきました意見、それから町民の

皆様から寄せられた意見、そういったものを

今後調整していきたいと思います。 

 これまで主な意見としては、新たなルート

の要望、バス停位置の変更、北陸鉄道浅野川

線との接続、また接続することによって民間

の路線バスへの影響、そういったことを全体

の意見を整理しまして、今後、地域公共交通

協議会において見直しの案を作成してまいり

たいと考えております。素案ができましたら、

また議会にご説明させていただきたいと思い

ます。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 推進協議会で検討を

これからしていくということでございます。

その中で、今ほど答弁にもございましたよう

に、乗車する人が50万人を突破したというこ

とで、毎月１万人の人たちが利用していると

いうことで、その利用者の増とともにさまざ

まな運行に関する要望というのが出てきてい

るというふうに認識をいたしております。 

 ３月の町の広報の一番裏のところにも、北

部地区の人が通勤時間帯にもコミュニティバ

スを走らせてほしい、そんな意見も載せられ

ておりました。そういう意味では、今の現在

の車両の償却というのが終了するということ

で、コミュニティバスをさらに増車をして、

今後さらなる地域交通の充実あるいは新幹線

の金沢開業までに金沢からの二次交通、北陸

鉄道浅野川線、北鉄のバス、そしてコミュニ

ティバスというものを連携させる考えはない

のか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 高木和彦まちづくり政

策部長。 

 〔まちづくり政策部長 高木和彦君 登壇〕 

○まちづくり政策部長【高木和彦君】 コミ

ュニティバスの現在委託しております車両の

償却につきましては、委託期間が終了する平

成25年１月でこの償却費用も終了することに

なります。 

 コミュニティバスを１台増車するというこ

とになれば、当然新たな路線の開設やバス停

の増加によって利用者の皆様の利便性は当然

向上してくると思います。 

 また、北陸新幹線とか、その開業をにらん

だ町全体の二次交通、そういった受け入れに

つきましても今後検討していかなければなら

ないと考えております。 

 ただし、バス１台をふやすということにな

りますと、運賃収入を差し引いても年額約

1,200万円の費用がふえることになります。 

 先ほどからも財政厳しい中でこれから行財

政改革を進めていくということになりますの

で、何を優先していくかということをしっか

り議論して検討してまいりたいというふうに

考えております。 

 また、素案につきましては地域公共交通協

議会でしっかり議論してまいりたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水議員。 

○10番【清水文雄君】 これからの検討課題

だけれども財政面があるということで、それ

は十分理解をいたしております。そういう意

味では、知恵を出して、その1,200万円という

のはどういうようなバスを想定しているの

か、現在のバスを想定して試算されているん

だろうというふうに思いますけれども、車両

にもいろいろあるというふうに思いますし、

柔軟な考え方をいろいろ知恵を出して、やっ

ぱりそういうコミュニティバスの利便性とい
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うのをぜひともお願いをしたいというふうに

思います。よろしくお願いします。 

 これで終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 明日の本会議は午前10時から開き、引き続

き町政に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時20分散会 
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○議事日程（第３号） 

  平成24年３月８日  午前10時開議 

 日程第１ 

  町政一般質問 

   ７番 恩 道 正 博 

   １番 太 田 臣 宣 

   ８番 北 川 悦 子 

   11番 水 口 裕 子 

   ３番 酒 本 昌 博 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆さん、おはようござ

います。 

 傍聴の皆様には、早朝より本会議の傍聴に

お越しいただき、まことにご苦労さまでござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、５日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第１、町政に対す

る一般質問を行います。 

 質問時間は１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いいたします。 

 なお、関連質問につきましては、通告によ

る質問が終わってから行いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 また、傍聴の皆様には、議員が質問してい

る際は静粛にしていただき、立ち歩いたり退

席しないようお願い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ７番、恩道正博議員。 

   〔７番 恩道正博君 登壇〕 

○７番【恩道正博君】 皆様、おはようござ

います。 

 傍聴の皆様には、早朝からご苦労さまでご

ざいます。 

 議席７番、恩道正博です。 

 平成24年第１回定例会に質問の機会をいた

だきました。通告に従いまして一問一答方式

で質問を行います。 

 質問の前に、昨年３月11日に発生しました

東北地方太平洋地震とその直後に発生した大

津波は、たくさんのとうとい命を奪い去り、

私たちにとって忘れることができない大惨事

となりました。犠牲になられた多くの方々に

は、心から哀悼の意を表するとともに、その

後も避難生活を送られている被災者の皆様に

は心からお見舞いを申し上げます。 

 一方で、日本じゅうがこの震災で改めて地

域における人と人とのつながり、きずなの大

切さを再認識いたしました。 
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 私を含めまして、今回、会派合同の７名で

２月に震災で大きな被害を受けました宮城県

南三陸町を初め、福島県南相馬市、飯舘村の

被害状況並びに現状と対策について視察をし

てきました。 

 私は、これまで被災地については、新聞や

テレビなどマスメディアを通じての被害を知

る状況でありました。しかしながら、現地を

訪れて見て、いまだに高く積み上げられたが

れきの山、そして建物の屋上に打ち上げられ

ました自動車の状況を目の当たりにして、改

めて今回の震災、特に大津波による甚大な被

害を実感するとともに、大自然の大きな脅威

に対して、人間、そして現在の科学の力は小

さなものと感じました。 

 また、原発事故で10キロ圏内は警戒区域に

指定され、国道のところどころにその案内看

板が設置されておりました。放射線量が高い

計画的避難区域では、いまだに除染が進んで

いない状況で、原発事故の収束には長い時間

が必要と思われます。一日でも早く復興され

ることを願うものです。 

 被災地の視察も踏まえまして、震災から得

た教訓を少しでも安心・安全のまちづくりに

役立てたいと思いまして、質問をさせていた

だきます。 

 質問は、内灘町地域防災計画についてお伺

いをいたします。 

 地域防災計画に関しては、これまでの定例

会で多くの議員の方から一般質問がされてお

ります。きのうも清水議員から防災無線の各

戸配備の質問がありました。 

 そこで私の第１の質問は、指定避難所の標

識の設置状況についてお伺いをいたします。 

 町地域防災計画では、災害時に被災者が一

時的に避難生活を送る避難所については、町

の公共施設など32カ所を指定しております。

この避難所の中には、地域住民はもとより、

旅行者や仕事などで一時避難をされる方も想

定されます。そこで、町が指定している避難

所の所在位置を示す標識や避難所の看板を設

置する考えはないのかを伺います。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 指定避難所の位

置を示す看板等の設置につきましては、災害

に備えて日ごろから町民の皆様に指定避難所

の場所をお知らせすることは重要でありまし

て、また議員ご指摘のとおり、本町へ仕事や

旅行等で一時的に訪れた方々に対しても必要

であると考えております。 

 新年度には、町地域防災計画を見直す予定

としております。その中で、指定避難所の所

在位置を示す標識や避難所の看板整備につい

て検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 ただいまの部長の答

弁ではありましたけれども、もう一つ、その

避難所の看板等につきましては、これはひと

つ住民の目線での、いわゆるそういう誘導サ

インとか、デザインをひとつ考慮していただ

きたいという、いわゆる住民参画の協働での

ことをお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 出川総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 地域防災計画の

見直しの中には、住民の方の代表も入る予定

としております。そういう目線で、ぜひそう

いう人も入れて看板の整備をしていきたい

と、そう思います。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 次に、２つ目の質問

は、避難所の情報収集及び伝達に必要な通信

網についてお伺いいたします。 

 災害の発生時には、町は避難所を早期に開

設し避難者を受け入れることになりますが、

その場合、避難所と災害対策本部との連絡体

制が必要不可欠となります。例えばけがを負

った人、病気の人などの状況などありますが、
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町では、この災害発生時の避難所と災害対策

本部との通信手段をどのように考えているの

か、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 出川総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 大震災やその他

大規模災害が発生した際に、固定電話や携帯

電話による情報の収集や伝達が非常に困難な

状況が想定をされます。本町では固定電話や

携帯電話が不通となった場合の通信手段とし

て、県から貸与されています衛星電話や公共

施設間を結ぶ地域イントラネットを利用した

ＩＰ電話などを活用し機能させることとして

おります。 

 さらに、今後、整備を計画しております町

防災行政無線をデジタル化することによりま

して、避難所と災害対策本部との双方向での

情報伝達が可能なこととなります。 

 また、平成24年度予定しております町地域

防災計画の見直しの中で、通信手段のあり方

について調査研究してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 今ほど固定電話、携

帯電話が不通になった場合、特に今のイント

ラネットを利用したＩＰ電話も含まれている

ということですが、このＩＰ電話につきまし

ては、例えば大災害を想定した場合、当然、

電源、いわゆる停電になると思うんですが、

ＩＰ電話の場合、そこら辺の電源についても

重要と思われますが、そこの対策はいかがな

ものでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 出川総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 各施設で装備し

ています非常用電源で対応をしていることと

しておりますけれども、平成24年度に予定し

ています町地域防災計画の見直しの中でも通

信手段のあり方について、いま一度確認し、

検討してまいりたい、そう思っています。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 今ほど地域防災計画

の中では見直していくということですが、特

に大災害を想定した場合、特に通信手段とい

うのは一番重要なものと思われますので、今

後の地域防災に十分反映していただきますよ

う、お願いを申し上げます。 

 次、第３点目の質問でございます。 

 これも町はさきの東日本大震災を踏まえ、

今ほどの町地域防災計画の見直しを進めると

いうことでありますが、原子力災害対策につ

いて町地域防災計画に盛り込む考えはないの

かをお伺いいたします。 

 これにつきましては、昨年10月に原子力安

全委員会は放射性物質が想定を超えて広がっ

た福島原発事故の実態に対応し、原子力事故

時の防災指針の見直しを進め、防護範囲を原

発から半径30キロ圏に拡大するなどとした指

針案を示しております。また、重大事故が発

生した場合に、住民が直ちに避難する準備を

整える範囲、ＰＡＺを原発から半径５キロと

しております。さらに、甲状腺がんを防ぐた

め50キロ圏内を屋内退避や安定ヨウ素剤服用

の準備をする範囲という指針を示しておりま

す。 

 福島原発の事故では、大気中に放出された

放射性物質は風に乗って広い地域に移動、拡

散しました。そして、地表に降下しておりま

す。その拡散は一様ではなく、そのときに雨

が降った地域では原発から遠く離れていても

多くの放射性物質が降下しております。降下

した放射性物質は、土、草木、建物、道路な

どの表面に付着したり、雨に流され、雨どい

や側溝などに集まったりしています。これら

の放射性物質が出す放射線により、事故以前

に自然界にあった放射線に加えて、人が受け

る放射線の量、いわゆる被曝量が増加をして

おります。増加の仕方は、これも地域によっ

てさまざまであります。また、農地の土壌に
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も放射性物質が含まれ、作物に取り込まれる

などの影響も出ております。こういった状況

を踏まえますと、内灘町の地域防災計画に原

子力対策を盛り込むべきと考えますが、町長

の考えはいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 恩道議員の一般質

問で、原子力災害対策を地域防災計画に盛り

込むことができないのかという、そんなご質

問でございました。 

 ご存じかと思うんですが、町が策定いたし

ます地域防災計画の中に原子力防災対策編を

新たに設けることにつきましては、国の災害

対策基本法及び原子力災害対策特別措置法に

基づきまして、原子力災害に対処するための

必要な体制を確立するとともに、防災に必要

な措置を定めるための作成をするものでござ

います。 

 石川県では、国の防災指針の指標に基づき

まして、県の地域防災計画の中に原子力防災

対策編を定めているところでございます。 

 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域

の範囲として、これまでは約10キロ圏内に位

置する志賀町及び七尾市が対象地域に定めら

れておりました。ところが、今ほど恩道議員

がおっしゃったように、東日本大震災以降、

国は東京電力福島原子力発電所における原子

力事故への対応を踏まえまして、原子力安全

委員会で原子力防災に関する抜本的な見直し

を行っておりまして、本年４月をめどに改定

される国の防災基本計画及び防災指針により

まして、従来の原子力発電所から約10キロか

ら約30キロ圏内の市町は地域防災計画の中に

原子力防災対策偏を新たに策定することにな

っているところでございます。 

 また、現在、原子力安全委員会では、ＰＰ

Ａ、いわゆる約50キロ圏内と言われる甲状腺

がん予防のための放射線ヨウ素対策地域につ

きましても距離を含めた具体的な対策の検討

が進められているところでございます。 

 この内容が具体的に示されて、本町が対象

地域に含まれれば、当然、本町におきまして

も地域防災計画の中に原子力防災対策偏を作

成をすることになるところでございます。 

 言うまでもありませんが、私は町民の安

全・安心を守る立場として、今後も町地域防

災計画のあり方について皆さんとともに考え

ていきたいと思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 ただいま町長の答弁

をお聞きしますと、国の対策があって、次に

県の対策ということで、それらが本年４月も

含めまして出てくるだろうということであり

ますが、福島の原発事故を見ておりますと、

確かにこれまでの10キロ圏内、それと飯舘村

等を見ますとほとんど30キロから離れている

現況の中で、実際にはそういう放射線被害が

出ているということで、これはまた国と県と

のいろんな関係がございましょうが、いわゆ

る町独自のそういう放射線というか、そうい

う対策を盛り込むことはできないのか、再度、

お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 恩道議員の質問に

お答えします。 

 以前からも一般質問等々の中で、町独自で

の原子力防災計画といいますか、つくれない

のかと、策定できないのかというお話がござ

いました。当然、今まで言われているのは、

国、県があって、そして市町の防災計画とい

うのがつくれるんだというお話でありまし

た。 

 そして、そのためには今変更をいたしまし

たＵＰＺに含まれている地域についてその指

針に基づいてつくるということでありました

けど、我々は今でもそれは変わらないんです
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が、内灘町も今ほどのお話にもありましたよ

うに、飯舘村が30キロから50キロ圏内の中に

いるということですから、その中で緊急避難

地域に指定されたと、そんな経過もあります

から、決して我々の圏内が関係がないという

ことではない。それよりむしろ、大いに関係

あるということで、ぜひともそういうことを

つくらせてほしいという話も言ってきまし

た。 

 ただ、国、県の状況というものはなかなか

厳しい状況でございます。 

 いずれにしましても、先ほど申しましたよ

うに、50キロ圏内にＰＰＡ、放射線ヨウ素対

策地域ということで指定されるかどうかとい

うことが決められるわけでありますが、そう

なれば確実に原子力防災対策編も作成せない

かんということでありますので、そのことを

これからも皆さんとともに進めていきたい

と、このように思っているところでございま

す。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。 

 ７番、恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 わかりました。 

 それで、町長が提案理由の中にもありまし

たとおり、安全・安心のまちづくりのために

も、ひとつ原子力対策も含めまして、地域防

災計画を安心・安全のまちづくりのために今

後取り組んでいただきたいと思いまして、要

望いたしまして、私の質問はこれで終わりま

す。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田臣宣議員。 

   〔１番 太田臣宣君 登壇〕 

○１番【太田臣宣君】 議席番号１番、太田

臣宣です。 

 傍聴席の皆様には、早朝より多くの方に傍

聴していただき、まことにありがとうござい

ます。 

 平成24年第１回内灘町議会定例会におい

て、一般質問の機会を得ましたので、通告に

従い、一問一答で質問をさせていただきます。 

 今回、私からは、第二次内灘町行財政改革

実施計画と内灘町総合公園基本計画について

と街並み環境整備についての３点を質問させ

ていただきます。 

 町長並びに関係部課長には、わかりやすく

簡潔明瞭なご答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

 １点目の質問は、第二次内灘町行財政改革

実施計画についてお聞きいたします。 

 内灘町では、平成18年度に内灘町行財政大

綱を策定し、コミュニケーション型行政の推

進、財政基盤の確立、職員の意識改革の３点

を重点課題として、21年度までの４年にわた

り取り組み、平成18年度以降、実質単年度収

支は赤字となっていますが、平成21年度まで

は確かに改善の方向に向かい、行政の努力が

見受けられました。 

 22年度は実質単年度収支が２億2,700万円

の黒字となりましたが、昨日の一般質問で黒

字化となった要因は、交付金の増加など臨時

的収入が増加したことと、北部土地区画整理

組合より約２億2,000万円の収入もあり、黒字

となったということで、本当の意味での黒字

とは決して言えないんではないでしょうか。 

 行財政改革を進めなければいけない中、23

年度３月補正後の見込みで、財政調整基金を

３億600万円取り崩し、さらには実質単年度収

支が３億4,600万円の赤字となる見込みとな

っていました。 

 また、平成24年度の予算内示会で示された

財政調整基金の取崩額は３億695万円で、平成

24年の年度末の残高は１億1,871万4,000円と

なり、過去10年を見ても最も厳しい状況であ

ると見込まれます。 

 町としては、今後、財政調整基金をどのよ

うに積み増しをして、今後の行財政を図って

いくのか、お聞きします。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 今後、財政調整基
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金をどのようにして積み増ししていくのかと

いうご質問でございます。 

 平成24年度予算では、財政調整基金から約

３億円を取り崩し、基金残高が24年度末には

１億2,000万円程度と見込んでいます。現状で

は、当面、財政調整基金からの繰り入れに頼

るところでありますが、財政健全化のために

は、ある程度一定の財政調整基金を維持する

ことが必要です。それには、根本的に財政構

造の体質強化に取り組み、まず単年度黒字で

の財政運営を目指す必要があります。そのた

めにも、先ほどご指摘のとおり、第二次行財

政改革実施計画を進めていくものでありま

す。 

 基金の総額については、このままではさら

に減少が見込まれますので、目的基金のあり

方を含めて基金の整理統合や活用を検討して

いきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 維持をするのではな

く、積み増しをしていく時期に来ているので

はないでしょうか。本当に24年度末の残高を

見ましてもかなり厳しい残高となる見込みと

なっております。 

 このような中、財政調整基金が仮に底をつ

いたときに、なくなったときにどういうこと

になるのか、お示しをいただきたいと思いま

す。わかりやすくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 財政調整基金がな

くなった場合ということですが、そういうふ

うにならないために、先ほど積み増しが必要

だと。私も積み増しが必要だということは認

識しています。一定の財政調整基金、これは

何億円で維持するのがいいのかということは

いろいろな論議を経て決めて、方向づけをし

ていくことになると思いますが、少なくとも

24年度末のものでは足りないということだけ

ははっきりしていると思います。 

 今、24年度以降の財政の見通しにつきまし

ては、歳出では義務的経費である公債費の支

出がピークを一応過ぎまして、24年度では９

億円までで、平成23年度見込みに比べて7,200

万円ぐらいの減となり、今後も一応これは減

少していきまして、平成27年度までの４年間

のトータルでは３億5,000万円余りの一般財

源が確保できるということになります。 

 また、全体的に言いますと、人件費では23

年度は若干膨らんだのですが、保育所の民営

化等によって今後減少していくというふう見

込んでおります。 

 また、今後の新たな公共サービスの展開拡

充には常に財政のバランスを勘案して、特に

行財政改革を進めていき、選択と集中の観点

で事業の見直しをし、執行していくと、そう

いうふうに考えております。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 本当に財政調整基金

を積みますことを考えていただかねばならな

いと思います。 

 先ほども目的基金を振り替えるというご答

弁がありました。目的基金を振り替えるとい

っても、本当に振り替えれる目的基金、ある

んでしょうか。本当に少ないと思います。そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 目的基金のうちの

大きなものは２つ、これから具体的に目的の

ために基金を使うという考えを今回の議会の

中でも一つお示ししています。それは、ほの

ぼの湯の跡をどういうふうにするかという部

分と、それから学校をどうするかという部分

がありますので、その辺の基金はそのまま使

用していかなきゃいけないというふうに思っ

ています。それ以外の基金については、一度

全部見直しをするというふうに考えて進めて

いきたいというふうに思います。 
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○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 本当に目的基金を見

直すのではなく、目的基金が目的基金として

しっかりとした財政運営のために必要な基金

であると思っております。今後もしっかりと

その辺も見ていってほしいと思います。せっ

かく第二次内灘町行財政改革実施計画を進め

るのですから、目的基金を取り崩すことを考

えないで財政運営をしっかりとやっていくよ

うにお願いしたいと思います。 

 このような中で、平成27年度までの第二次

内灘町行財政改革実施計画が示されました。

財政調整基金は町の大切な貯金であります。

財政が厳しいというのであれば、24年度当初

予算からしっかりとした予算編成をしていく

べきではないでしょうか。 

 第二次内灘町行財政改革実施計画を見て

も、実質単年度収支の赤字幅を縮小していく

ものの、基金においては27年度末では財政調

整基金とそのほかの目的基金をすべて合わせ

た残高は、23年度末の約半分、５億9,000万円

となる見込みです。財政調整基金においては

7,330万円となり、今後は本当の意味で厳しい

財政運営を強いられます。24年度当初予算で

は、財政調整基金３億600万円を取り崩すとな

っていますが、その主な要因と今後の財政を

どのように考えているのか、お示しください。 

○議長【夷藤満君】 高木和彦まちづくり政

策部長。 

 〔まちづくり政策部長 高木和彦君 登壇〕 

○まちづくり政策部長【高木和彦君】 ただ

いまのご質問にお答えさせていただきます。 

 24年度の予算編成につきましては、昨日の

一般質問に対して町長のほうから答弁したこ

とと重なりますけれども、財政状況厳しい中

でも町としてはやらなければならないこと

が、課題があります。その中では、まず特に

提案理由の中でも申し上げましたが、東日本

大震災等を受けまして、町民の安心・安全対

策を講じるということでの予算編成をまず第

一に始めました。 

 それと、今後の町政の基本的な方針である

中で、計画どおり進めてきた町立保育所の民

営化、またそのほか町民生活に密着したもの

につきまして、特に一般財源を使わないでで

きるだけ国や県の財源を活用しながら計上し

ました。 

 そういった中で、財政を執行していく中で

事業の優先度を見きわめながら、経常的なも

のについては経費の削減ということを第一に

予算編成をしました。 

 今回の財政調整基金を取り崩すことによっ

て、現行の予算段階では残高が１億円余りに

なるという厳しい状況でございますけれど

も、決算ベースでは行財政改革の中で今後の

数値見込みとして示しましたように、１億円

強が減少するというふうに見込んでおりま

す。 

 今後は財政調整基金を決算ベースで取り崩

しがないような、収支がとれる、そういった

財政運営をするために、行財政改革を進めて

いきたいというふうに考えております。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 本当に今の答弁のと

おりだと思います。しっかりとした行財政改

革を進めていっていただきたいと思います。 

 本来であれば、しっかりと第二次内灘町行

財政改革プランを示したのであれば、１年目

の24年度当初よりしっかりやっていくべきで

はないでしょうか。副町長はどのようにお考

えになっているのか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 その前に、まず、

先ほど議員のおっしゃった目的基金は目的基

金としての本来の目的があるのでしっかり残

すべきだと。そのとおりでもありますが、そ

の目的も含めて、もう一度確認をして、残す

べきものは残す、あるいは積み増しをすべき

ものを積み増しをしていくという方向で取り
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組んでいきます。 

 改革プログラムそのものを24年度からしっ

かり進めよということですが、きのうもちょ

っと清水議員のところでお話をしましたが、

私の中で改革プランをどう進めるかというふ

うなことでのしっかりとしたプランニングと

いうんですかね、その辺が十分であるかどう

かということについては少し問題意識を持っ

ています。 

 したがって、23年度から27年度までの改革

プランになっており、23年度からというのは

もう１カ月もないわけです。一部取り組み出

したものもありますが、あるいはこれまでの

継続でやってきたものもあります。ただ、新

しくこれから取り組むというものもあります

が、それについてはできるだけ早期に取り組

みを開始するというふうにしたいと思いま

す。 

 そのためには、きのうもお話をしましたと

おり、目標を設定するということが一番大事

なことかというふうに思いますので、それに

はもうできるだけ早く、今年度中から着手し

ていきたいというふうに考えています。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 わかりました。 

 今後さらに増加していくと思われる民生費

についてお伺いいたします。 

 23年度当初予算の民生費は約28億9,700万

円で、全体の構成比率は36.7％であります。

24年度の当初予算は約30億6,600万円となっ

ており、その構成比率は38.9％。１年を見て

も約１億6,900万円の2.2％が増加しておりま

す。今後も増加していくであろう民生費の推

移も、第二次内灘町行財政改革実施計画の中

に盛り込み、しっかりとした集中改革プラン

を作成していただきたい。町としてどのよう

に考えているのか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 町の現状、特に内

灘町は日本国全体の人口ピラミッドとほとん

ど同じ構図をしています。したがって、これ

から高齢化が非常に早く進んでいくというこ

とになります。 

 そういう意味では、民生費はますます増加

をする。このままの状態では増加をするとい

うことになりますと、内容、民生費の中身を

どういうふうに組み立て直していくかという

ことが非常に重要になってきます。 

 民生費の対象者というのは非常に多い。あ

る意味では町民すべてが対象というふうなこ

とになりますので、どういうふうな人たちに

どういう内容のものをサポートするのかとい

うことを改めて考えて、その内容は集中改革

プランの中に随所に入っていますので、個々

について一応確認をして進めていくと同時

に、全体的にどうあったらいいかということ

も含めて、これから取り組んでいきたいと、

そんなふうに思っています。 

 したがって、総合的にどうあるべきかとい

うふうなことを考えた上で取り組みを進めて

いきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 もう一度お聞きした

いんですが、今後どのような推移で民生費が

伸びていくのかということもひっくるめて、

行財政改革プランの中にのせていっていただ

きたいと、それを踏まえた上でしっかりとや

っていかなきゃいけないと思っていますの

で、もう一度ご答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 民生費のウエート

がどうあるべきかということについては、そ

れ以外のものも全部ひっくるめて、今のよう

なバランスですとバランスはだんだんだんだ

ん膨らんでいくと思います。ですから、膨ら

んでいくというのをどこでパーセンテージを
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抑えるのかというふうな考え方もあるんです

が、全体的に今の財政規模、これがどういう

ふうに今後推移していくかということも含め

て、全体的に民生費はどの程度のウエートで

進めていくべきなのかということを議会の皆

さん方とも話し合って、方向づけをした上で、

それにおさめていくという方向での改革プラ

ンの進め方をしていきたいと、そんなふうに

思います。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 今後ますます本当に

民生費はふえていくであろうと思われます。

本当に民生費の今後の予測も町としてできる

はずだと思います。高齢化率の増加などを踏

まえれば、数字としては出てくるんじゃない

かなと思います。それも踏まえて、しっかり

と議会のほうに示していただきまして、一緒

になって行財政改革に取り組んでいきたいと

思います。 

 先ほど副町長の答弁にもありましたけど、

昨日の清水議員の質問の中で、副町長は、集

中改革プランの中に具体的目標数字を早急に

示すとご答弁されました。また、スケジュー

ルも示すとお答えになられました。いつ議会

に示すのか、お示しください。 

 先延ばしにするのではなく、いかに早くお

示しになって、一緒になって議論していくか

が必要だと思います。副町長、ご答弁、よろ

しくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 蓑副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 目標設定を急いで

示せという。できるだけ早く示すますが。き

のう申し上げましたのは、集中改革プランの

中で直ちに数値化できる目標というのがあり

ます。 

 例えばこれは自主財源の確保の中の水道会

計の健全化ということであれば、どういう数

値の状態が健全化された状態かというのはは

っきりしますから、これは健全化とはこうい

う数値であるということは示すことができま

す。 

 そういう数値で示せれないものがありま

す。例えば今、新地方公会計制度に基づく財

務諸表の公表という、こういうテーマがあり

ます。会計の仕組みを変えて、それを公表し

ていくということですが、これは24年度中に

公表していくんですが、その時期、公表する

時期を示すだけではだめなので、それまでに

どういう手順があるか。どういうことをして

いくことによってそこに持っていけるのかと

いうようなことのスケジュール、そういうの

をスケジュール化してお示しすると。これは

数値化できません。スケジュールとしてお示

しして、約束した時期に公表に持っていくと、

こういう示し方になると思うんです。目標と

しては。 

 もう一つは、例えば保育料の検討というの

があります。これは保育料負担の公平性であ

るとか適正化というふうな表現になります。

これは数値化というよりも、むしろどういう

状態が公平で適正なのかというふうなこと、

あるいは仮の数値を持ってくるということも

できるかもしれませんが、そういう方法をと

らざるを得ない。そうすると、先ほど言いま

した数値化がすぐできるものはできるだけ早

くお示しする。早くというのはいつになるか

ということですが、毎月毎月議会の委員会が

ありますのでできたものからお示ししていく

ということになっていきますから、４月の議

会のときにも委員会等でお示しできるものは

お示ししていきたいというふうに考えます。 

 少しスケジュール化も早くお示しできるも

のもあると思いますがどういう状態にするか

ということに関しましては、少し時間をかけ

ながら、どういう状態かということも論議も

必要でありますので、少しお時間はいただき

たいというふうに思います。 

 いずれにしましても、こういう数字は単に

行政のほうが示す、持つ数字だけじゃなくて、
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町民の皆様、議会の皆様とも共有した目標と

して設定した上で取り組んでいくというふう

なものになりますので、そういう意味では町

民の皆様にもそういう目標設定の段階で配っ

ていただかなきゃいけないというものも出て

くるかもしれません。そんなことを含めて92

項目あるんですが、すべてのものについての

目標は何とか設定して取り組んでいきたいと

いうふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 今ほど町民に参加し

てもらってというご答弁もありましたが、本

当に厳しい財政の中でありますから、行政主

導でしっかりとやっていくべきだと思ってお

ります。町民を交えて、議会も交えて議論し

ていますと、時間がどんどんたっていきます。

10月、11月には23年度の決算も審議しなけれ

ばなりません。なるべく早くお示ししていた

だきたいと思います。 

 今回も私を含めて３人の議員が行財政改革

実施計画の質問を行いました。行財政改革は

喫緊の課題であり、今後の行財政運営をスム

ーズに行っていくためにも、とにかく早急に

取りかかっていただきたいと思います。 

 副町長には、本当にご答弁ありがとうござ

いました。本当に長い間、またお疲れさまで

ございました。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 ２つ目の質問は、内灘町総合公園基本計画

についてお伺いいたします。 

 昨日、能村議員が温浴施設について詳しく

お聞きしたので、私のほうからは昨年９月定

例会で質問したサッカー場整備についてお伺

いいたします。 

 内灘町にはないサッカー場整備について

は、多くのサッカーファミリーが待ち望んで

います。また、町のスポーツ交流人口の拡大

や、さらには合宿などの誘致にもつながり、

その経済効果はいろいろなところに波及して

いくはずであります。 

 町長の９月定例会での答弁では、サッカー

場整備については来年度、24年度以降に実施

計画を行い、平成27年度までに整備を図りた

いとありましたが、今でもその計画に変更は

ないか、まずお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 太田議員の質問に

お答えします。 

 今ほどもありましたように、サッカー場整

備を平成27年度までに図れるのかどうかとい

うことでありました。 

 今ほども行財政改革についてお互いに真剣

に議論していただきました。そして、町の基

金のありよう、そして事業の目的等々も含め

て議論は尽きないと思うのですが、ただし、

厳しいことはお互いに認め合おうということ

ですから、なかなか言いづらい話なんですが、

ただサッカー場整備につきましては、昨年の

９月議会で答弁したとおり、24年度以降に実

施設計を行い、そして平成27年度までに整備

を図りたいという気持ちは変わっていないと

いうことであります。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 サッカー場整備につ

いては、本当にサッカー人口が毎年毎年増加

していっている中、練習施設もないような中

で少年からシニアまで練習などを行っており

ます。早急にまたお願いしていきたいと思い

ます。 

 今後、国からの補助金も厳しくなっていき

ます。社会資本整備総合交付金を受けられる

ときに整備を図っていかなければ、町が整備

を図ろうとしたときに本当にやりたいときに

補助を受けることができなくなってしまう可

能性すらあります。 

 総合公園整備計画がどんどん先送りになっ

てしまわぬよう、できるときにできることか

らしっかり整備を進めるべきと思います。 
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 社会資本整備総合交付金を活用すれば、町

の財源は少ない財源の中で整備を図れると伺

っております。社会資本整備総合交付金を活

用しながら、できることからまずやっていた

だきたいと思いますが、町のお考えをお聞き

します。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】  ただいま質問に

お答えしたいと思います。 

 現在予定をしております総合公園整備計画

の中で、皆さんに説明してきたわけでありま

すが、もちろん町の重点事業ということで位

置づけているわけでございます。そういう意

味ですから、計画に基づきまして整備してい

きたい、順次整備していきたいと思っている

ところでございます。 

 その計画の中で整備する施設といたしまし

て、温浴施設、さらにサッカー場施設、体育

館施設、ふれあい広場施設等々があるわけで

ありますが、まずはこの間、皆さんにもお示

ししていますように、温浴施設の整備をぜひ

とも早くやっていきたいと、このように思っ

ているところでございます。 

 サッカー場施設整備につきましては、総合

公園基本計画が確定した後、基本設計、実施

設計を24年度から平成26年度にかけて実施を

いたしまして、整備工事を平成26年度から平

成27年度行いまして、平成27年度までの完成

を目指していきたいと、このように思ってい

るところでございます。 

 整備実施に当たりましては、社会資本整備

総合交付金の動向により、整備予定期間が延

びることも考えられますが、今後の社会資本

整備総合交付金事業の動向を注視をしなが

ら、国、県に対して強く補助要望を行ってい

きたいと、このように思っておるところでご

ざいます。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 ありがとうございま

す。 

 関連しての質問となりますが、総合公園内

にある内灘町野球場の施設修繕についてお伺

いしたいと思います。 

 野球場については、内灘町唯一の野球場で

あり、町内では少年から寿野球まで、また、

町外からも多数の方が利用し、スポーツ交流

人口の拡大の一役を担っている施設でありま

す。内灘町野球場は、ナイター設備について

は改修工事が既に終わっていますが、施設全

体も雨漏りなど見受けられ、老朽化が進み、

上の防水シートなどももうぼろぼろな状態で

はがれております。 

 今後、長く使用していくためには早急な修

繕が必要な状況です。行政におかれても、現

状を認識していると思いますが、いつ施設の

修繕を行う予定としているのか、お聞かせく

ださい。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 野球場の修理につ

いてご質問がありました。今太田議員おっし

ゃったように、野球場は県内外で利用してい

ただいているということでありますから、

我々の誇る施設でもございます。ぜひとも使

いやすいように修理を急がないといけないと

いうふうに思っていますし、ことしは町政50

周年という記念すべき年ということで、野球

協会のほうもマラソン野球といいますか、や

りたいと、こんな話もしているわけでござい

ます。そのことも含めて考えた場合に、一日

も早い修理をということでありました。 

 これまでも公園施設改修をやってきたわけ

でありますが、平成24年度に長寿命化計画を

策定をいたしまして、平成25年度に国の補助

事業を活用し実施する予定でいます。よろし

くお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 国などに要望しなが

ら有利な財源を探しながら、町の財政が厳し
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い折でありますから、何とぞその辺もしっか

りとやっていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 ３つ目の質問は、街並み整備、環境整備に

ついてお聞きいたします。 

 内閣府が発表した2011年度版、高齢社会白

書によると、2010年10月１日時点で65歳以上

の高齢化人口は2,958万人で、総人口に占める

割合は23.1％と発表されました。高齢化人口

は1947年から1949年生まれの団塊の世代が65

歳以上になる2015年には3,000万人を超え、75

歳以上の後期高齢者となる2025年には高齢化

率が30.5％に達すると推計しています。 

 内灘町においても着実に高齢化が進み、生

活保護世帯数も平成20年当初では55世帯だっ

たのが、23年当初には88世帯、また保護人数

も76人から118名と増加をいたしております。 

 また、国民年金の納付率を見ましても、平

成20年では71.86％でありましたが、23年10

月には65.05％とかなり減少しており、今後、

無年金世帯も増加していくんではないかと推

測されます。 

 このような中、内灘で生まれ育った子供た

ちが将来内灘に戻り親を支えていくよう、ま

た内灘町に住みたいと思える施策を考えてい

く必要があると思います。その第一歩が街並

み整備事業ではないでしょうか。 

 石川県建築基準法の中で道路とみなす道は

復員1.8メートル以上の道で、その境界が明ら

かなものとするとあり、1.8メートル未満の道

路に面する宅地では、住宅の建てかえもでき

ないようであります。何か住宅を建築できる

方法がないのでしょうか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 ただいまの

ご質問にお答えいたします。 

 建築物を建築するには、４メーター以上の

幅員の道路に接しなければならないと建築基

準法に規定されております。ただし、４メー

ター未満であっても特定行政庁が指定した道

路であれば道路中心線から２メーターセット

バックすれば建築することができます。 

 特定行政庁であります石川県では、幅員1.8

メーター以上４メーター未満の道路をその道

路として指定しております。現行の法律では、

石川県に指定されていない1.8メーター未満

の道路に面する宅地に建築する方法はないと

考えております。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 内灘町において、特

に向粟崎、大根布、宮坂、西荒屋、室地区で

そのような道路が多く見受けられるように思

います。 

 実際、内灘町でその地区で1.8メートル未満

の道路は何本あるのか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 町では道路

を管理する上で道路台帳を整備しておりま

す。その道路台帳を調べましたところ、1.8

メーター未満の道路は約60本確認しておりま

す。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 約60本もあるという

ことであれば、そこに該当する住宅はかなり

の数になると推測できます。住宅を建てかえ

ようとしても建築できないということになれ

ば、その土地に住むことさえ将来できなくな

ります。空き家対策や人口の流出に歯どめを

かけるべきではないでしょうか。 

 町におかれましては、今後、街並み整備を

どのように進めていくのか、お聞かせくださ

い。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 街並み環境

整備事業についてお答えいたします。 

 内灘町では、このような狭隘道路の解消及

び住環境の改善を図るため、西荒屋、大根布
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地区において住民がまちづくり協議会を組織

し、街並み環境整備事業を実施してまいりま

した。現在、向粟崎地区においてまちづくり

協議会が組織され、事業を進めておるところ

であります。 

 この事業は、道路の中心より２メーター未

満の用地は無償で提供していただいておりま

す。また、整備区間の地権者全員の合意が必

要でありまして、地権者のご理解、ご協力が

得られたところからそういった狭隘道路の解

消を図ってまいりたいと、そのように考えて

おります。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 昨日の質問の中でも、

教育長の答弁で、西荒屋に小学校かあること

が地域の活力にもつながっているとご答弁さ

れました。児童数の減少に歯どめをかけるた

めにも、街並み整備が一番有効な手段なので

はないでしょうか。町長の思いをもう一度お

聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 太田議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるように、街並み整備はまさ

にその町の活力につながるわけですから、

我々としましてもそのことを念頭に置きなが

ら、いろんな施策を行っているところであり

ますので、これからもそんなことが前進でき

るような施策をやっていきたいと、このよう

に思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 街並み整備を図って

いくには、多額の財源も必要になってきます。

毎年財源の厳しい中でも少しずつ予算を計上

しながら、各地区ともしっかりと相談しなが

ら、将来のまちづくりを考え整備を図ってい

くべきだと考えます。そのことが空き家対策

につながり、町の景観整備となり、その地区

の活力となって人口の拡大にもつながってい

きます。ぜひとも行政におかれましては、今

後もしっかりと街並み整備を進めていただき

たいと思います。 

 以上で私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、日本

共産党、北川悦子です。 

 一問一答方式で質問します。 

 まず、民主党、野田政権は、社会保障と税

の一体改革と称して消費税を2014年、８％、

2015年には10％に増税する大増税法案を成立

させようとしています。消費税大増税計画に

は３つの大問題があると思います。 

 第１には、無駄遣いを続けたままの大増税。

第２には、社会保障切り捨てと一体の大増税。

第３には、日本経済の長期低迷の中で日本経

済をどん底に突き落とし、財政破綻を一層ひ

どくする大増税です。 

 消費税増税は嫌だけど、社会保障や財政赤

字はどうなるの。こうした疑問に答えて日本

共産党は、消費税大増税ストップ、社会保障

充実、財政危機打開の提言を発表しています。

大枠のみ紹介させていただきます。 

 社会保障を充実させる税、財政の改革と経

済の民主的改革を二本柱で、同時並行で進め

ていくことを大きな柱にしています。 

 まず、大きく崩された社会保障の再生を重

点的に進めることを第１段階にしています。

そのための財源は、無駄遣いの一掃と来年度

から実施しようとしている法人税５％の引き

下げの中止など、大企業、富裕層にも応分の

負担で優遇、不公平をなくしていく。次の段

階で先進水準の社会保障の拡充と国民の所得

をふやし、経済を内需主導で健全な成長の軌

道に乗せる民主的な経済改革です。社会保障

の拡充は国民の暮らしを支え、生活と将来へ

の不安を軽減し、家計を温めるとともに、地

域に新しい仕事をつくり、雇用を生みますか
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ら、経済の健全な成長にとっても大きな力に

なります。詳しくは日本共産党の提言をお読

みいただきたいと思います。 

 社会保障の関連から、国民健康保険税につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

 平成24年度、国民健康保険税税率改正案が

出されました。保険者１人当たり調定額に換

算すると年額1,760円の増、改正率1.9％とな

っています。平成24年度以降の収支を平成20

年度から23年度の単年度収支額の平均で約

4,000万円の赤字と見込み、単年度赤字見込額

4,000万円を解消することを目標に、平成24

年度から27年度をめどに段階的に保険税収を

ふやしていく。24年度には1,000万円の保険税

収をふやすための改正案が出されています。

27年度まで毎年引き上げが行われていくとい

うことですか。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部担当

部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 ただい

まのご質問にお答えいたします。 

 24年度につきましては、議員ご指摘のとお

り、1,000万円を上げさせていただくというこ

との予定をしております。そして、25年度に

つきましても1,000万円ということで、この２

年間につきましては段階的に急激な被保険者

の方々の負担増を避けるためにも、こういっ

た形でやりたいと考えております。 

 その後につきましては、保険会計の状況を

見ながら的確に判断したいというふうに考え

ております。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 来年度も引き上げが

行われるということで、大変なことだと思い

ます。例えば羽咋や津幡町、川北町など４月

から住宅リフォーム助成制度を創設するとい

うことになりました。地元の業者を使っての

住宅リフォーム制度。こうした経済波及効果

のある住宅リフォーム助成制度等を創設し

て、もっと収入をふやしていく、そういう面

からも大切ではなかろうかと思いますが。 

 次の質問に移ります。 

 所得階層別世帯数及び被保険者数はどのよ

うになっていますでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 ただい

まご質問の所得の階層別の分布でございます

が、本町の国保会計の加入者につきましては、

平成23年の10月末時点で3,674世帯でござい

ます。世帯の所得状況につきましては、前年

所得で年額33万円未満の世帯が1,238世帯、

106万5,000円以下の世帯が790世帯、173万円

以下の世帯が698世帯、200万円以下の世帯が

194世帯、350万円以下の世帯が509世帯、500

万以下につきましては144世帯、500万円を超

える世帯が101世帯であります。これを見ます

と、世帯の所得が173万円以下の世帯が全体の

74.2％、これだけを占めております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今、答弁ありました

ように、７割軽減、５割軽減、２割軽減世帯

が約74.2％を占めている。世帯数にして2,725

世帯、4,238人ほどになるかと思いますが、こ

れだけの人たちがなかなか生活も大変な中で

引き上げが行われるということは、わずかで

あっても年間にして、また来年もということ

になれば大変生活に響いてくるかと思います

が。 

 そこでもう一つ、税収確保のために短期保

険者証の徹底など、納付指導の強化を図ると

いうふうになっていますけれども、短期保険

者証交付の所得階層はどのようになっている

かは把握されていますでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 短期の

保険証の交付している世帯の所得階層でござ
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いますけれども、私どもではその方々につい

て、これは日々変化してまいりますけれども、

10月末現在で約200世帯ぐらいを数えており

ますが、その方々につきましてはほぼ所得に

偏りというのは見られませんということでご

ざいます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 短期保険者証を交付

されている方というのは、所得に関係なく広

い所得層でいらっしゃるということですね。

短期保険者証を交付するときは、その人の世

帯の実態等をよく考えて、十分話し合いの上

でしていただきたいと思います。 

 本当は命にかかわることになりますので、

その辺のところは短期保険者証を交付という

ことになりますと、以後保険証は使えないと

いうふうに思ってなかなか役場の窓口へ来る

のも足が遠のいてしまっているというような

方もいらっしゃるかと思います。その辺のと

ころを連絡がとれないということであって

も、きちっと短期保険者証は送付するという

ことで、その上で話し合いをしていっていた

だきたいなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 短期保

険証の交付に関しましては、再三にわたる電

話のお話し合いだとか、それから納付指導以

前に伺っております。 

 それから、短期保険証につきましても、事

前に文書を出しております。ご返事がなかっ

た場合は、私どもからご連絡を申し上げる。

基本的には短期保険証につきましては面談の

上で十分なお話し合いの上で、納付について

の十分なお話し合いの上で交付をするという

ことを原則にいたしております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今後も十分に話し合

って、どうしても取れないような場合には、

せめて短期保険証を送付する。その後でとい

うことで、やはり手元に保険証を持っていた

だくということがとても命を守っていく上で

大事かと思いますので、お願いしたいと思い

ます。 

 今回の引き上げは、国民健康保険税の引き

上げのみならず、介護保険料の引き上げ、年

金の引き下げ等負担が多くなることも一緒に

なっている中での引き上げとなっています。

国民健康保険税が引き上げられると本当に払

えなくなると、こんな声が寄せられています。 

 60歳になっても年金は全額あたらない。仕

事も定年になり探しているが、持病もあり見

つからない。年金５万円のうち、医療費に毎

月２万円を超えてかかるようになった。蓄え

を崩して生活をしているけれども、もう底を

ついてきた。どうしていいのかわからい。ま

た、やっと仕事が見つかって頑張っていたの

に病気になりやめざるを得なくなった。やっ

との生活で病院へ行くのを我慢していたた

め、悪化して医療費も払えない状態である。

仕事のない中で、何とか食いつなげて頑張っ

てきて病気になるケース。それも50代、60代

になってからという方が多くなっています。 

 国保加入者の生活実態の把握をどのように

見ておられるのでしょうか、お尋ねしたいと

思います。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 まず、

議員には、国保の制度についてご理解を賜り

たいと思うんですが、社会保障の一端でござ

いますので、国保の課税につきましては、例

えば世帯内の被保険者が４人である場合、世

帯の所得が173万円以下の場合である場合は、

保険税の応益割といたしまして、均等割とか

平等割がそれぞれ２割減免されます。また、

106万5,000円以下では５割、33万円未満で７

割がそれぞれ軽減されるなど、低所得者に配
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慮した制度になっております。このように、

事前に課税に際してはその世帯全員の所得を

把握しております。そのことをまずはご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 それからもう一つは、今回の引き上げに関

しても、こういう所得の低い方に対する、低

所得に対する７割軽減とかという制度を継続

するために適正な課税をするための税率改正

も含まれておりますので、そういったことも

しております。 

 それに加えまして、この所得の把握でござ

いますが、前年度の所得については課税のた

びに把握をする。それから、納付が困難な方

に関しましては、私どもは面談を先ほど申し

上げましたように基本としておりますので、

そこの状態で所得あるいはそれにかかわる経

済状況等を十分に把握した上で、納付相談を

十分にした上で対処していきたい、そういう

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 じゃ、国保税の改正

案について、４月１日より条例が改正された

場合には、４月１日より実施というふうにな

っていたかと思いますが、国保加入者への周

知はどのように考えているのでしょうか。条

例改正案。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 今回の

条例につきましては、今定例会に上程いたし

ました後で、国保につきましてもその制度上、

税率の改正が反映されるのは７月の本算定と

いうものでございますので、７月までに納税

者の方々の前年中の所得等を把握いたした上

で７月から施行するといったものでございま

す。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ７月からということ

でありますが、周知方法等はどのようにされ

ていくんでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 周知方

法につきましては、今月号の広報をごらんい

ただいたと思いますが、今月から国保の財政

状況等に関する特集をお願いいたしまして、

それを段階的に行いまして、８月ぐらいまで

は毎月の広報で国保の課税状況、それから財

政状況、それから仕組み等もひっくるめまし

て、改正の内容も含めた形で繰り返しご理解

をいただくような努力をしたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 国保についてお尋ね

してまいりましたけれども、いずれにしまし

ても引き上げということで大変改正率なんか

のことで苦労はされているかとは思います

が、いずれにしましても町民にとっては大変

な負担になっていくわけです。やはり先ほど

申し上げましたように、例えば住宅リフォー

ム助成制度等の創設なども加えて、財源をも

っと確保できるような方法で、少しでも引き

上げを行わないでということを訴えさせてい

ただきたいと思います。 

 昨年度までは法定外の一般繰り入れをして

きていませんでしたね。法定外の。そういう

意味で累積赤字がどんどん上がってきたと。

膨脹させ上がってきて、現在、その部分を一

般会計から繰り上げで解消していくというよ

うな案になっておりますが、やはりできるだ

けこれは命を守っていく社会保障であるとい

う国民健康保険をとらえて、払いたくても払

えない、そういう方が本当に医者へ行きたく

ても行かれないというようなことが起きない

ように、今後やっていってほしいというふう

に思いますが、一言お願いします。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部担当部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 
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○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 ただい

まのご質問でございますが、まずは今回の改

正につきましては、一般会計の繰り入れは前

回お示しした案よりも一歩踏み込んでおりま

す。その内容は、前回お示しした案は4,000

万円を値上げして、そのうちの1,000万円を累

積赤字の解消に使わせていただくというもの

でございましたが、今回につきましては23年

度末の累積赤字につきましては、一般会計か

らの繰り入れで解消を目指すということで、

負担の軽減を一層図っております。まずその

ことをご理解ください。その上で、私どもは

急激な負担増に配慮しつつも、議員ご指摘の

とおり、低所得者の方々とは十分なお話し合

いの上で所得とか生活状況を把握した上で対

処してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひ配慮をよろしく

お願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 今年度、23年度には緑台保育所、大根布保

育所が民設民営化され、新たなスタートを切

りました。７カ所あった町立保育所も現在は

４カ所となりました。残る２カ所の保育所、

鶴ケ丘保育所、鶴ケ丘東保育所も統合して、

平成24年度当初予算に１億4,973万円が私立

保育園建設費補助金として計上されていま

す。計画どおり実施されると町立の保育所は

北部保育所と向粟崎保育所の２カ所だけとな

ってしまいます。町立の保育所の利点をどの

ように考え運営されてきたのでしょうか。 

 また、政府は３月２日、全閣僚出席による

少子化社会対策会議を開き、子ども・子育て

新システム関連法案の骨子を決めました。市

町村が保育の実施に責任を持つ現行の公的保

育制度を解体し、保育を市場化、産業化する

ことが柱になっています。保育を必要とする

利用者は、就労時間などに応じて保育の必要

量の認定を受け、保育施設と直接契約をし、

認定の範囲内で利用することになります。施

設が足りない場合は認定されていても利用で

きません。認定量を超え、保育を受ける場合

は、全額自己負担となるおそれも出てきます。 

 全く介護保険とか障害者自立支援法と同じ

ような仕組みと思われます。新システムでは、

町は保育保障をする義務がなくなり、保育園

探しは親の自己責任となってしまう大変な制

度であります。 

 町は子ども・子育て新システムを現段階で

どのように受けとめ、保育園への責任をどの

ように進めていこうとしているのか、お尋ね

したいと思います。 

 それと、町は保育に責任を持ってというこ

とであれば、２カ所の真ん中に位置する鶴ケ

丘保育所は民営化ではなく、町立保育所とし

て公的責任をもって保育していくべきではな

いでしょうかと思いますが、答弁を３点です

か、お願いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議

員のご質問にお答えいたします。 

 内灘町の保育所民営化につきましては、町

立保育所の老朽化と現状の町立保育所の建物

では、多様化する保育ニーズに対応できない

こと、そして国の三位一体改革により公立保

育所の運営費国庫負担金が一般財源化された

こと、公立保育所の建設補助金が廃止された

ことがこの背景にございます。安全で安心し

て子供を預けることのできる保育所を目指し

た場合、当町の財政事情では、これらをクリ

アすることが難しく、保育所の民営化が必要

と考えたものでございます。 

 また、政府は３月２日、少子化社会対策会

議を開き、幼保一体化を柱とする新しい子育

て支援制度である子ども・子育て新システム

を決定し、制度開始から３年をめどに幼稚園

と保育所を統合した総合こども園に移行する
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法案を今国会に提出するようでございます。 

 しかし、この新システムの詳細につきまし

ては、今後決定される予定と聞いております。

市町村の役割や責任・費用負担など、なお不

透明なところが多くございます。 

 いずれにいたしましても、町といたしまし

ては保育の責任は町にあるという認識に基づ

き、これまで同様、積極的に保育にかかわっ

ていきたいと考えております。 

 また、町立保育所の誇れる点はということ

でございますが、町立保育所だからといって

誇れるものではございません。町立、私立の

区別なく、同じレベルで保育に取り組んでお

ります。しかし、将来的に向粟崎保育所と北

部保育所が町立保育所として残るわけで、そ

れぞれの特徴を生かし、誇りの持てる保育所

を今後つくっていくよう考えております。ご

理解願います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 子ども・子育て新シ

ステムはどうなっていくかと、今後、まだ見

ていかないとわからないと。いずれにしても、

保育の責任は町でというご答弁であったかと

思います。 

 やはり東北大震災等を考えましても、災害

時に公的保育所があるということは、いざと

いうときにとても安心して力になっておりま

す。そういう点からもやはり公的保育所の果

たす役割というものは大きいものがあります。 

 そして、子ども・子育て新システムが進ん

でいく中で、やはり保育の責任をということ

になりますと公的な保育所の果たす役割とい

うものがとても大きいものがこれからますま

す出てくるかと思います。 

 そういう中で、北部保育所等も考えますと、

ゼロ歳児からの保育がありませんね。鶴ケ丘

なんかもないというところで、やはり今の時

代に合っていないというところで、向粟崎な

んかは定員ほぼいっぱいになっているという

ことを考えますと、ニーズに合ったものにし

ていかないと、やはりこれは公的ではなかな

か難しい、私立でないとということではなく、

やはりそこに予算を組めば、長時間保育にし

ても休日保育にしても、病後児保育にしても

やっていかれるわけですので、そういう点も

やはり考えていただきたいと思いますが、い

かがでしょう。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議

員のご質問にお答えいたします。 

 先ほど災害時の保育には町立が必要だと、

私どももそういう考えで町立向粟崎保育所を

主幹的な保育所として残すという、そのよう

な考えを持っております。 

 また、町立向粟崎保育所につきましては、

休日保育とか、今のゼロ歳児未満児保育、障

害児保育、さまざまな保育を実施しておりま

す。今後、北部保育所におきましても未満児

保育等を実施してまいりたいと、そのように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひお願いしたいと

思います。 

 それでは、鶴ケ丘東保育所が民設民営化と

なる場合、３カ所の民設民営化でいろいろと

経験されてきたかと思います。よかった点と

か、とても苦い思いをした点とか、たくさん

経験されてきたのではないかと思います。こ

の経験を最大限生かしてほしいと願いまして、

幾つか質問をさせていただきたいと思います。 

 保護者、地域保育士への説明はなされたの

でしょうか。今までの保育所がなくなること

は大変不安なことでもあります。笑顔でいる

子供たちも保育園嫌いになったり、新しい保

育園になれるのに時間のかかる子もいます。

引き継ぎ等、子供たちへの配慮をお聞かせい

ただきたい。 
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 また、昨年は保育所の民営化で保育士43名

の方が職を失いました。新しい保育園で雇用

された方もいますが、わずかでした。民営化

になれば、また来年度、同じような現象が起

きてくるのではないでしょうか。そのことに

ついてどのように雇用問題を考えているのか、

また今後は正規の保育所で運営されていくの

でしょうか。 

 社会福祉法人をまた募集されていかれるか

と思いますが、経験は何年以上ぐらいの社会

福祉法人を募集するというような計画を持っ

ておられるのでしょうか、お尋ねしたいと思

います。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議

員のご質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、平成24年度には町

立鶴ケ丘保育所と町立鶴ケ丘東保育所を統合

し、旧鶴が丘乳児保育園と町立鶴ケ丘保育所

を合わせた町有地において、民設民営による

新しい保育所の建設を検討しております。 

 この計画では、地域の皆様や保育所の保護

者、職員の説明会につきましては、現在、内

部で詳細な進め方などの検討を進めていると

ころでございます。今後、詳細な内容が決定

次第、説明会を開催し、ご理解を得た上で正

式に決定し、保育所運営法人の選定を行う予

定でございます。 

 この計画により、平成25年度からの町立保

育所は向粟崎保育所と北部保育所となり、そ

の運営に当たりましては、入所児童数や障害

児の人数等にもよりますが、現段階では常勤

保育士で26名程度、保育助手のパート保育士

で６名程度と考えております。 

 民営化により町立保育所を離れることとな

る職員の方々につきましては、今回、皆さん

保育士資格を有する方々でございますので、

町といたしましても民間保育所での再就職に

ついてできる限りの支援を行ってまいりたい

と考えております。 

 なお、運営法人につきましては、内灘町の

保育状況、保育環境について十分把握してい

る社会福祉法人、学校法人などで、保育実績

がある団体が望ましいと考えております。 

 また、保育所の民設民営化を進めるに当た

りまして、私どもこれまでお子様や保護者の

皆様の不安感を少しでも多く取り除き、お子

様の情緒の安定に重点をおいて進めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 現在は保育資格のあ

る保育士さんばかりということでありますけ

れども、昨年度は本当に１月になってから２

月、３月ともう黒板を見たら年休の方たち、

有給休暇をとられる方たちで、残された保育

をされる方たちも本当に大変な、保育士さん

たちもてんやわんやで大変だったと思います。 

 今後もそういうことのないように、早目に

きちっと保育士さんたちに説明をされて、や

はり新しいところに行かれる方にはきちっと

そういう町からも支援をしていかれるように

ということでお願いしていきたいと思います。 

 いずれにしても、なれ親しんだ保育所から

全く新しい保育園、保育士の中で生活の大半

を子供たちは過ごしていくということになり

ますので、子供ももちろん、とても不安です。

親も不安かと思います。十分な話し合いが必

要かと思いますので、配慮をお願いしていき

たいと思います。 

 最後に、町の子供数と、要するに保育所、

ゼロ歳からの就学前の子供たちの推移と、そ

れから保育所、保育園等の推移、もう大体決

まっているので、子供たちの推移と保育所の

数等について、今のままでいいのかどうかと

いうところをお尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議
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員のご質問にお答えいたします。 

 子供たちの現在の推移でございますが、こ

れちょっと通告になかったもので数字的なも

のは持ち合わせていないんですけれども、今

の状況では、園児数につきましては減少傾向

にございます。ですけども、お母さん方の就

労形態の変化によりまして、ゼロ歳児、未満

児についてはこれ増加傾向にあります。それ

で、内灘町全体を考えますと横ばい状況でご

ざいます。児童数につきましては。 

 それと、今後の保育所の設置計画でござい

ますが、平成25年を目標年次に掲げました保

育所民営化の整備計画につきましては、今回

の鶴ケ丘で終了するわけですが、今後は各地

区の対象児童数の変化や国の制度等を十分に

注視しながら、町として進めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解願います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 現在は鶴ケ丘保育所

等はすごく定員割れしておりますね、現在の

ところはね。白帆台保育園等はあふれている

という、24年度を見ますとそういう状態です。

その辺のところは、鶴ケ丘が民設民営化され

て、ゼロ歳からというようなことになれば随

分解消はできていくかと思いますが、今後町

の児童の推移等を、就学前の子供たちの推移

等、また親たちの就労のニーズ等を考えて、

今後も保育園等の数等をしっかりと見ていっ

ていただきたいと思います。 

 それでは、次のほのぼの湯についてお伺い

させていただきたいと思います。 

 昨日も能村議員より質問がありました。平

成24年度予算に総合公園温浴施設基本設計委

託料として500万円予算計上をされています。

ほのぼの湯については、私も何度も質問させ

ていただきました。町民の皆さんから、現在

の場所は最高の眺望であり、町民の財産だと。

町民の憩いの場所として現在地でと願う声を

紹介してきました。医王、戸室、白山、立山、

河北潟、サンセットブリッジと、自慢の眺望

場所であることはだれもが認めるところであ

ります。 

 しかし、総合公園整備事業としての温浴施

設として補助対象になるということで、プー

ルとサイクリングターミナル場所での計画が

進行してきました。2009年12月にほのぼの湯

の町の方向性を問い、ほのぼの湯は高齢者の

福祉施設として、また多くの町民の憩いの場

として親しまれ、年間20万人を超える人たち

に利用されてきている。多くの町民が利用で

きる浴場については、存続することを約束す

るというような答弁をいただいております。 

 そこで質問をさせていただきます。現在地

でのデメリットとしては、工事中、１年間ほ

ど使用できないというようなお話がありまし

たけれども、ほのぼの湯が大改修したときは

休業期間はどれぐらいだったでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 ただいまの

ご質問の、平成に入りまして大規模改修をし

ております。その休業時期については、今は

把握はしておりません。調べまして、またし

かるべきときにお伝えしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの北川議

員の質問にお答えしたいんですが、資料はこ

こにあるものですからお答えしますが。 

 休業期間は166日間、5.5カ月ということで

ありました。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ありがとうございま

す。 

 現在地であれば配管、浴場が再利用できる

のではないかと考えられますが、今度の候補

地の中でそういうようなことも考えていらっ

しゃるのでしょうか、お伺いしたいと思いま

す。 
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○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの北川議

員の質問でありますが、現在のほのぼの湯を

再利用ということでありますが、前にもたび

たび申し上げてきたんですが、現在のほのぼ

の湯は耐震基準に合っていないということで

ありますので、早く耐震に合うような施設に

しなければいけないというお話をしていまし

た。 

 しかし、現在の施設そのものを耐震にする

ということはできないという、温泉としての

機能も果たせないという、そんなお話があり

ましたものですから、建てかえしなければい

けないという、そんなことであります。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 耐震にしていくとい

う中で、配管とか、先ほど浴場と言いました

が、浴場は難しい。ふろおけ、何というのか、

できるのかと思うんですが、そういう面の再

利用、使うという。洗い場とかそういうとこ

ろは耐震にしていくので、ちょっと難しいか

なというようなことを考えられるんですが、

そういう面でもちょっと研究していただきた

いというふうに思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 北川議員の質問に

お答えしたいんですが、今のものを再利用と

いうのは、今ほどもおっしゃったように、浴

槽を利用できないかというふうなお話ですけ

ど、もちろん、浴槽だけをかえればいいとい

う話でないですからね。全体を耐震基準に合

わすときには、いろんな形でつくりかえなけ

ればいけないと言うけれども、そうなるとふ

ろ場としての機能も満たさないという、そん

なことがあったものですから難しいですよと。

それは建てかえ以外にないということであり

ました。 

 そして、場所を今北川議員おっしゃったよ

うに、現在のほのぼの湯の場所でやればとい

う話でありましたが、この間もお答えしてい

るんですが、内灘町総合公園基本計画の中で

決めたいということでありまして、委員会の

中でも多分ご提案があったんだと思うんです

が、４カ所を示してあるんですね。その中に

今の現在地も入っているわけですから、それ

ぞれの皆さんの中で議論した中で、早急に決

めようということでありますので、ぜひとも

そんなご意見もいただければありがたいと思

うんですが、私は前にも言っていましたけど、

今のターミナル周辺でやればというお話にな

っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 昨日の能村議員の答

弁の中で、３月議会の間に場所をということ

でありましたので、その決定、候補地として

出してこられる中で、やはり財政難の中なの

で、もし配管とか浴槽が利用できるのであれ

ば、そういうものを利用すれば少しでも財源

が少なくて済むのではないかと。 

 もちろん耐震には合っていないということ

なので、利用できるものは利用して、その上

でほのぼの湯を建てかえていくということが

できないかと。また、それぞれにかかる経費

はどれぐらいというような、まだそこまでは

行っていないのでしょうか。そういう経費等

が出ているようでしたら、お示しいただきた

いと思います。 

○議長【夷藤満君】 中西都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 建設単価と

か建設費用につきましては、あくまでも近隣

の近年建ちましたおふろの平均的な単価とい

うことで出しておりますので、具体的なもの

についてはまだ基本設計なり、ことし500万ほ

ど基本設計費を打っていますので、そういっ

たものにつきましては今後設計を踏まえる中

で詳細にわかっていくものと、そのように思
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っております。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 先ほどから財政難と

いう話も出てきています。そういう中で、少

ない中での財政効果の得られるものというこ

とを考えますと、やはり現状で使えるものは

使って、最小限に抑えていくというようなこ

とも考慮されて、やはりいろんなケースをし

っかりと出してきていただきたいなと思いま

す。 

 多くの町民が憩いの場として福祉施設とし

て親しみ、活用できる場としては、やはり現

在地しかないと私は思っておりますが、ぜひ

今まで質問しましたようなことを考えて、ま

た場所を出していただきたいなと思います。 

 最後に、共同墓地についてお尋ねしたいと

思います。 

 2010年12月定例会において、墓の管理をし

てくれる者がいない、お金もない。献体して

も遺骨は返されることを聞き、不安で仕方が

ないという町民の声に、町で共同墓地はつく

れないかと質問させていただきました。高齢

化、核家族化が進む中で、将来に対する不安

を募らせる方が多くなってきていると感じて

いる。不安解消をするために霊園管理の中で

研究していくという答弁でありました。その

ときは。あれから２年がたちました。どのよ

うな方向に研究が進んでいるのでしょうか。 

 平成24年度予算内示資料には霊園管理費と

して新規事業、霊園造成実施設計委託料が351

万8,000円組まれ、25年度に約140区画拡張実

施としています。この機会に共同墓地として

の計画を進め、区画の中に計画すべきだと思

いますが、答弁をお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議

員のご質問にお答えいたします。 

 近年の社会事情を見ますと、核家族から単

身世帯へと孤立化が進み、無縁社会とも呼ば

れる社会現象が顕在化し、将来に不安を募ら

せる方々が多くなってきているように、議員

おっしゃるとおり感じております。 

 このような中、お墓の継承問題やお墓を建

てる費用がないなどからお墓のあり方も多様

化しております。 

 議員ご提案の町で共同墓地をつくってはど

うかでありますが、共同墓地をつくる場合、

申し込み条件や納骨方法を初めとして、どの

ようなシステムで運用すればいいのかなど、

解決しなければならない問題が多々あること

から、今後も引き続き調査研究をさせていた

だきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 いろんな申し込み条

件とか、どういうシステムでとか、いろんな

細かいことを決めていかなければならないか

と思います。しかし、前もそういう答えでし

たので、２年もたっているわけで、今回はち

ょうど区画を造成するという中で、場所的に

も指定しやすいということを思いますので、

この１年間でしっかりとこの辺のところは研

究していただいて、実現できるようにぜひお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川議員の

ご質問にお答えいたします。 

 この１年で研究して、議員の皆様にご相談

したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ８番、北川議員。 

○８番【北川悦子君】 じゃ、よろしくお願

いして、私の質問は終わらさせていただきま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、暫時休憩いた

します。 
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 再開は午後１時30分といたします。 

           午後０時03分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 11番、水口裕子議員。 

   〔11番 水口裕子君 登壇〕 

○11番【水口裕子君】 2012年３月、一般質

問を行います。 

 昨年も３月議会でこのように黄色い花をつ

けて登壇させていただきましたけれども、覚

えていてくださいますでしょうか。３月８日

は、世界女性デーです。1904年３月８日にニ

ューヨークで女性労働者が女性への参政権を

要求して、デモを起こしたのが始まりです。

世界では男性が女性に花を贈る日となってい

て、イタリアではミモザの花を贈るそうです。

これがミモザの花ですけれども。 

 ここにいらっしゃる男性の皆様、どうぞき

ょうおうちに帰られるときは、お連れ合いに

花を贈っていただきますようにお願いいたし

ます。 

 では、まず原子力発電所の諸課題について

ですけれども。 

 飯舘村への視察についてからお尋ねしてい

きたいと思います。 

 昨年の３月11日から１年たちました。私た

ちを取り巻く世界は全く変わってしまいまし

た。福島原発の過酷事故は、日本じゅうを原

発事故の現地にし、だれもが内部の被曝を考

えずに生きていくことはできない状況です。 

 幸運にも高濃度の汚染を免れた石川県です

けれども、産地が不明だったり、計測が不能

だったりしてはっきりしない食品の流通が心

配されておりますし、低レベルとはいえ、放

射能に汚染されたがれきの受け入れに揺れて

いるのが現状です。 

 ところが、本当に私たちに必要な情報はま

すます届かなくなってきております。食品に

ついて、私たちに判断できる材料はありませ

ん。マスコミの元締めの電通が「食べて応援」

などというキャンペーンをアイドルグループ

に叫ばせているばかりです。 

 がれきにつきましても、インターネットを

見れば地元に処理場をつくれば雇用もふえる

と国に要望しているが聞き入れられないとい

う首長さんの嘆きも見ることができますが、

一般には情報はありません。 

 そんな中、南相馬市では12月に採取された

土壌から１キログラム当たり100万ベクレル

を超える放射能セシウムを検出したというこ

とを、やはりインターネット上の大山弘一南

相馬市議のブログを通じて知りました。その

黒い物質が市内に散見されるのに、原発事故

が収束したという野田首相の宣言を信じたの

か、いえ、信じたふりをしなければ生きてい

けないのかと思いますが、市民の多くの方が

避難先から帰り、通常の生活を送っていると

聞きます。内部被曝への危機意識は低く、マ

スクもせず、学校も再開されて、砂ぼこりの

立ち上がる中で子供たちの屋外活動も行われ

ているそうです。 

 世界の時の人にまでなった南相馬市長さん

なのに、動きは鈍く、対応のおくれが指摘さ

れ、子供の被曝を心配する人たちとのあつれ

きが表面化していると聞いています。 

 では、そのお隣で全村避難になった飯舘村

はどうなっているのでしょう。私は、３月11

日以降、ずっと原発の被害だけもらった飯舘

村は内灘町の未来の姿だと言い続けておりま

すが、この思いを共有してくださった町長は、

２月６日、飯舘村へ視察に行ってくださいま

した。私もその少し前、きのう、清水議員、

そして恩道議員からも話がありましたけれど

も、福島と宮城県へ行ってまいりました。 

 不自然に静まり返った飯舘村の周辺、ここ

からは入れませんという看板の向こうには、
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全く無傷の落ちついた家並みがそのまま残っ

ていました。道路わきにはお天気箱のような

センスのよい百葉箱のようなものが設置され

て、近づいてみるとそれは放射線量の測定器

の箱なのでした。飯舘村の隣町のドラッグス

トアでは、簡易測定器が売られていました。

これです。 

 このたまごっちのような形をしたこれが放

射線量測定器なのですが、これが普通にドラ

ッグストアの商品棚に置かれて、普通に売ら

れているということは、これは本当は普通に

は考えられないことです。もちろん、その現

場ではかった線量は高かったです。 

 飯舘村では、是が非でも戻りたいという人

は４割、村外に移住してもよいという人は６

割で、除染して村に帰らせたいとする村の執

行部と議会。それに対して、もう戻れない、

みんながまとまって移住できる環境を整えて

ほしいという人たちが反目し合うまでになっ

てしまったと、「負げねど飯舘!! 」かわら版

というのに載っていました。そういう悲しい

現状であるということですが、町長もきのう

清水議員への答弁で、村民がばらばらになっ

てしまっていたとお話になりましたが、飯舘

村では具体的にどのような状況でしたでしょ

うか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口さんの質問に

お答えしたいと思います。 

 飯舘村に行ったわけではないんですね。飯

舘村の、ある意味では仮役場というところで

すよね。行かせていただきました。そこで、

菅野村長さんとしっかりとお話しをさせてい

ただきました。その中身につきましては、き

のう清水議員にお話をさせていただきました。 

 今ほども言われましたように、村民の心が

ばらばらになったということも、繰り返し言

っておられました。今、お隣の川内村では帰

村宣言みたいものが出されているんですが、

菅野村長さんは、恐らくそれにこたえてくれ

る住民は少ないだろうという、そういうお話

もされておりました。 

 そんな中で、今、村民の中にあるのは、帰

りたい人と帰りたくない人、さらに若い人と

年寄りとの考えの違い、さらには夫婦間でも

違っているという。子供を大事だと思ってい

るお母さんが、やっぱり戻れない、違ったと

ころで住みたい。しかし、地元へ何としてで

も戻りたいという夫のほうとのいざこざがあ

って、村長さんのところへ離婚話に相談にお

いでたという、そんな話も聞かせていただき

ました。 

 いや、本当にかつて“MADAY LIFE（マデイ

ライフ）”ということで、村民同士がともに

支え合いながら、楽しく、美しく、心安らか

に歩んでいける暮らし方なんですが、そんな

村民だったのに、あちこちでそんな対立構造

があるんだということでありまして、非常に

心配だなと、このように言われているところ

でありました。 

 それくらい放射能被害というのが大きいん

だという。津波の場合は、津波で押し流され

て、そこに犠牲になられた方については心の

痛み、悲しみというのがあるんですが、それ

もあるんですが、しかしその家を建て直せば

元通りの形になれると。しかし、放射能の場

合には除染をするといってもどこまで完全に

できるかという、そういうこともわからない。

目に見えないというところに非常な不安があ

るということで、そんな意味で、この放射能

災害というのは特殊な災害なんだということ

でおっしゃっておりました。 

 それと、きのう清水議員にも申しましたけ

ど、我々が快適さを求め続けてきたいわゆる

足し算の考え方に別れを告げて、引き算の中

に本当の豊かさや幸せがどういうものかとい

うことを真剣に考える機会を天が与えた。だ

から、そのことを真剣に考えて、この30年、

40年後の日本をどうするのかということをし
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っかりと考えてもらわなかったら、厳しい避

難あるいはつらさについて頑張って私たちが

悲しくて無駄になってしまうと、こんな話を

されていました。それくらい原発というのは

大変な災害なんだなと。恐ろしい災害だなと

いうことを痛切に感じてきたところでありま

す。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 本当に心に深くとど

めなければならない。また、心にとどまるお

話でありました。ありがとうございます。 

 村に放射能が降り注いで、取り返しのつか

ない物理的な被害を与えただけでなく、手間

暇を惜しまない、今おっしゃいましたマデイ

ライフの村づくりに一丸となって取り組んで

いた人たちが２つに分断されてしまったとい

うことです。 

 ここに図書館にあります『までいの力』と

いう本を持ってまいりましたけれども、これ

は本当に３月11日ごろに出版される予定の本

だったそうです。それまで私たちも協働のま

ちづくりを目指しておりますけれども、その

前を行く協働のむらづくりというものを、本

当に東北の一寒村と言っては失礼かもしれま

せんけれども、そういうところで進めていら

っしゃったこの飯舘村、その村が本当に仲よ

く暮らしていたその村が引き裂かれてしまっ

たという。これは、その３月11日に出すのを

ちょっと少しおくらせて出したわけですけれ

ども、そのきれいな村がそのままここに残っ

ております。またよろしければ図書館で見て

ください。 

 この心と心のみぞというものは、本当にと

りわけ悲しいことだと町長もおっしゃってお

りますけれども、「原発さえなかったら」、

こういう言葉があります。ため息とともに吐

き出される言葉です。原発さえなかったら、

だれもがそう思っておられるでしょう。原発

さえなかったら、飯舘村の人たちは互いを思

いやりながら、今申し上げましたように、先

進的なむらづくりを続けていくことができた

のです。 

 そして私は、町長がちょうど東北へ行かれ

ていた２月の初旬ですけれども、そのころ金

沢市で、飯舘村で酪農を営んでいたという長

谷川健一さんの話を聞く機会がありました。

彼は、「村長選挙のたびに菅野さんの後援会

長を務めてきた。ともに村づくりを進めてき

た同士だったのに、彼は村民ではなく、村を

助けるほうを選んでしまった」と繰り返され

ました。そして、南相馬市で「原発さえなか

ったら」という言葉を壁に書き残して、親友

だった酪農家が自殺をした話をされました。

これはテレビでも報道されましたので、ご存

じの方もいらっしゃると思いますけれども。 

 「原発さえなかったら」、悔しさに満ちた

長谷川さんの思いは、向かう方向は違うよう

になってしまっても、菅野村長にとっても思

いは本当は同じに違いありません。村のため

を思う、人のためを思う、思いは同じに違い

ありませんけれども、彼らも２つに引き裂か

れてしまったわけです。 

 私は、そこのあたりを通り過ぎるだけでし

た。村長と今、直接、飯舘村ではないという

ことでしたけれども、菅野村長と直接お会い

になって、今の現状と課題、村を全村被害に

追い込んだ原発への言葉を尽くしても尽くし

切れないじくじたる思いを聞いていらっしゃ

った八十出町長は、原発の現地へ行かれて、

今どういうふうに感じられたかということを

お聞きしましたけれども、それをどう受けと

め、今後のまちづくりにどういうふうに生か

していかれる覚悟か、お聞かせください。お

願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。議員おっしゃいま

したように、今度の原発災害の怖さは大変な

ものだったというお話でありますし、私も実
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際に村長さんからお話をお聞きして、あって

はならない災害だということで、ある意味で

は前議会のほうで脱原発というものを言わせ

ていただきました。それは、今すぐ廃炉にせ

よとかという話でないんですが、我々のエネ

ルギーの考え方をやっぱりこれからはソフト

エネルギーといいますか、自然エネルギーを

駆使した形で、これから考えていかなければ

いけないということを改めて感じたわけであ

ります。 

 自分たちの生き方の問題で、先ほども申し

ましたように、村長さんは足し算でのこれま

での生活、そうでなくて、引き算であっても

その中で豊かさをどうやってつくったらいい

のか、あるいは幸せにするためにはどうして

いくのかということをお互いに考えていくと

いう、そんなまちづくりも大事なのでないか

なということを考えた次第でございます。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 では、次の質問です

が、被災地へ行かれて現状や今後の問題点な

どお話ししてくださる方を探してきてくださ

いということを12月にもお願いいたしました

けれども、これについてはいかがなりました

でしょうか。お願いします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問で

すが、菅野村長さんとお話しさせていただい

て、あなたのような話を私たちは聞きたいん

だというこで、本当は村長さん以外にどなた

かおいでませんかという話をするつもりだっ

たんですが、ご本人がそんなふうに言ってお

られたものですから、ついつい私のほうから、

ぜひすばらしい話を聞かせていただきたい。

我々に教訓化するためにも聞かせていただき

たいという話をしましたら、実は、私も今、

全国じゅう、いや海外も含めてこの話をして

いるんだというお話がありまして、そこで気

持ちが一つになりまして、それでは、３月は

議会もありますから、４月の半ばあたりに行

かせていただけますかと、こういう話になっ

て、今具体的に詰めているわけであります。

先般連絡がありまして、４月14日土曜日にお

いでることになりました。午後の１時半ごろ

から講演会をしようということで、今詰めて

いる最中でありますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ありがとうございま

す。 

 よろしくお願いしたいのは、本当にこちら

のほうでございまして、菅野村長がじきじき

に来てくださるということは、本当に思いも

寄らないことで、進む方向はいろいろであっ

ても、村と村民の未来をしょって苦悩しつつ

歩んでおられるに違いない菅野村長さんが、

そのお話が聞けるということは、こういう言

い方はどうかと思いますけれども、本当に内

灘町にとってまたとない機会だと思います。 

 そしてまた、菅野村長さんも先ほど町長が

おっしゃったように、彼らの経験とか思いを

無駄にしないために来てくださるんだと思い

ます。原発震災の前のむらづくり、そのころ

の原発へどういうふうに対応していたか。そ

して、震災後はどういうふうに変わったか、

その思いが。そして、村当局と村民の分断と

か、国と原子力発電と東京電力への思いとか、

お聞きしたいことは山ほどございます。町で

今後の取り組みへどうしていけばいいかとい

うことをお話しいただくとともに、東北の被

災地のことも忘れず、これから何が求められ

ているのかということも教えていただきたい

と思います。 

 最後にです。この項の最後ですが、この機

会を内灘の町民や職員さんだけでなく、広く

他の自治体の皆さんにも聞いていただきた

い。できれば首長さん、そして北陸電力の方々

にもぜひとも聞いてほしいと思います。お知

らせしていただけますでしょうか。 
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○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えします。 

 もちろん、そんなふうに思っているところ

でございます。極めて大切な時間を割いてい

ただくわけでありますから、貴重なご意見を

お伺いする意味でも、私は町長会にご案内を

いたしまして、ぜひとも参加してもらえる。

それは町長会だけでなしに、市長会でもご連

絡してお願いしようということであります。

大勢の方にもこれからいろんなお話もしてい

る最中でありますので、そんなことも声をか

けていきたいと思っているところでございま

す。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】  今ほど申し上げま

した北陸電力にも、そしてちょっと申し上げ

ませんでしたけれども、県の方々も職員さん

たちも来ていただければありがたいかと思い

ます。 

 では、次に、県へのＵＰＺ拡大の申し入れ

のその後、そして北陸電力との安全協定につ

いて、またお聞きしたいと思います。 

 飯舘村の報告を聞いて、あすは我が身、そ

うとらえる危機意識が必要だし、内灘町も現

地であるとの危機感をなくしていってはいけ

ないとまた思いました。今まで10キロ圏とさ

れてきたＥＰＺの設定が、全く絵そらごとに

すぎないことがはっきりしたと同時に、放射

能被害の同心円が広がるものではないことが

はっきりしたことは、もう皆様異論のないと

ころだと思います。 

 町は、石川県に対してＵＰＺを拡大して防

災の重点地域に入れるように申し入れていま

すけれども、実現しておりません。先日開か

れた県と県内自治体との市町、市と町の連絡

会議でも、内灘町と金沢市が30キロ圏にこだ

わっている石川県に対して、30キロ圏外はど

うなんだと疑問を出したと報道されておりま

した。 

 テレビ取材で内灘町の職員が懸命に町の立

場を説明しているのを見て、白けている県庁

の担当職員と違うと感じました。それはやは

り上に立つ方の姿勢の違いによるものだと私

は思っております。 

 町は、実現するまで言い続けていただかな

ければならないと思います。町長の決意をど

うぞお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えします。 

 県へのＵＰＺの拡大の申し入れでございま

すが、防災対策を重点的に充実すべき区域の

拡大につきましては、昨年、石川県の町長会

を通じて、国及び県へ対象区域の拡大を申し

入れたところでございます。 

 このような状況の中で、今ほど議員からも

お話がありましたように、２月24日に県の主

催であります原子力に係る市町連絡会議がご

ざいました。本町の職員も参加したわけでご

ざいます。そのことも今ほどもあったように

ＵＰＺの拡大を申し入れてきたということで

ありますので、そんなふうに私たちが言って

いることが浸透しているのかなと、このよう

に思っているところでございます。 

 県は、本年４月をめどに、国は防災指針等

の改定を行う予定との報告がございます。Ｕ

ＰＺの範囲が示されるものと思っているとこ

ろでございます。しかしながら、町といたし

ましては、国、県の動向を見据えながら、引

き続き国及び県に対してＵＰＺの拡大を申し

入れていきたいと、このように思っていると

ころでございます。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 あきらめてはおしま

いですので、やはり子供たちにきっちりした

姿勢を、大人の姿勢を見せていくためにも、

どうぞ言い続けていただけますようにお願い
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いたします。 

 町の50周年に県知事が来なくても何の問題

もありません。国や電力のほうしか見ていな

い知事よりも住民の安全・安心を考える町長

の姿勢を町民は支持いたします。 

 ところが、北陸電力との安全協定の締結は

現在、今のそのような県の姿勢を追い風にし

て30キロメートル圏の七尾市と羽咋市と中能

登町だけでまとめてしまわれようとしており

ます。昨年６月議会で町長は、内灘町も当事

者として考えることになるということで、当

然、原子力防災計画の中に入って自分たちの

意見を言う。こんなことができるようにしな

ければいけないと思うというふうに述べられ

ております。しかし、町は６月の答弁以来、

北陸電力に対して働きかけていないように思

います。おくれているのはなぜでしょうか、

ご答弁をお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。 

 北陸電力への安全協定申し入れということ

であります。随時申し入れをしながら、お互

いの日程調整をしてきたというところであり

ますが、なかなか合わなかったわけですが、

先般、２月28日の日に意見交換会の機会がご

ざいました。志賀町と北陸電力との志賀原子

力発電所に係る安全協定締結の経緯や概要に

つきまして説明を受けたところであります。 

 町側からは北陸電力との信頼関係の構築が

重要であり、そのためにも日ごろから適切な

情報の提供等が必要であることを申し伝えた

ところでございます。 

 現在、志賀原発の周辺自治体が、北陸電力

に対しまして安全協定締結を求める動きをし

ているようでございます。そのような動向も

踏まえながら、町といたしまして北陸電力と

のどのような内容の協定などを交わす必要が

あるのか、今後も引き続き町と北陸電力との

意見交換会を重ねてまいりたいと、このよう

に感じているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 北陸電力が説明と称

して、内灘町だけでなくてあちこちの自治体

に出入りされているというふうなことを聞き

ます。また、そこをどんなふうな話に来られ

たのか。今お話があったように、またあちこ

ち情報を公開していただきたいと思います。 

 さて、30キロ圏として北電と安全協定を協

議している七尾市と羽咋市、中能登町は志賀

町と同じ原発再稼働への同意権を求めて態度

を保留しています。七尾市の武元市長は、志

賀町と周辺市町の危険性は変わらない。住民

の安全を守るには志賀町と同等の安全協定が

欠かせない。同意権を盛り込まなければ協定

締結には応じないと明言したと報道をされて

います。住民の命を考えたら当然のことです。

原発から交付金や固定資産税や、目的のはっ

きりしない協力金など多額のお金が収入とし

て入る立地自治体だけが再稼働に同意権を持

っていて、内灘よりもっともっと被害をもら

いやすい隣接自治体が何の意見も言えないと

いうのは、だれが考えても間違っています。

それなのに、そのことに対して谷本知事は、

かたくな過ぎると批判されたということで、

県民のことを考えて発言されているのか、僣

越ですけれども私は資質を疑います。 

 内灘町も同意権なる安全協定の締結を求め

ていかなければ、七尾市、羽咋市、中能登町

の足を引っ張ることになりかねません。 

 きょうの新聞にも、武元市長は北電の提案

を私たちは受け入れていないと。要請に県も

こたえていない。そして、きのうの本会議で、

同意権は志賀町と同等の権限を求める姿勢を

改めて示したというふうにきょうの新聞に載

っております。やはり私たちもその同意権と

いうものはしっかりと求めていかなければ、

かえってこの頑張っている武元市長の足を引

っ張ることになるのではないかと懸念されま
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す。ぜひ同意権なる安全協定を求めてほしい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 八十出町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えしたいと思います。 

 同意権の安全協定ということでありまし

た。今ほどもお話ありましたように、志賀町

以外の周辺の七尾、中能登、そして羽咋、そ

の３市町で同意をしなかったらだめだみたい

な話で頑張っておられるというお話がありま

す。 

 私もこれまでの議会の中で、慎重にあるべ

しということも発言させていただきました。

そんなことも踏まえて、今後原子力立地がさ

れています志賀町や周辺の自治体の動向も踏

まえながら要望してまいりたいと、このよう

に思っているところでございます。 

○11番【水口裕子君】 もう本当に当初から

脱原発を明言して頑張っている内灘町がそう

いうふうにして同意権のことで足かせになる

ようなことのないように、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

 では、この原発についての質問はこれでお

しまいにさせていただいて、次の保育預かり

についての質問に移らさせていただきたいと

思います。 

 先日、白帆台公民館でインター説明会がご

ざいました。たくさんの人が来てくださった

のですが、若いお母さんたちの参加が余りあ

りませんでした。その後、そういう話をしま

したところ、保育がなかったので行けなかっ

たというふうに言われて、気がつかなくて申

しわけないと思ったのです。 

 そういえば、まちづくり条例の説明会のと

きにも、子どもの権利条例の説明会のときに

も、保育はたしかついていなかったと思いま

す。こういう町の先行きを、将来を決める大

切な集まりとか学習会には、男女共同参画ま

ちづくり条例の精神にのっとるというその以

前に、必ず今後は保育をつける、手話をつけ

るなど、そういうことをするべきではないで

しょうか。だれもが参加しやすい環境を整え

てほしいと思います。いかがでしょうか。 

 もう一点、学習会や講演会当日だけでなく、

そんな会を主催したいという若いお父さんや

お母さんのために、その会を主催する前の準

備期間にも保育の支援ができないかというこ

とです。 

 ３年前に、この議場いっぱいに傍聴者、そ

して議員席、すべてで100名以上の女性が集ま

って第１回女性議会が開かれました。そのと

きに子育て支援を取り上げたグループから、

子育て支援センターが充実してきたのは大変

ありがたいが、与えられるだけでなく、自分

たちで学んでいく姿勢が大切だ。子育て支援

センターのイベント企画や準備、運営などに

母親たちも参加できるだろうか。また、自主

グループも含めて母親たちが活動中、託児し

てもらえる仕組みができないだろうかという

問いかけがありました。その後の進捗状況は

いかがでしょうか、お伺いします。 

 ちなみに、かほく市では市に登録したグル

ープに対して、預ける子供一人について300

円の負担でママレンジャーさんを派遣してく

れる制度があるそうです。ボランティアのマ

マレンジャーさんに対しては、市が１時間902

円を支払う。この２円というのが何なのかよ

くわからないんですけど、902円を支払うとの

ことでした。内灘町でもこのような支援体制

がとれればと思いますが、いかがでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 宮崎裕子子育て支援担

当課長。 

〔子育て支援担当課長 宮崎裕子君 登壇〕 

○子育て支援担当課長【宮崎裕子君】 水口

議員のご質問にお答えいたします。 

 子育て支援センターでは、親支援の一環と

してイベント時の子供の預かりを実施してお

ります。主に子育て支援センターで保護者対
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象の講座、セミナーを開催したときの子供の

預かりです。 

 でも、町が主催する事業においても託児の

要請があれば、その会場にて託児ルームを開

設しております。しかし、すべての町主催事

業に託児ルームを開設することは、人員とか、

それから経費の面で少し難しいと考えており

ます。 

 そこで、今後は事業を主管する担当部署が

託児の必要性を把握して、託児ルームの開設

の要否を検討して、そして必要となった場合

は要請を受けて託児ルームを開設していきた

いと考えております。 

 ２点目でございますけれども、水口議員が

おっしゃるとおり、平成21年３月のチャレン

ジ女性議会において子育て支援センターでも

イベントの企画や、その準備とか運営にかか

わりたい。また、その際の託児ルームを設置

してほしいという旨の提案がございました。 

 平成22年には、子育て支援センターの利用

者さんから、自分たちと同じ子育て中のお母

さんを集めて子育て支援プログラムの講習会

を自分たちでやりたいという申し出がござい

ました。子育て支援センターでは、そのお母

さんたちが持ってきた企画が子育て中の親に

とってとても有意義な企画であると判断いた

しまして、子育て支援センターと共催事業と

して実施いたしました。その際も託児ルーム

を設置させていただきました。 

 託児ルームは、原則として自主開催事業に

対しては設置いたしませんが、若いお母さん

やお父さんを中心に町民の方々の申し出によ

って子育て支援センターと一緒に共催事業と

してできるものについては、託児ルーム等の

設置を考えていきたいと思っています。 

 その他の自主開催事業を実施したいという

方については、託児ルームは原則しないとい

うことで、町のファミリーサポートセンター

や、それから保育所の一時預かり等を利用し

ていただく方法もあると思いますので、ご理

解よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 何かファミリーサポ

ートとかサポートセンターが少し使いにくい

というお話も聞いたことがあるんですけれど

も、ぜひ改善をしていっていただいて、若い

皆さんがみずから動けるような、そういう環

境づくりをまたぜひお願いしたいと思いま

す。 

 そして、今ほどの答弁の中にもありました

が、その女性議会、いろいろなグループに分

かれておりまして、おいしい内灘とか、それ

から循環農業、そしてきれいなまちづくり、

「サンタをさがせ!!」をやっていくような、

そういう障害者グループへの支援、そういう

ようないろんなグループに分かれて、とても

あのとき活発な討論がございました。町長に

はこの場をかりまして、前から何度もお願い

しておりますけれども、ぜひ第２回女性議会

の開催を考えていただくようにお願いしてお

きたいと思います。 

 では、最後の質問になります。高効率給湯

器の補助金制度の再考を求めるということで

お願いいたします。 

 以前もここで取り上げさせていただいたこ

とがありますけれども、そのときは通告を出

していなかったので答弁はいただきませんで

した。あれ以降も「何でおうちはお湯を沸か

していますか。エコキュートにしたら経費が

ぐーんとお安くなりますよ」という電話が家

にいると本当に頻繁にかかってきます。皆さ

んは余りおうちにいらっしゃることがないの

でわからないかもしれませんけれども、家に

帰ったら奥さんに聞いて、お連れ合いの方に

聞いてみてください。本当によく電話がかか

ってきます。 

 ふんふんと聞いていますと、話は蓄熱型暖

房機からＩＨクッキング機器へと進んでい

き、最後に行き着くのはオール電化ハウスで
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す。電力の使用を抑えていこうというこうい

う時代になっているのに、こんなにもオール

電化を勧める電話がかかってくるのが、腹立

たしさを通り越して不思議にも思いました。 

 そこで、環境に熱心な滋賀県はどうなって

いるのかと幾つかの自治体へ電話をしてみま

した。そこでわかったのが、昨年の12月、関

西広域連合知事会が関西電力にオール電化の

推進自粛を申し入れ、関西電力がそれを受け

入れたということと、そのために大阪などの

業者が北陸を新たなマーケットにしたのかも

しれないということでした。 

 あちらの滋賀県のほうですね。電話口の職

員さんは、こちらのほうの業者が迷惑をかけ

て申しわけないとは言いません。石川県では

石川県の知事さんが同じように対応されれば

いいだけのことでしょうと、そういうふうに

言われました。まさにそのとおりです。しか

し、望むべくもないことです。 

 そこで、内灘町では新年度、小型風力発電

にも補助金制度を設けられると聞きました。

脱原発、自然エネルギーを推進する内灘町と

しては、太陽光発電、ペレットストーブ、太

陽熱温水器という今までのこの３つに加え

て、小型風力発電、この４つになるわけです

けれども、この４つにのみ補助金を出してい

るという自治体が滋賀県にありました。滋賀

県長浜市ですけれども、ここに倣った特色を

打ち出して、県内の自治体で先鞭をつけてい

ただきたいと思います。 

 長浜市では、なぜこの４つに限ったかとい

うと、補助は直接自然エネルギーを生み出し

たり、自然エネルギーを利用しているものに

限っているのだということでした。本当に内

灘町のコンセプトにしっかりと合っていると

思ったのです。 

 ちなみに、北陸電力のオール電化率は年々

増加し、新築住宅では68％にも上って、全国

一のオール電化率になっているということで

す。 

 何が電気が足らないのかと思うわけです。

何が節電だと、本当に腹立たしくなります。

真剣に子供への持続可能な社会を考えるな

ら、オール電化につながる制度は障害者とか、

後期高齢者とか、そういうどうしても必要な

方向けのもの以外はやめて、自然エネルギー

への補助に限ってほしいと思います。それが

内灘町の姿勢をはっきりと打ち出すことでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 テレビなどでじゃんじゃんと多額の宣伝費

を使っているものに、行革の話がこの間から

出ておりますけれども、そういうところにな

ぜ自治体が乏しい財源の中から補助金を出さ

なければならないのか、私は理解に苦しみま

す。 

 納得のいく答弁を求めます。 

○議長【夷藤満君】 北川真由美環境政策課

長。 

   〔環境政策課長 北川真由美君 登壇〕 

○環境政策課長【北川真由美君】 ただいま

の高効率給湯器のご質問にお答えいたしま

す。 

 内灘町では、まちづくりの大きな柱の一つ

として環境を掲げていることは議員も今おっ

しゃったとおりでございます。この方針のも

とといたしまして、平成21年度に地域新エネ

ルギー・省エネルギービジョンを策定してお

ります。この中では、自然エネルギーの導入

を進めることはもちろんでございますが、今

ある機器あるいは設備の省エネルギー化を進

めまして、新エネ、省エネ双方の視点から地

球温暖化対策を進めることとしております。 

 今、議員がおっしゃいました町の補助金対

象の一つであるエコキュートでございます

が、空気の熱を利用して熱交換をするという

ことで、従来型の電気温水器の約３分の１、

電気消費量が削減されることとなっておりま

す。ただ、この機器の場合、今議員おっしゃ

ったように、オール電化とセットで買いかえ

をされるご家庭が多いことはご承知のとおり
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でございまして、町のエコキュートの補助金

申請でも約半分のご家庭がオール電化を導入

しているようでございます。 

 また一方で、大震災以降、多様なエネルギ

ーの導入に目を向けられる方もふえてまいり

まして、ガスの高効率給湯器エコジョーズと

いうものですが、その申請をする方も確実に

ふえております。 

 また、最近の傾向といたしまして、高齢世

帯の増加によりましてガスを使うことに不安

を感じて、この際、オール電化にしようと考

えるご家庭もふえてきているように感じられ

ます。 

 町としましては、補助金のメニューを多様

化させることによりまして、町民の方々がそ

れぞれのご判断でご自分のライフスタイルに

あった温暖化問題を考えていただければとい

うふうに考えております。 

 今議員もおっしゃいましたように、今年度、

内灘町では町で最も有効な自然エネルギーで

ある家庭用小型風力発電設備にも補助金を導

入することといたしまして、今議会に案を提

出させていただいております。国全体で高ま

っている自然エネルギー導入への補助金をよ

り充実させることはもちろんでございます

が、従来ある設備をより省エネ化するという

ことにもなお力を注いで、町全体での温暖化

対策を推進していきたいというふうに考えて

おります。 

 ただ、今ご提案のあった高齢の世帯のみに

限って補助をするなどという点については、

今後十分検討させていただきたいと思います

ので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口議員。 

○11番【水口裕子君】 半分がオール電化に

つながっているのではないかということでご

ざいました。やはりそういうふうな半分がオ

ール電化につながっているというふうなこと

がわかっているのなら、やはり最初からそう

いうようなものにつながるものならやめる

と。そして、今おっしゃってくださったよう

に、障害者の人とか、高齢の方とか、そうい

う方に限るというふうな、いろいろいい方策

を練っていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 一応これで終わったわけですけれども、最

後に一言つけ加えたいんですけれども、がれ

きの受け入れが議論になっていますけれど

も、微量でも放射性物質は焼却すれば濃縮し

て無用の汚染を招きます。なぜ遠くまで拡散

する必要があるのでしょう。がれきの拡散は、

放射能汚染の責任の所在をうやむやにしたい

という国と東京電力のやり方ではないでしょ

うか。 

 例えば岩手県岩泉の町長さんは、10年、20

年かけて片づけたほうが地元に金が落ちる。

雇用も生まれる。使っていない土地はいっぱ

いあり、すぐに処理されなくても困らないの

に、税金を青天井に使って、全国に運び出す

必要がどこにあるのかというふうに地元の方

も言っていらっしゃるわけです。この問題は、

がれき処理は23年度から26年度まで１兆700

億円という大金のついてくる事業なので、公

共事業としてあちこちで実はばらまかれてい

るのではないかという、そういう疑いもある

わけです。しかし、何が本当の支援なのか考

えていかなければならないと思います。 

 この問題は、現在、志賀原発再稼働の問題

とともに、石川県民を２つに分断しつつあり

ます。私たちにはまだまだ放射能についての

議論がこうしてできますけれども、福島県で

は子供を守るべき学校でも放射能の危険を教

えようとする良心的な教師は圧力を受ける。

マスクをしたり、何らかの防御をすると白い

目で見られ、遠くへ避難しようとすると裏切

り者とか、もう帰ってくるなとか言われる。

残った人の中でも放射能汚染に立ち向かう

か、無関心でやり過ごそうとするかに二局分

断し、助け合うべき被害者が分断されて反目
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し合うという悲しいことになっているそうで

す。そんな話は先ほど町長からもお聞きしま

した。 

 石川県へ避難している方は、自分だけ逃げ

てきて後ろめたい気持ちでいるところに、除

染が進んでいるから戻っておいでという声が

圧力になって、本当は帰りたくないのにそれ

に抗
あらが

のが苦しいとおっしゃっていました。 

 私たちは、原発とそこから発生する放射性

物質は、立地するときだけでなく、また立地

自治体だけでなく、いつのときにも人々に無

用の対立と分断を生むものであり、命を脅か

すものであることを再認識しなければならな

いと思います。 

 後になって、原発さえなかったら、放射能

さえなかったらと後悔するときが来ないよう

に、慎重に道を選ばなければならないときで

す。 

 国は国民を守りません。県も県民を守りま

せん。町が町民を守るしかないと思います。

町長にはぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。よろしくお願いしますと申し上げて、終

わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本昌博議員。 

   〔３番 酒本昌博君 登壇〕 

○３番【酒本昌博君】 議席番号３番、酒本

昌博です。 

 傍聴席の皆様方、ご苦労さまでございます。 

 平成24年第１回定例会におきまして一般質

問の機会をいただきましたので、通告に従っ

て一問一答方式で行いたいと思います。執行

部におかれましては、明快なる答弁をよろし

くお願いいたしたいと思います。 

 それでは、早速、質問に入らせていただき

ます。 

 １問目は、安定ヨウ素剤についての質問で

す。 

 報道等では、毎日のように災害地の報道が

朝昼晩となされているようであります。それ

だけの多大な被害だということを思い知らさ

れるわけでございますが、昨年３月11日に起

きた東京電力福島第一原発事故では、ヨウ素

剤がほとんど配布されなかったため、多くの

子供たちが放射性ヨウ素によって甲状腺被曝

をするという結果になりました。適切に配布

がされていたならば、少なくとも放射性ヨウ

素による甲状腺の被曝だけはかなり軽減され

たはずであります。 

 ヨウ素剤が配布されなかった理由は、政府

内部の混乱があったためと言われています。

事故から既に５日もたった３月16日まで、国

から自治体へのヨウ素剤配布の指示はなされ

ていませんでした。ヨウ素剤は原子力災害現

地対策本部長が原子力安全委員会の助言を得

つつ、各自治体に対して住民に配布するよう

指示を出すことになっています。原子力安全

委員会の助言組織メンバー鈴木国際医療福祉

大クリニック院長が、当時の周辺住民の外部

被曝の検査結果などを振り返ると、安定ヨウ

素剤を最低一回は飲むべきだったと指摘しま

した。 

 ３月17、18日に福島県で実施された住民の

外部被曝検査の数値から、内部被曝による甲

状腺への影響を計算すると、少なくとも４割

が安定ヨウ素剤を飲む基準を超えていたおそ

れがあるということです。 

 しかし、自治体の中には独自の判断によっ

て安定ヨウ素剤を配布したところもありまし

た。双葉町、富岡町、やや原発から離れたい

わき市、三春町など、独自の判断によって住

民7,248人にヨウ素剤を配布しました。いわき

市は、配布に当たって住民に服用については

政府の指示を待つように言いわたしました。

一方、三春町は、３月14日にヨウ素剤を入手、

地元の医師や保健師などの意見を聞いた上で

15日に配布。住民は渡された錠剤を服用しま

した。三春町の判断がいかに懸命であったか

ということは明らかです。 

 今月５日の北國新聞の５面には、「全国自
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治体内部被曝対策苦慮」。内容はといいます

と、原子力災害時に甲状腺がんを避けるため

の安定ヨウ素剤をめぐる共同通信の全国アン

ケートに回答した自治体の83％は、住民への

配布に不安を持っていることがわかりまし

た。わけは、「配布方法が定まっていない」

「国から適切に指導があるかわからない」な

どと多岐にわたり、内部被曝対策に自治体の

多くが苦慮していた実態が浮かび上がりまし

た。なぜ福島第一原発周辺自治体に用意して

あったはずの安定ヨウ素剤が適正な時期に適

正に使用されなかったのか。ウォール・スト

リート・ジャーナル日本語版の９月29日の記

事から抜粋してご紹介いたします。 

 まず、安定ヨウ素剤は各自治体に十分なだ

けあったと記者は言います。世界じゅうの原

発周辺地域と同様に、福島第一原発周辺地域

にも十分な安定ヨウ素剤の備えがあった。こ

れは、比較的安全な薬剤で、甲状腺がんの予

防に効果がある。甲状腺がんは、大きな原発

事故の場合、最も一般かつ深刻な影響と考え

られている。 

 また、政府の防災マニュアルでは、原発の

周辺地域はこうした薬剤の服用に関し、政府

の指示を待つことが想定されている｡原発の

安全性に関する国内の一部の専門家からは、

錠剤の即座の服用を進めたが、政府は３月11

日の事故から５日目まで錠剤の配布、服用を

命じなかったことが今回の関係文書に明らか

になりました。 

 この重大な不手際に関係者の言いわけは、

災害時の混乱と言い明かしています。複数の

政府及び地方自治体の当局者らと助言者ら

は、ウォール・ストリート・ジャーナル等の

インタビューで、東日本大震災のいろいろな

面の責任を負う異なる政府機関の間でコミュ

ニケーションの行き違いが続いたことを指摘

しています。 

 ほかにもアメリカからの安定ヨウ素剤の支

給を厚労省が薬事法の理由ということで断っ

たという事情もテレビ等でも流されていまし

た。 

 このように、いざ事故が起きたときに政府

の判断、指示を待っていては遅いのではない

でしょうか。昨年の12月の一般質問でも清水

議員もおっしゃっていたように、町が自分た

ちの、町民の安心・安全を守る。内灘町は内

灘町でやっていくべきだと思います。本町が

放射性ヨウ素対策地域になるならないではな

く、早急な対応、対策に当たっていただきた

いと思います。 

 そこで、今後の当町の対応をお聞かせ願い

ます。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 酒本議員の一般質

問にお答えします。 

 安定ヨウ素剤の独自備蓄の予定はないかと

いうことであります。 

 今ほど議員がおっしゃいましたように、放

射線物質による甲状腺被曝を避けるための安

定ヨウ素剤摂取につきましては、現段階での

最良の手段であると、こんなふうに言われて

おるところでございます。特に成長期の子供

たちが甲状線被曝を受けた場合、甲状腺がん

の発生確率が非常に高くなることから、町と

いたしましては子供たちを甲状線被曝から守

るために、あらかじめ安定ヨウ素剤を備蓄し

ておくことは非常に有効であると認識してい

るところでございます。 

 当町における安定ヨウ素剤の備蓄につきま

しては、昨年の議会一般質問の中でもお答え

したとおり、４月をめどに中間答申が出され

る国の防災指針、また原子力安全委員会で検

討されているＰＰＡ、いわゆる放射線ヨウ素

対策地域の内容等も踏まえながら、平成24年

度中に、まずは町内保育施設、幼稚園、小中

学校への配備を進める方向で、医療機関や配

備先の施設などと調整を進めてまいりたい

と、このように思っているところでございま
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す。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 ただいま答弁により

ますと、国の指針、ＰＰＡの内容等を踏まえ

てというお答えではありましたが、災害はい

つ起こるかわかりません。きょう起こる、ま

たあした起こるかもしれません。一日でも早

い対応をお願いしたいと思います。 

 何度でも言うようですが、町独自での対策

を速やかにお願いいたしたいと思いますの

で、町長、またよろしくお願いいたします。 

 それでは、２問目の質問に移らさせていた

だきます。 

 独居老人の通報システム、点検はどのよう

になっているかということでお願いいたしま

す。 

 また、概要等が説明できるようならお願い

したいと思います。 

○議長【夷藤満君】 長谷川徹介護福祉課長。 

   〔介護福祉課長 長谷川徹君 登壇〕 

○介護福祉課長【長谷川徹君】 酒本議員の

緊急通報装置についてのご質問にお答えいた

します。 

 緊急通報装置の設置につきましては、おお

むね65歳以上の単身世帯または高齢者のみの

世帯の方で、心臓などの疾患により緊急を要

する方を対象に設置している状況でございま

す。 

 ご質問の緊急通報装置の点検につきまして

は、設置事業者である株式会社ＮＴＴ西日本

から機器をレンタルしていることから、機器

の保守管理等はすべて事業者の責任において

管理されている状況でございます。 

 また、機器の概要等のご質問でございます

けれども、平成23年第４回定例会におきまし

て、能村議員のご質問にもお答えいたしまし

たが、現在設置してあります機器につきまし

ては、緊急時にボタンを押すだけで事前に登

録された家族や民生委員、さらに１１９番へ

と自動発信されるものでございます。しかし

ながら、緊急内容が火災なのか救急なのかわ

らない点や、緊急時であってもボタンを押さ

ない限り機能しないということも現実問題と

してあるわけでございます。 

 今後、高齢化と核家族化による高齢者世帯

の増加に伴い高齢者の事故も増加することが

予想され、事故を未然に防ぐという観点から

も緊急通報装置の機器の見直しにつきまして

は、さらに調査検討を重ねてまいりたいと考

えております。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 緊急通報システムに

さらに研究を重ね、いろいろな多種の機能も

ついたものもあると思いますので、またよろ

しく検討をお願いしたいと思います。 

 こういう資料がございます。我が国の高齢

化は深刻であります。2025年には全国で高齢

者人口が約3,500万人に達し、高齢化率が約

30％にも上がると予測される。今後、介護制

度の充実はもとより、さまざまな高齢化対策

を考えていかなくてはならない。自宅でぐあ

いが悪くなり救急車を呼ぶなど、もしものと

きの安全と安心の取り組みとするということ

で、緊急キット等の投入の実績等があるので

ありますが、いつから導入とかという予算的

なものも少し決まったと聞いているんです

が、その点はどうなんでしょうか、お願いい

たします。 

○議長【夷藤満君】 長谷川介護福祉課長。 

   〔介護福祉課長 長谷川徹君 登壇〕 

○介護福祉課長【長谷川徹君】 ご質問の緊

急医療情報キットについてのご質問にお答え

いたします。緊急医療情報キットの導入につ

きましては、議員ご承知のとおり、平成24年

度における在宅高齢者施策の一環といたしま

して、新年度予算に計上しておるところでご

ざいます。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 今ほど新年度予算に

計上されているということですが、キット自
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体の定価といいますか、単価的なものは幾ら

なのでしょうか。 

 それと、予算というのはどれくらいついて

いるのでしょうか、お答え願います。 

○議長【夷藤満君】 長谷川介護福祉課長。 

   〔介護福祉課長 長谷川徹君 登壇〕 

○介護福祉課長【長谷川徹君】 キットの予

算の計上でございますけれども、これはあく

まで定価でございますが、１個当たり368円、

これは税込みでございます。それを約1,000

個、36万8,000円を予算計上しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 ただいま1,000個とい

うことでお答えをいただきましたんですが、

独居老人の数というのはその1,000個で足り

るのでしょうか、お答えお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 長谷川介護福祉課長。 

   〔介護福祉課長 長谷川徹君 登壇〕 

○介護福祉課長【長谷川徹君】 今回配布予

定をしております緊急医療情報キットにつき

ましては、高齢者の緊急時における応急処置

や病院搬送において迅速に対応できるなど、

高齢者の安全・安心の確保が図れるものと考

えております。 

 内灘町における対象者の基準や導入時期に

ついてでございますけれども、対象者につき

ましては、現在、65歳以上の単身世帯約580

世帯おいでます。また、高齢者のみの世帯、

650世帯、その中から入院、病院等や施設等に

入院されている方を除きまして約1,000世帯

を予定している状況でございます。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 約1,000世帯の導入を

予定しているということですが、これからは

まだまだそういう独居老人等がふえていくと

思うんですが、今後の展開というか、そうい

うのはどんなふうにお考えなのでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長谷川介護福祉課長。 

   〔介護福祉課長 長谷川徹君 登壇〕 

○介護福祉課長【長谷川徹君】 高齢化や核

家族化により、高齢者世帯が増加傾向にある

という時代の趨勢
すうせい

でございますので、今後、

来年度は1,000個配布予定をしておりますけ

れども、次年度以降も必要に応じて対応して

いきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 来年度もということ

でずっと老人世帯がふえていくので限りな

い、限りないということはないんでしょうけ

ども、予算にも限度があると思いますので、

また善処していただければ幸いかと思いま

す。 

 私の質問はこれで終わらせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 以上で通告による質問

は終わりました。 

 これより通告に関連する質問を行います。 

 質問は通告の趣旨に沿うもの、補足するも

のに限り、１人１問のみ５分以内とし、再質

問は認めませんので、ご注意願います。 

 発言は挙手の上、議長の許可を得てから通

告による質問をした議員の名前、質問の内容

を述べた後、関連質問を行ってください。 

 それでは、質問ございますか。 

 14番、中川達議員。 

   〔14番 中川達君 登壇〕 

○14番【中川達君】 先ほどの午前中の北川

悦子議員の温浴施設について、そしてまた昨

日の能村憲治議員の温浴施設、そしてまたき

ょうの太田議員の温浴施設、それぞれの質問

がございましたけれども、それに関連いたし

まして質問をさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 午前中の北川議員の温浴施設の答弁につい

て町長は、４カ所、今基本構想の中で委員会

の動向を見ながら、委員会の意見を尊重しな
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がらという答弁でございました。 

 せんだってより過去何回かこの問題につき

まして町のほうから案が出ております。そし

てまた、その案も４件ほどですかね、４案出

ておるわけでございます。 

 当然、その中で委員各位の皆様方もいろん

な角度から、今町のほうに提言をし、議論を

している最中だと思います。そういった中で、

やはり町長にちょっとお尋ねしたいんですけ

れども、議員の立場、そしてその思い思いと

いうのは非常に議論の中で有意義な話もたく

さん出ていると思うんです。そういった中で、

やはり今内灘町は非常に厳しい財政状況の

中、今町長のほうも千鳥台のほうに行きまし

て温浴施設を誘致して、そして今にぎわい創

出の中の一環として温浴施設も一生懸命努力

をいたしておるわけでございます。 

 そしてまた、町のほうも、よく町の温浴の

料金から見ますと年間に１万数千人という料

金代の分の補助をしていると思うんです。そ

の補助はといいますと、当然、下水道料金の

減免、そういったことを料金換算しますと約

１万2,000人ほどになるかと思うんです。しか

し、この温浴施設も今、金沢のそういうスー

パー銭湯の供用の中で非常に今苦しみに遭っ

ているのは、もう皆様もご承知だと思います。 

 そういった中で、やはりこれからの町にど

うしてもこの温浴施設が必要なのかどうか。

そしてまた、その地域のせっかく進出してい

ただいたそういう方々たちと、その経営状態

もサポートする必要もあると思うんです。 

 そういった中で、やはりどうしても町民の

皆様の利便ということも考えますと、温浴施

設はいいのかなという思いも気もしますけれ

ども、やはりここは少しだけお互いの痛みを

分かち合う、こういう財政状況の厳しい中、

近隣の温浴施設たくさんあります。そういっ

た中で、利用券等々を配布する。そしてまた、

入浴料金を下げていただく。じゃ内灘町から

これだけの人数の提供をできますという形に

なれば、当然、入浴単価も下がると私は思っ

ております。 

 そういったことも先般委員会等々で質問を

させていただきました。当然、そういった趣

旨も民間の浴場経営者の方と、そして内灘町

のこれからの老人福祉ということも考え合わ

せて検討していくという形の中で、今定例会

の中で位置づけも決めたい、方向性も決めた

いという中で話もございましたけれども、そ

の民間業者の中で、そしてまた民間業者との

扱いの中でそういったことがあったのかなか

ったのか、そこをちょっと確認させていただ

きます。 

 よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の関連質

問にお答えします。 

 先ほども温浴施設についての北川議員から

質問がありました。以前から委員会の中で中

川議員さんが今の湯来楽に対して利用される

人に補助を出して使ってもらったらどうだみ

たいな話が、今の財政状況から見たら一番い

いのではないかみたいな話をされたというこ

とでありまして、それも一つの意見かなと、

こんなふうに思っていたわけであります。 

 私は、例えば高齢者の皆さんがふろに入る

ということだけでなしに、その中でいろんな

人たちと交流するというのは、町の大事な私

はそういう施設になっていると思うんです

ね。 

 先ほども北川議員からもおっしゃいまし

た、１年間の利用されている方が全部で21万

6,000人だと。そのやがて半数以上、55％の11

万8,000人が高齢者なんだという話になりま

す。そんな人たちが毎日のように行って、そ

して地域の人たち、あるいは地域を超えて顔

なじみになって、いろんなことで楽しんでい

るという、そんなことが低料金でやられると

いうことがやっぱりいいんだろうというふう
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に思っていますから、このよさは私はどこに

もかえられないのかなと、このように思って

いるところでございます。 

 今、議員がおっしゃるように、そういう民

間の温浴施設の方々に対してそういう利用券

を利用した形でお願いするということは、値

段のこともありますし、それの意味では財政

面がかなりあるのかなと。だからそんな意味

で、今せっかく議会の中で議論をしながら今

日まで来たわけですから、ぜひとも今までど

おり出されている計画の中で進めていければ

とこう思っていますし、そのことで議員の皆

さんからもいろんなご意見を賜ればと、こう

思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 ほかに関連質問ござい

ませんか。―― 

 これにて一般質問を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 お諮りいたします。あす９日から21日まで

の13日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、あす９日から21日までの13日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る22日は午後２時から本会議を開

き、各常任委員長の報告を求め、質疑、討論

並びに採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後２時48分散会 
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